
Title 『穆天子伝』訳注稿〔二〕
Sub Title Mu Tianz Zhuan (穆天子伝) II
Author 桐本, 東太(Kirimoto, Tota)

水野, 卓(Mizuno, Taku)
川村, 潮(Kawamura, Ushio)
森, 和(Mori, Masashi)
吉田, 章人(Yoshida, Akihito)
矢島, 明希子(Yajima, Akiko)

Publisher 三田史学会
Publication

year
2013

Jtitle 史学 (The historical science). Vol.82, No.1/2 (2013. 4) ,p.129- 198 
JaLC DOI
Abstract
Notes 史料翻訳

挿表
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara

_id=AN00100104-20130400-0129

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会また
は出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守し
てご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to
the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese
Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
二
〕

〔
監
訳
〕
桐
本
東
太

〔
訳
注
〕
水
野
卓
、
川
村
潮
、
森
和
、
�
田
章
人
、
矢
島
明
希
子
ほ
か

『
穆
天
子
伝
』
巻
二

﹇
一
﹈原

文

1

□
柏
夭
曰
（
1
）
、
□
封
膜
晝
于
河
水
之
陽
（
2
）〔

膜
晝
、
人
名
。
疑
音

莫
〕、
以
爲
殷
人
主
（
3
）〔

主
、
謂
主
其
祭
祀
。
言
同
姓
也
〕。

2

丁
巳
、
天
子
西
南
升
□
之
所
主
居
（
4
）〔

似
説
古
之
賢
聖
所
居
〕。

爰
有
大
木
・
碩
草
〔
碩
、
大
也
〕。
爰
有
野
獸
、
可
以
畋
獵
。

3

戊
午
、

□
之
人
居
慮
（
5
）〔

古
疇
字
。
居
慮
、
名
〕、
獻
酒
百
□

于
天
子
（
6
）〔

百
下
、
脱
盛
酒
器
名
〕。
天
子
已
飮
而
行
（
7
）
。
遂
宿
于

昆
侖
之
阿
、
赤
水
之
陽
（
8
）〔

昆
侖
山
有
五
色
水
。
赤
水
出
東
南
隅

而
東
北
流
。
皆
見
山
海
經
〕。
爰
有

鳥
之
山
（
9
）〔

、
音
甄
。
一

音
栴
〕。
天
子
三
日
舍
于

鳥
之
山
。
□
。

4

吉
日
辛
酉
、
天
子
升
于
昆
侖
之
丘
（
10
）
、
以
觀
黄
帝
之
宮
（
11
）〔

黄
帝

巡
遊
四
海
、
登
昆
侖
山
、
起
宮
室
於
其
上
。
見
新
語
〕。
而
封
□

�
之
葬
（
12
）〔

�
上
字
、
疑
作
豐
。
豐
�
筮
御
雲
、
得
大
壯
卦
、
遂
爲

雷
師
。
亦
猶
黄
帝
橋
山
有
墓
。
封
、
謂
増
高
其
上
土
也
。
以
標
顯

之
耳
〕、
以
詔
後
世
〔
詔
、
謂
語
之
〕。

5

癸
亥
、
天
子
具
�
齊
・
牲
全
、
以
�
□
昆
侖
之
丘
（
13
）〔

�
者
、

潔
也
。
齊
祭
神
曰
�
。
書
、
天
子
�
于
六
宗
。
�
、
音
圭
〕。

訓

読

ば
く
ち
ゅ
う

1

…
…
柏
夭
曰
く
、「
…
…
膜
晝
を
河
水
の
陽
に
封
じ
〔
膜
晝

は
人
名
。
疑
う
ら
く
は
音
は
莫
な
ら
ん
〕、
以
て
殷
人
の
主
と
爲

す
〔
主
は
其
の
祭
祀
を
主
る
を
謂
う
。
同
姓
を
言
う
な
り
〕」
と
。

2

丁
巳
、
天
子
、
西
南
の
か
た
…
…
に
升
る
、
…
…
の
主
居
す

こ
こ

る
所
〔
古
の
賢
聖
の
居
す
る
所
と
説
く
が
ご
と
し
〕。
爰
に
大

史
料
翻
訳

『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
二
〕

一
二
九
（
一
二
九
）



せ
き

で
ん

木
・
碩
草
有
り
〔
碩
は
大
な
り
〕、
爰
に
野
獸
有
り
、
以
て
畋

り
ょ
う
獵
す
べ
し
。

ち
ゅ
う

3

戊
午
、

□
の
人
居
慮
〔
古
の
疇
字
。
居
慮
は
名
〕、
酒
百
□

を
天
子
に
獻
ず
〔
百
の
下
、
酒
を
盛
る
器
名
を
脱
す
〕。
天
子
已

い
ん

に
飮
し
て
行
く
。
遂
に
昆
侖
の
阿
、
赤
水
の
陽
に
宿
る
〔
昆

侖
山
に
五
色
の
水
有
り
。
赤
水
は
東
南
隅
よ
り
出
で
て
東
北
流
す
。

け
ん

皆
な
『
山
海
經
』（
海
内
西
經
）
に
見
ゆ
〕。
爰
に

鳥
の
山
有

け
ん

り
〔

、
音
は
甄
。
一
に
音
は
旃
〕。
天
子
、
三
日

鳥
の
山

や
ど

に
舍
る
。
…
…
。

4

吉
日
辛
酉
、
天
子
、
昆
侖
の
丘
に
升
り
、
以
て
黄
帝
の
宮
を

觀
る
〔
黄
帝
、
四
海
を
巡
遊
し
、
昆
侖
山
に
登
り
、
宮
室
を
其
の

上
に
起
て
た
り
。『
新
語
』
に
見
ゆ
〕。
而
し
て
□
�
の
葬
に
封

じ
〔
�
の
上
の
字
、
疑
う
ら
く
は
豐
に
作
ら
ん
。
豐
�
は
雲
を
御

す
る
を
筮
し
、
大
壯
の
卦
を
得
、
遂
に
雷
師
と
爲
る
。
亦
た
猶
お

黄
帝
、
橋
山
に
墓
有
る
が
ご
と
し
。
封
は
其
の
上
に
土
を
増
高
すつ

る
を
謂
う
な
り
。
以
て
之
を
標
顯
す
る
の
み
〕、
以
て
後
世
に
詔

が
し
め
ん
と
す
〔
詔
は
之
を
語
る
を
謂
う
〕。

け
い

5

癸
亥
、
天
子
�
齊
・
牲
全
を
具
え
、
以
て
�
□
昆
侖
之
丘

〔
�
は
、
潔
な
り
。
齊
し
て
神
を
祭
る
を
�
と
曰
う
。『
書
』（
舜

典
）
に
「
天
子
、
六
宗
に
�
す
」
と
。
�
、
音
は
圭
〕。

現
代
語
訳

1

…
…
柏
夭
は
「
…
…
膜
晝
を
河
水
の
北
に
（
盛
り
土
を
し

て
）
封
じ
、
殷
人
の
祭
祀
の
主
宰
者
と
し
た
の
で
す
」
と
言

っ
た
。

2

丁
巳
�
、
天
子
は
西
南
に
向
か
い
…
…
に
登
っ
た
。（
こ
の

地
は
）
…
…
（
祭
祀
を
）
主
宰
し
て
居
住
し
た
所
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
大
木
や
大
き
な
草
が
あ
り
、
こ
こ
に
は
野
獣
が
い

て
、
狩
り
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3

戊
午
�
、

□
（
と
い
う
集
団
）
の
領
袖
の
居
慮
が
、
酒
百

い
ん

□
を
天
子
に
献
じ
た
。
天
子
は
す
で
に
飲
の
儀
礼
を
終
え
て

出
発
し
た
。
つ
い
に
昆
侖
の
中
腹
、
赤
水
の
北
側
に
や
ど
る

こ
と
に
し
た
。
こ
こ
に
は

鳥
の
山
が
あ
る
。
天
子
は
三
日

間
、

鳥
の
山
に
泊
ま
っ
た
。
…
…
。

4

吉
日
辛
酉
�
、
天
子
は
昆
侖
の
丘
に
登
り
、
黄
帝
の
宮
を
見

た
。
そ
し
て
□
隆
の
埋
葬
場
所
に
盛
り
土
を
し
、
こ
の
こ
と

を
後
世
に
語
り
継
が
せ
る
こ
と
と
し
た
。

5

癸
亥
�
、
天
子
は
清
め
ら
れ
た
穀
物
と
純
色
で
欠
損
の
な
い

犠
牲
を
用
意
し
、
そ
れ
で
�
□
昆
侖
之
丘
。

注

釈

（
1
）
冒
頭
の
欠
字
に
つ
い
て
、
小
川
琢
治
は
巻
一
最
後
の
干
支

史

学

第
八
二
巻

第
一
・
二
号

一
三
〇
（
一
三
〇
）



「
丙
寅
」
か
ら
巻
二
最
初
の
干
支
「
丁
巳
」
ま
で
五
十
一
日
間

あ
る
こ
と
、
及
び
巻
四
に
「
自
陽
紆
西
至
于
西
夏
氏
、
二
千
又

五
百
里
。
自
西
夏
至
于
珠
余
氏
及
河
首
、
千
又
五
百
里
。
自
河

首
、
襄
山
以
西
、
南
至
于
舂
山
・
珠
澤
・
昆
侖
之
丘
、
七
百

里
」（4.4a.13
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
穆
王
一
行
は
こ
の
五
十

一
日
間
に
陽
紆
か
ら
西
夏
氏
、
西
夏
か
ら
珠
余
氏
及
び
河
首
・

襄
山
に
到
る
四
千
里
を
進
ん
で
お
り
、
本
来
、
巻
二
の
冒
頭
に

は
こ
の
行
程
に
関
す
る
記
述
が
あ
っ
た
は
ず
だ
と
推
定
し
、
さ

ら
に
そ
の
欠
字
数
に
つ
い
て
十
数
簡
六
百
字
前
後
と
推
測
す
る
。

な
お
、
柏
夭
の
発
言
に
つ
い
て
、「
曰
」
の
下
の
欠
字
部
分
で

終
わ
っ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
注
釈
の
多
く
が
「
封
」
以

下
を
柏
夭
の
発
言
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ひ
と
ま
ず
そ
れ
に

従
っ
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

（
2
）
「
封
」
に
つ
い
て
、『
穆
天
子
伝
』
に
は
、
①
「
柏
夭
曰
□

封
膜
晝
于
河
水
之
陽
」（
本
句2.1a.4

）、
②
「
而
封
□
�
之

葬
」（2.1b.1

）、
③
「
曰
、
赤
烏
氏
先
出
自
周
宗
。
大
王
亶
父

之
始
作
西
土
、
封
其
元
子
呉
太
伯
于
東
呉
」（2.3a.5

）、
④

「
封

璧
臣
長
綽
于
舂
山
之
虱
、
妻
以
元
女
、
詔
以
玉
石
之
刑
、

以
爲
周
室
主
」（2.3a.7

）、
⑤
「
天
子
乃
封
長
肱
于
�
水
之
西

河
、
是
惟
鴻
鷺
之
上
、
以
爲
周
室
主
」（2.4a.4

）
と
５
例
見
え

る
。
②
以
外
の
「
封
〈
人
物
〉
于
〈
場
所
〉」
と
い
う
句
形
は
、

文
献
史
料
に
も
よ
く
見
ら
れ
る
表
現
で
、
本
句
①
の
主
語
は
不

明
だ
が
、
③
④
は
大
王
亶
父
が
、
⑤
は
穆
王
が
「
封
」
を
行
っ

て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
「
封
建
」
を
基
本
的
に
は
意
味
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、『
説
文
』
十
三
篇
下
土
部
に
は
「
封
、

爵
諸
侯
之
土
也
」
と
あ
っ
て
、「
諸
侯
を
爵
す
る
の
土
」
と
釈

し
て
お
り
、『
逸
周
書
』
作
�
解
に
も
「
諸
侯
受
命
于
周
、
乃

建
大
社
于
國
中
、
其

東
�
土
、
南
赤
土
、
西
白
土
、
北
驪
土
、

中
央
釁
以
黄
土
、
將
建
諸
侯
、
鑿
取
其
方
一
面
之
土
、
�
以
黄

土
、
苴
以
白
茅
、
以
爲
社
之
封
、
故
曰
、
受
列
土
于
周
室
」
と

い
う
記
述
が
見
え
る
。
ま
た
《
散
氏
盤
》（
集
成10176

西
周

晩
期
）
の
「
封
」
に
つ
い
て
も
、
貝
塚
茂
樹
が
「
要
所
に
盛
り

土
し
て
樹
木
を
植
え
る
」
こ
と
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ

ば
（
貝
塚
茂
樹
一
九
八
四
）、「
封
」
の
原
初
的
な
実
態
を
考
え

る
上
で
、「
土
」
の
観
念
は
重
要
な
要
素
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

赤
塚
忠
は
、
殷
代
に
お
け
る
「
土
」
の
祭
祀
の
検
討
か
ら
、

「
甲
骨
文
に
見
え
て
い
る
「
土
」
は
後
世
に
社
と
称
さ
れ
る
も

の
に
展
開
す
る
要
因
を
も
っ
て
い
る
に
し
て
も
、
殷
王
朝
が
王

朝
と
し
て
の
祭
典
制
度
を
整
え
、
諸
神
を
統
合
し
て
祭
る
に
方

っ
て
設
け
た
祭
壇
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
、『
逸
周
書
』
の
記
事

に
つ
い
て
は
、「
王
の
統
一
的
国
土
所
有
の
観
念
が
成
立
し
た
、

そ
れ
以
後
の
こ
と
」
と
し
つ
つ
、「
殷
代
に
お
い
て
も
祭
典
は
、

『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
二
〕

一
三
一
（
一
三
一
）



主
祭
場
で
行
わ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
相
関
連
し
て
山
岳
河
川

そ
の
他
主
要
な
神
々
に
つ
い
て
も
行
わ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
を
主

祭
場
に
集
め
て
祭
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
て
み
る
と
、
主

祭
場
に
設
け
ら
れ
る
「
土
」
が
う
ず
高
く
作
ら
れ
て
い
る
の
は
、

発
生
的
に
は
聖
山
に
模
す
る
こ
と
か
ら
起
こ
っ
た
と
せ
ね
ば
な

ら
ぬ
」
と
指
摘
し
て
お
り
（
赤
塚
忠
一
九
九
〇
）、
本
句
の
主

語
は
不
明
だ
が
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、「
封
」
ぜ
ら
れ
た

「
膜
晝
」
が
殷
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
人
物
の
可
能
性
が
高

い
こ
と
、
ま
た
「
封
」
ぜ
ら
れ
た
場
が
「
河
水
之
陽
」
で
あ
る

こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
河
水
の
北
岸
と
い
う
主
祭
場
に
盛
り
土
を

し
て
土
壇
を
築
く
こ
と
こ
そ
、
本
句
の
「
封
」
の
原
初
的
な
実

態
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
膜
晝
」
に
つ
い
て
、
郭
璞
は
こ
れ
を
人
名
と
し
、
後
文
の

「
殷
人
主
」
に
つ
い
て
「
言
同
姓
也
」
と
注
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
殷
と
同
姓
の
人
物
と
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、

小
川
琢
治
は
「
膜
」
を
亳
・
薄
と
同
音
の
通
用
字
、「
晝
」
を

丑
の
仮
借
字
、
亳
（
薄
）
を
殷
人
の
聚
落
ま
た
は
都
邑
を
示
す

名
詞
と
し
た
上
で
、「
膜
晝
」
を
「
亳
丑
」、
殷
人
の
後
裔
と
す

る
。
一
方
、
顧
実
は
巻
四
に
「
自
西
夏
至
於
珠
余
氏
及
河
首
、

千
又
五
百
里
」（4.4b.1

）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
見
え

る
「
珠
余
氏
」
を
「
膜
晝
」
と
解
釈
す
る
。
他
に
も
「
膜
晝
」

に
つ
い
て
は
様
々
な
説
が
あ
る
が
、
穆
王
と
同
時
代
の
人
物
と

い
う
点
で
は
共
通
し
て
お
り
、
例
え
ば
、
顧
実
は
「
封
」
字
の

上
の
欠
字
に
つ
い
て
、「
天
子
乃
」
の
三
字
が
脱
し
て
い
る
と

し
、「
封
」
を
行
っ
た
人
物
を
穆
王
と
考
え
て
い
る
。
一
方
で
、

小
川
は
「
膜
晝
」
を
「
封
」
じ
た
人
物
に
つ
い
て
、
最
終
的
に

穆
天
子
が
妥
当
と
し
な
が
ら
も
、
古
公
亶
父
や
殷
代
の
某
王
の

可
能
性
を
指
摘
す
る
。
結
局
、
本
文
の
主
語
が
欠
字
で
あ
る
た

め
、
顧
実
・
小
川
の
い
ず
れ
の
説
が
是
か
は
確
定
し
が
た
く
、

「
膜
晝
」
が
穆
王
の
時
代
の
人
物
な
の
か
、
そ
れ
以
前
の
時
代

の
人
物
な
の
か
は
不
明
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
後
文
で
「
膜

晝
」
が
「
殷
人
主
」
と
さ
れ
て
い
る
箇
所
の
郭
注
「
言
同
姓

也
」
を
参
考
に
、
殷
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
人
物
で
あ
る
こ

と
だ
け
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
と
思
う
。

「
河
水
之
陽
」
の
所
在
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
甘
粛
省
や
青

海
省
、
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
と
す
る
説
が
あ
る
（
殷
周
史
研

究
会
二
〇
〇
六
）。

（
3
）
「
殷
人
主
」
に
つ
い
て
、
郭
璞
は
「
主
謂
主
其
祭
祀
。
言

同
姓
也
」
と
注
し
て
お
り
、「
膜
晝
」
を
殷
人
と
同
姓
と
考
え
、

そ
の
「
膜
晝
」
に
よ
っ
て
殷
の
祭
祀
が
行
わ
れ
た
と
解
釈
し
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。
祭
祀
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
や

同
姓
か
否
か
と
い
う
点
で
い
く
ら
か
の
相
違
は
あ
る
も
の
の
、

史
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「
主
」
を
祭
祀
に
関
連
す
る
と
見
る
の
が
、
小
川
琢
治
や
顧
実
、

王
貽
�
ら
で
あ
り
、
一
方
、
陳
逢
衡
は
「
殷
人
」
を
「
河
水
之

陽
」
に
遷
徙
し
た
殷
遺
民
、
す
な
わ
ち
『
左
伝
』
定
公
四
年
に

見
え
る
殷
民
六
族
や
殷
民
七
族
の
類
と
し
、
本
句
を
「
膜
晝
」

に
彼
ら
を
統
属
さ
せ
た
こ
と
と
解
す
る
。「
殷
人
主
」
と
同
型

の
表
現
と
し
て
は
、
巻
二
の
後
段
に
①
「
赤
烏
氏
先
出
自
周
宗
。

大
王
亶
父
之
始
作
西
土
、
封
其
元
子
呉
太
伯
于
東
呉
、
詔
以
金

刃
之
刑
、
賄
用
周
室
之
璧
、
封

璧
臣
長
綽
于
舂
山
之
虱
、
妻

以
元
女
、
詔
以
玉
石
之
刑
、
以
爲
周
室
主
」（2.3a.9

）、
②

「
天
子
乃
封
長
肱
于
�
水
之
西
河
、
是
惟
鴻
鷺
之
上
。
以
爲
周

室
主
」（2.4a.6

）
と
２
例
見
え
る
。
特
に
①
を
見
る
限
り
、
東

方
に
呉
太
伯
を
、
西
方
に
長
綽
を
「
封
」
じ
た
上
で
「
爲
周
室

主
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、『
詩
』
魯
頌
�
宮
に

「
王
曰
叔
父
、
建
爾
元
子
、
俾
侯
于
魯
。
大
啓
爾
宇
、
爲
周
室

輔
」
と
あ
る
よ
う
な
、「
輔
」
と
し
て
の
役
割
を
意
味
し
て
い

る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
（
巻
二
﹇
四
﹈
注（
１１
）参
照
）。

た
だ
し
、
本
句
は
主
語
が
不
明
で
あ
る
た
め
様
々
な
解
釈
が
可

能
で
あ
り
、
か
つ
『
管
子
』
宙
合
篇
に
「
故
微
子
、
不
與
於
紂

之
難
而
封
於
宋
、
以
爲
殷
主
。
先
祖
不
滅
、
後
世
不
絶
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
本
句
の
「
爲
殷
人
主
」
に

関
し
て
は
、
郭
璞
の
注
を
参
考
に
、「
殷
人
の
祭
祀
を
主
宰
す

る
身
と
し
た
」
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。
あ

る
い
は
、
貝
塚
が
《
宜
侯
�
�
》（
集
成4320

西
周
前
期
）
に

お
い
て
周
王
が
領
地
を
賜
う
と
き
、
川
か
ら
叙
述
を
始
め
て
い

る
こ
と
に
つ
い
て
、「
新
し
い
領
土
を
有
効
に
支
配
す
る
に
は
、

川
の
小
さ
な
支
流
に
至
る
ま
で
す
べ
て
そ
れ
ぞ
れ
神
が
あ
り
、

そ
の
祭
祀
を
続
け
さ
せ
る
こ
と
が
先
務
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ

う
」
と
し
、
河
川
の
本
支
流
ご
と
に
そ
の
守
護
神
の
祭
祀
を
奉

ず
る
部
族
に
対
し
、「
こ
れ
ら
の
祭
祀
権
を
尊
重
す
る
こ
と
が

新
し
い
土
地
に
進
駐
し
て
支
配
す
る
に
あ
た
っ
て
第
一
に
解
決

す
べ
き
要
件
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
点
に
注
目

す
る
な
ら
ば
（
貝
塚
茂
樹
一
九
八
四
）、「
膜
晝
」
へ
の
「
封
」

に
伴
い
、「
河
水
之
陽
」
の
土
地
神
に
対
す
る
祭
祀
が
、
殷
族

な
い
し
は
周
族
の
祭
祀
体
系
に
取
り
込
ま
れ
て
行
わ
れ
た
可
能

性
が
あ
る
。
本
段
注（
２
）で
は
、
赤
塚
忠
の
指
摘
を
参
考
に
、

「
封
」
を
そ
の
原
義
か
ら
盛
り
土
に
よ
り
土
壇
が
作
ら
れ
た
こ

と
で
は
な
い
か
と
想
定
し
た
が
、
仮
に
主
語
が
殷
王
だ
っ
た
場

合
、
赤
塚
が
殷
の
祈
年
祭
で
祀
ら
れ
る
土
神
に
関
し
て
、
そ
の

マ

マ

「
標
示
に
は
、
封
土
し
て
そ
の
上
に
諸
神
の
憑
り
つ
く
草
ま
た

木
を
立
て
た
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す

れ
ば
（
赤
塚
忠
一
九
八
七
）、「
主
」
は
本
来
、
土
神
が
憑
り
つ

く
草
あ
る
い
は
木
を
指
し
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
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（
4
）
「
天
子
西
南
升
□
之
所
主
居
」
に
つ
い
て
、
郭
璞
は
「
似

説
古
之
賢
聖
所
居
」
と
注
し
て
お
り
、「
主
居
」
を
「
古
之
賢

聖
」
の
居
す
る
と
こ
ろ
と
解
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
似
た
文
構

造
が
、
巻
一
に
「
河
伯
無
夷
之
所
都
居
」（1.2a.9

）、「
河
宗
氏

之
所
遊
居
」（1.4a.1

）
と
見
え
る
こ
と
か
ら
、
顧
実
は
金
蓉
鏡

『
穆
天
子
伝
集
解
』
を
引
い
て
、「
都
居
」
を
都
会
、「
遊
居
」

を
遊
牧
と
し
た
上
で
、「
主
居
」
を
宗
廟
の
在
る
と
こ
ろ
と
す

る
。
も
し
本
句
が
、
前
句
の
「
膜
晝
」
に
係
る
の
で
あ
れ
ば
、

直
前
の
「
殷
人
主
」
の
「
主
」
と
関
連
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
、

丁
謙
の
「
主
居
謂
主
宰
居
住
」
と
い
う
指
摘
も
参
考
に
す
れ
ば
、

「
祭
祀
を
主
宰
し
て
居
住
す
る
」
の
意
と
な
ろ
う
。
あ
る
い
は
、

欠
字
が
あ
る
た
め
、
こ
の
句
が
後
文
の
「

□
之
人
居
慮
」
に

係
る
可
能
性
も
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
場
合
に
は
「

□
之

人
」
が
統
べ
お
さ
め
る
場
所
を
指
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。

な
お
、
赤
塚
の
指
摘
を
参
考
に
、「
主
」
が
土
神
の
憑
り
つ
く

草
木
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
が
立
て
ら
れ
て
い
る
（
残
っ
て
い

る
）
場
所
と
い
う
意
味
に
も
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
5
）
「

□
之
人
居
慮
」
に
つ
い
て
、『
穆
天
子
伝
』
で
は
「
○

○
（
集
団
名
）
之
人
△
△
（
領
袖
名
）」
と
い
っ
た
表
現
が
、

こ
の
巻
二
以
降
数
多
く
見
ら
れ
よ
う
に
な
る
（
末
尾
【
表
一
】

参
照
）。
郭
璞
が
「
居
慮
」
を
名
で
あ
る
と
注
し
、
鄭
傑
文
が

「

□
」
を
少
数
部
族
の
名
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

西
方
の
集
団
名
及
び
そ
の
領
袖
の
名
を
記
す
用
法
で
あ
る
可
能

性
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
檀
萃
は
、
巻
三
に
「

余
之
人

命
懷
獻
酒
于
天
子
」（3.3a.11

）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「

□
」

を
「
壽
余
」
と
し
、
小
川
琢
治
は
さ
ら
に
「
壽
余
」
が
、
巻
四

の
「
自
西
夏
至
于
珠
余
氏
及
河
首
」（4.4b.1

）
に
見
え
る

「
珠
余
」
に
通
じ
る
と
い
う
。

（
6
）
「
獻
酒
百
□
于
天
子
」
に
つ
い
て
、
郭
璞
は
「
百
下
、
脱

盛
酒
器
名
」
と
注
し
て
お
り
、
巻
二
の
後
段
に
「
至
于
赤
烏
之

人

、
獻
酒
千
斛
于
天
子
」（2.3a.2

）
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ

こ
く

ば
、
欠
字
部
分
に
は
「
斛
」
字
が
入
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

顧
実
は
「
獻
酒
」
が
戎
礼
で
あ
っ
て
華
夏
の
礼
で
は
な
い
と
し
、

こ
こ
か
ら
西
は
み
な
「
荒
服
の
国
」
で
あ
る
た
め
、
華
夏
の
礼

は
見
ら
れ
な
い
と
す
る
。「
戎
礼
」
や
「
華
夏
の
礼
」
と
い
う

区
別
は
ひ
と
ま
ず
お
い
て
お
く
と
し
て
も
、『
穆
天
子
伝
』
に

お
け
る
「
獻
酒
」
の
用
例
を
見
る
と
、
①
「
至
于
赤
烏
之
人

、

獻
酒
千
斛
于
天
子
」（2.3a.2

）、
②
「
智
氏
之
夫
獻
酒
百
□
于

天
子
」（3.2b.12

）、
③
「

余
之
人
命
懷
獻
酒
于
天
子
」（3.3

a.11
）、
④
「
□
諸

獻
酒
于
天
子
」（3.3a.13

）、
⑤
「
□
獻

酒
于
天
子
」（5.4a.1

）
と
、
本
句
を
含
め
て
６
例
あ
り
、
こ
の

う
ち
欠
字
で
不
明
な
⑤
を
除
く
５
例
は
、「
獻
酒
」
の
主
語
が

史
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西
方
の
集
団
で
あ
る
こ
と
が
見
出
せ
る
。
な
お
、
鄭
傑
文
は
こ

の
「
赤
烏
之
人
」
が
「
獻
酒
」
し
た
こ
と
に
関
し
て
、『
史

記
』
大
宛
列
伝
の
「
以
蒲
陶
爲
酒
」
を
引
き
葡
萄
酒
を
献
じ
た

こ
と
と
解
し
て
お
り
、
穆
王
遊
行
の
舞
台
が
西
域
で
あ
る
こ
と

と
関
わ
っ
て
興
味
深
い
指
摘
で
あ
る
。

（
7
）
こ
の
「
天
子
已
飮
而
行
」
以
降
の
文
は
、『
列
子
』
周
穆

王
篇
に
も
「
已
飮
而
行
、
遂
宿
于
崑
崙
之
阿
、
赤
水
之
陽
。
別

日
升
于
崑
崙
之
丘
、
以
觀
黄
帝
之
宮
、
而
封
之
以
詒
後
世
」
と

似
た
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、「

鳥
之
山
」
に

つ
い
て
の
記
述
は
な
く
、「
吉
日
辛
酉
」
や
「
而
封
□
�
之

葬
」
に
つ
い
て
は
言
い
換
え
あ
る
い
は
省
略
が
な
さ
れ
た
可
能

性
が
考
え
ら
れ
る
。

（
8
）
「
昆
侖
之
阿
」
に
つ
い
て
、『
穆
天
子
伝
』
で
「
昆
侖
」
が

つ
く
語
は
「
昆
侖
」「
昆
侖
之
丘
」「
昆
侖
之
阿
」「
昆
侖
丘
」

と
あ
る
が
、「
昆
侖
之
阿
」
は
こ
こ
に
し
か
見
ら
れ
な
い
。「
昆

侖
」
の
所
在
地
に
つ
い
て
は
諸
説
紛
々
と
し
て
い
る
が
、
本
句

で
は
こ
の
「
昆
侖
之
阿
」
と
と
も
に
「
赤
水
之
陽
」
が
記
さ
れ

て
お
り
、
郭
璞
が
『
山
海
経
』
か
ら
「
昆
侖
山
有
五
色
水
。
赤

水
出
東
南
隅
而
東
北
流
」
と
注
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

『
穆
天
子
伝
』
に
お
け
る
「
昆
侖
」
が
赤
水
か
ら
見
て
西
北
に

あ
っ
た
こ
と
だ
け
は
指
摘
で
き
よ
う
。
な
お
、「
赤
水
」
の
所

在
に
つ
い
て
は
、
青
海
省
や
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
を
流
れ
る

川
と
す
る
説
や
、
な
か
に
は
ガ
ン
ジ
ス
河
と
す
る
説
な
ど
が
あ

る
（
殷
周
史
研
究
会
二
〇
〇
六
）。

（
9
）
「

鳥
之
山
」
の
所
在
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
新
疆
ウ
イ

グ
ル
自
治
区
の
カ
シ
ュ
ガ
ル
あ
る
い
は
ホ
ー
タ
ン
と
す
る
説
が

あ
る
（
殷
周
史
研
究
会
二
〇
〇
六
）。

（
10
）
「
昆
侖
之
丘
」
に
つ
い
て
、
巻
一
に
「
帝
曰
穆
滿
、
示
女

舂
山
之
�
、
詔
女
昆
侖
□
舍
四
、
平
泉
七
十
。
乃
至
于
昆
侖
之

丘
、
以
觀
舂
山
之
�
」（1.3a.2

）
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
が
ま

さ
に
「
帝
」
か
ら
示
さ
れ
た
「
舂
山
之
�
」
の
所
在
地
で
あ
る
。

ま
た
、『
山
海
経
』
西
山
経
に
「
西
南
四
百
里
、
曰
昆
侖
之
丘
。

是
實
惟
帝
之
下
都
」
と
あ
り
、
郭
注
に
「
天
帝
都
邑
之
在
下
者

也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
天
帝
の
地
上
の
都
が
あ
っ
た
場
所
と
も

さ
れ
て
お
り
、「
帝
」
と
の
関
わ
り
が
深
い
こ
と
が
わ
か
る
。

な
お
、
注
釈
の
中
に
は
、
こ
の
所
在
を
「
昆
侖
之
阿
」
と
混
同

し
て
い
る
解
釈
も
あ
る
が
、「
戊
午
」
に
「
昆
侖
之
阿
」
に

「
宿
」
し
、
三
日
間
「

鳥
之
山
」
で
「
舍
」
し
て
か
ら
、「
吉

日
辛
酉
」
に
「
昆
侖
之
丘
」
に
「
升
」
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す

れ
ば
、
両
者
は
異
な
る
場
所
を
指
し
て
い
る
と
し
た
方
が
よ
い

で
あ
ろ
う
。

（
11
）
「
觀
黄
帝
之
宮
」
に
つ
い
て
、
陳
逢
衡
が
指
摘
す
る
よ
う
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に
、『
芸
文
類
聚
』
巻
二
十
八
人
部
十
二
遊
覧
引
『
穆
天
子

伝
』
は
「
天
子
遂
襲
菎
崙
之
丘
、
遊
軒
轅
之
宮
」
に
作
り
、
こ

れ
は
『
山
海
経
』
郭
璞
序
に
「
遂
襲
昆
侖
之
丘
、
遊
軒
轅
之

宮
」
と
あ
る
の
を
引
用
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
黄
帝
之

宮
」
に
つ
い
て
、
郭
璞
は
「
黄
帝
巡
遊
四
海
、
登
昆
侖
山
、
起

宮
室
於
其
上
。
見
新
語
」
と
注
し
て
お
り
、
顧
実
は
、
戴
震
校

『
水
経
注
』
河
水
一
に
「
釋
氏
西
域
志
曰
、
阿
耨
達
太
山
、
其

上
有
大
淵
水
、
宮
殿
樓
觀
甚
大
焉
、
山
即
菎
崙
山
也
。
穆
天
子

傳
曰
、
天
子
升
于
崑
崙
之
丘
、
觀
黄
帝
之
宮
而
封
豐
�
之
葬
。

豐
�
、
雷
公
也
。
黄
帝
宮
、
即
阿
耨
達
宮
也
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
、
こ
れ
を
「
阿
耨
達
宮
」
に
比
定
す
る
。「
阿
耨
達
」
は
、

熊
会
貞
疏
に
「
大
唐
西
域
記
一
、
阿
那
婆
答
多
池
、
唐
言
無
熱

悩
池
、
舊
曰
阿
耨
達
、
訛
也
。
在
香
山
之
南
、
大
雪
山
之
北
、

周
八
百
里
。
金
銀
瑠
璃
頗
胝
、
飾
其
岸
焉
」
と
あ
り
、
ヒ
マ
ラ

ヤ
（
大
雪
山
）
の
北
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
昆
侖
と
黄
帝
と
が
結

び
つ
く
史
料
と
し
て
は
、『
荘
子
』
至
楽
篇
に
「
崑
崙
之
虚
、

黄
帝
之
所
休
」、
天
地
篇
に
「
黄
帝
遊
乎
赤
水
之
北
、
登
乎
崑

崙
之
丘
而
南
望
還
歸
」
と
あ
る
。
な
お
、
郭
注
が
引
く
『
新

語
』
の
記
述
に
つ
い
て
、
顧
実
は
陸
賈
『
新
語
』
に
は
見
え
な

い
こ
と
か
ら
、『
新
書
』
修
政
篇
の
文
で
は
な
い
か
と
推
測
す

る
が
、
例
え
ば
清
代
の
王
謨
編
『
増
訂
漢
魏
叢
書
』
所
収
『
新

書
』
で
は
「〔
黄
帝
〕
入
江
内
取
�
圖
而
濟
積
石
、
渉
流
沙
、

登
於
崑
崙
。
於
是
還
歸
居
中
國
、
以
平
天
下
」
と
な
っ
て
い
る
。

（
12
）
「
封
□
�
之
葬
」
に
つ
い
て
、
郭
璞
は
「
封
謂
増
高
其
上

土
也
」
と
注
し
、『
礼
記
』
楽
記
「
封
王
子
比
干
之
墓
」
の
鄭

注
に
も
「
積
土
爲
封
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
封
」
に
は
土
を
盛

る
意
味
が
あ
る
。
ま
た
、『
説
文
』
一
篇
下
艸
部
に
「
葬
、
藏

也
。
从
死
在

中
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
葬
」
に
は
死
し
て
草

の
中
に
埋
蔵
さ
れ
る
意
味
が
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
本
句
は
あ

る
埋
葬
場
所
に
土
を
盛
っ
た
こ
と
と
解
さ
れ
る
が
、
問
題
は
い

か
な
る
人
物
の
埋
葬
場
所
か
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
欠
字
部

分
に
つ
い
て
、
郭
璞
は
「
�
上
字
、
疑
作
豐
」
と
注
し
て
お
り
、

洪
頤
�
は
こ
の
六
字
が
郭
注
で
は
な
く
後
人
の
校
し
た
文
と
す

る
も
の
の
、『
山
海
経
』
西
山
経
の
注
と
『
水
経
注
』
河
水
が

と
も
に
こ
こ
を
引
用
し
て
「
封
豐
�
之
葬
」
に
作
っ
て
い
る
と

も
指
摘
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、「
豐
�
」
の
可
能
性
が

高
い
。「
豐
�
」
に
つ
い
て
は
、『
楚
辞
』
離
騒
篇
や
『
淮
南

子
』
天
文
訓
に
も
見
え
る
が
、
郭
璞
は
「
豐
�
筮
御
雲
、
得
大

壯
卦
、
遂
爲
雷
師
。
亦
猶
黄
帝
橋
山
有
墓
」
と
注
し
、
顧
実
は

『
河
図
』
の
「
黄
帝
以
雷
精
起
」
や
『
春
秋
合
誠
図
』
の
「
軒

轅
主
雷
雨
之
神
」
を
引
い
て
「
豐
�
」
が
黄
帝
の
別
名
で
あ
る

と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
顧
実
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
豐

史
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�
」
が
「
黄
帝
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
書
き
分
け
が
な
さ

れ
て
い
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、「
�
」
字
の
上

は
欠
字
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
欠
字
部
分
が
複
数
字
で
あ
る

か
も
し
れ
な
い
た
め
、
こ
の
部
分
が
「
豐
�
」
で
あ
る
可
能
性

を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
と
思
う
。

（
13
）
「
齊
」
は
『
礼
記
』
曲
礼
に
「
齊
戒
以
告
鬼
神
」
と
あ
る

よ
う
に
、「
齋
」
と
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、

「
齊
」
を
「
齋
」
す
な
わ
ち
「
も
の
い
み
し
て
清
め
る
」
の
意

に
解
し
、
特
別
に
清
め
た
動
物
犠
牲
を
祭
祀
に
用
い
た
と
い
う

解
釈
は
可
能
で
あ
る
。
一
方
で
、
檀
萃
は
「
齊
」
を
「
粢
」
と

読
む
べ
き
だ
と
し
、
王
天
海
も
ま
た
「
�
齊
」
と
は
清
め
ら
れ

た
穀
物
の
こ
と
と
す
る
よ
う
に
、「
�
齊
牲
全
」
を
穀
物
と
動

物
の
二
種
類
の
意
と
す
る
説
も
あ
る
。
そ
こ
で
注
目
す
べ
き
は

『
左
伝
』
桓
公
六
年
の
記
事
で
あ
る
。
ま
ず
「〔
季
梁
曰
〕
今
、

民
餒
而
君
逞
欲
、
祝
史
矯
擧
以
祭
。
臣
不
知
其
可
也
。
公
（
随

侯
）
曰
、
吾
牲

肥

、
粢
盛
豐
備
。
何
則
不
信
」
と
あ
り
、

杜
注
に
「
詐
稱
功
�
以
欺
鬼
神
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
随
国
の

現
状
と
し
て
、
神
霊
へ
の
祭
り
が
正
し
く
行
わ
れ
て
い
な
い
と

述
べ
る
季
梁
に
対
し
、
随
侯
は
「
牲

肥

」
と
「
粢
盛
豐

備
」
を
挙
げ
、
神
霊
へ
の
信
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
本
句
の

「
牲
全
」
が
前
者
の
「
牲

肥

」
に
当
る
と
す
れ
ば
、
本
句

の
「
�
齊
」
は
後
者
の
「
粢
盛
豐
備
」
に
当
た
る
と
い
う
見
通

し
は
得
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
そ
う
答
え
た
随
侯
に
対
し
、「
對

曰
、
夫
民
、
神
之
主
也
。
是
以
聖
王
先
成
民
、
而
後
致
力
於
神
。

故
奉
牲
以
告
曰
、
博
碩
肥

。
謂
民
力
之
普
存
也
。
謂
其
畜
之

碩
大
蕃
滋
也
。
謂
其
不
疾

蠡
也
。
謂
其
備

咸
有
也
。
奉
盛

以
告
曰
、
潔
粢
豐
盛
。
謂
其
三
時
不
害
而
民
和
年
豐
也
。
奉
酒

醴
以
告
曰
、
嘉
栗
旨
酒
。
謂
其
上
下
皆
有
嘉
�
而
無
違
心
也
。

所
謂
馨
無
讒
慝
也
。
故
務
其
三
時
、
脩
其
五
教
、
親
其
九
族
、

以
致
其
�
祀
。
於
是
乎
、
民
和
而
神
降
之
�
」
と
あ
る
よ
う
に
、

季
梁
は
神
を
祀
る
上
で
重
要
な
「
博
碩
肥

」「
潔
粢
豐
盛
」

「
嘉
栗
旨
酒
」
と
い
う
三
つ
の
事
柄
の
意
味
を
説
明
し
て
お
り
、

本
句
の
「
�
齊
」
に
つ
い
て
、
郭
璞
が
「
�
者
、
潔
也
」
と
注

し
、
檀
萃
が
「
齊
」
を
「
粢
」
と
読
む
べ
き
だ
と
指
摘
し
て
い

る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
二
つ
目
の
「
潔
粢
豐
盛
」
が
本
句
の

「
�
齊
」
に
当
た
る
可
能
性
は
十
分
考
え
ら
れ
よ
う
。
何
よ
り
、

本
句
で
は
「
�
齊
牲
全
」
を
具
え
る
こ
と
で
、「
昆
侖
之
丘
」

へ
の
「
�
□
」
が
行
わ
れ
て
お
り
、『
左
伝
』
の
記
事
で
も
、

こ
れ
ら
三
つ
の
事
柄
が
「
�
祀
」
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
本
句
の
「
�
齊
牲

全
」
に
つ
い
て
は
、
清
め
ら
れ
た
穀
物
と
五
体
完
備
の
犠
牲
の

二
種
類
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
二
〕

一
三
七
（
一
三
七
）



な
お
、『
穆
天
子
伝
』
に
お
い
て
祭
祀
に
「
牲
全
」
が
用
い
ら

れ
る
の
は
、
本
句
と
巻
一
の
河
宗
の
祭
祀
に
際
し
て
の
み
で
あ

り
、
本
句
は
欠
字
が
あ
る
た
め
祭
祀
対
象
が
明
確
で
は
な
い
が
、

黄
河
と
並
び
昆
侖
が
重
視
さ
れ
て
い
た
表
れ
で
は
な
か
ろ
う
か

（
巻
一
﹇
五
﹈
注（
１１
）参
照
）。

「
�
」
は
、『
説
文
』
一
篇
上
示
部
に
「
�
、
潔
祀
也
」
と
あ

る
よ
う
に
、
清
め
祀
る
意
。
そ
の
具
体
的
な
祭
祀
法
と
し
て
は
、

『
周
礼
』
春
官
大
宗
伯
「
以
�
祀
祀
昊
天
上
帝
、
以
實
柴
祀

日
・
月
・
星
辰
、
以

燎
祀
司
中
・
司
命
・

師
・
雨
師
」
の

鄭
注
に
「
�
之
言
煙
、
周
人
尚
臭
、
煙
、
氣
之
臭
聞
者
。
…
…

三
祀
皆
積
柴
實
牲
體
焉
、
或
有
玉
帛
、
燔
燎
而
升
煙
、
所
以
報

陽
也
。
鄭
司
農
云
…
…
實
柴
、
實
牛
柴
上
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、

犠
牲
や
玉
帛
な
ど
を
燃
や
し
、
そ
の
煙
を
升
ら
せ
て
祀
る
こ
と

と
す
る
説
が
あ
る
。『
穆
天
子
伝
』
で
は
他
に
巻
六
に
「
於
是

�
祀
、
除
喪
始
樂
」（6.5a.7

）
と
あ
り
、
盛
姫
の
葬
儀
の
最
後

に
�
祭
が
行
わ
れ
て
い
る
。

「
�
□
昆
侖
之
丘
」
の
欠
字
に
つ
い
て
、
檀
萃
は
「
于
」
字

を
入
れ
、
顧
実
も
ま
た
「
于
」
字
と
推
測
す
る
。
山
川
を
祭
る

記
事
は
他
に
、「
以
祭
于
河
宗
」（1.2a.4

）、「
天
子
祭
于
鐵
山
、

祀
于
郊
門
」（2.5a.1

）、「
天
子
之
豪
馬
・
豪
牛
・
尨
狗
・
豪
羊
、

以
三
十
祭
文
山
」（4.2a.9

）
な
ど
が
あ
り
、
こ
こ
の
欠
字
が
一

字
で
あ
る
な
ら
ば
、「
于
」
字
が
入
る
可
能
性
は
高
い
。
し
か

し
「
祭
文
山
」
の
よ
う
に
場
所
を
表
す
助
詞
が
入
ら
な
い
例
や
、

巻
六
の
「
�
祀
」
の
よ
う
に
熟
語
で
用
い
ら
れ
る
例
も
あ
る
こ

と
か
ら
、
確
定
は
し
が
た
い
。

（
水
野

卓
）

﹇
二
﹈原

文

6

甲
子
、
天
子
北
征
、
舍
于
珠
澤
（
1
）〔

此
澤
出
珠
、
因
名
之
云
。
今

越
	
平
澤
、
出
青
珠
是
〕、
以
釣
于

水
（
2
）
。
曰
（
3
）
、
珠
澤
之
藪
方

三
十
里
〔
澤
中
有
草
者
爲
藪
〕。
爰
有

・
葦
・
莞
・
蒲
（
4
）〔

莞
、

蒲
。
或
曰
莞
・
蒲
、
齊
名
耳
。
關
西
云
莞
。
音
丸
〕・
茅
・（

5
）

〔

、
今
菩
字
。
音
倍
〕・
蒹
（
6
）〔

蒹
、

也
。
似

而
細
。
音
兼
〕・

（
7
）〔

莠
屬
。
詩
曰
、
四
月
秀
要
〕。
乃
獻
白
玉
□
隻
（
8
）
・
□
角
之

一
・
□
三
。
可
以
□
沐
。
乃
進
食
□
・
酒
十
□
・
姑


九
□
。

亦
味
中
糜
胃
而
滑
（
9
）〔

中
、
猶
合
也
〕。
因
獻
食
馬
三
百
（
10
）〔

可
以

供
廚
膳
者
〕、
牛
・
羊
三
千
。
天
子
□
昆
侖
（
11
）〔

此
以
上
似
説
封

人
於
昆
侖
山
旁
〕、
以
守
黄
帝
之
宮
、
南
司
赤
水
而
北
守
舂
山

之
�
〔
欲
以
崇
表
聖
�
、
因
用
顯
其
功
迹
〕。
天
子
乃
賜
□
之
人

□
吾
（
12
）
、
黄
金
之
環
三
五
（
13
）〔

空
邊
等
爲
環
〕・
朱
帶
貝
飾
三
十
（
14
）

〔
淮
南
子
曰
、
貝
帶

、
是
也
〕・
工
布
之
四
（
15
）
。
□
吾
乃
膜
拜

史
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而
受
（
16
）〔

今
胡
人
禮
佛
、
舉
手
加
頭
、
稱
南
謨
拜
者
、
即
此
類
也
。

音
模
〕。
天
子
又
與
之
黄
牛
二
六
（
17
）〔

以
爲
犧
牲
種
〕、
以
三
十
□

人
于
昆
侖
丘
。

訓

読

ゆ

や
ど

6

甲
子
、
天
子
北
の
か
た
征
き
、
珠
澤
に
舍
り
〔
此
の
澤
は
珠

す
い

を
出
だ
す
、
因
り
て
之
に
名
づ
け
て
云
う
。
今
、
越
	
の
平
澤
、

り
ゅ
う

青
珠
を
出
だ
す
は
是
れ
な
り
〕、
以
て

水
に
釣
す
。
曰
く
、

「
珠
澤
の
藪
は
方
三
十
里
〔
澤
中
に
草
有
る
者
を
藪
と
爲
す
〕。

こ
こ

か
ん

が
ん

そ
う

爰
に

・
葦
・
莞
・
蒲
〔
莞
は

蒲
。
或
る
ひ
と
曰
く
莞
・
蒲

ひ
と

は
齊
し
く
名
な
る
の
み
。
關
西
は
莞
と
云
う
。
音
は
丸
〕・
茅
・

は
い

は
い

け
ん

〔

は
今
の
菩
字
。
音
は
倍
〕・
蒹
〔
蒹
は

な
り
。

に
似

よ
う

て
細
し
。
音
は
兼
〕・

有
り
〔
莠
の
屬
。『
詩
』（
�
風
七
月
）

に
曰
く
、「
四
月
秀
要
」
と
〕」
と
。
乃
ち
白
玉
□
隻
・
□
角
之

一
・
□
三
を
獻
ず
。
可
以
□
沐
。
乃
ち
食
□
・
酒
十
□
・
姑

ぎ

あ
た



九
□
を
進
む
。
亦
た
味
は
糜
胃
に
中
り
て
滑
ら
か
な
り

〔
中
は
猶
お
合
の
ご
と
き
な
り
〕。
因
り
て
食
馬
三
百
〔
以
て
廚

膳
に
供
す
べ
き
者
な
り
〕、
牛
・
羊
三
千
を
獻
ず
。
天
子
…
…

昆
侖
〔
此
れ
よ
り
以
上
、
人
を
昆
侖
山
の
旁
に
封
ず
る
と
説
く
が

ご
と
し
〕、
以
て
黄
帝
の
宮
を
守
り
、
南
の
か
た
赤
水
を
司

た
か
ら

り
て
、
北
の
か
た
舂
山
の
�
を
守
ら
し
む
〔
以
て
聖
�
を
崇

表
し
、
因
り
て
用
て
其
の
功
迹
を
顯
ら
か
に
せ
ん
と
欲
す
〕。
天

子
乃
ち
□
之
人
□
吾
に
黄
金
の
環
三
五
〔
空
邊
の
等
し
き
を
環

と
爲
す
〕・
朱
帶
貝
飾
三
十
〔『
淮
南
子
』（
主
術
訓
）
に
曰
う

し
ゅ
ん

ぎ

「
貝
帶

」
は
是
れ
な
り
〕・
工
布
之
四
を
賜
う
。
□
吾
乃

ち
膜
拜
し
て
受
く
〔
今
の
胡
人
の
佛
に
禮
す
る
に
、
舉
手
し
て

頭
に
加
え
、
南
謨
と
稱
し
て
拜
す
る
は
、
即
ち
此
の
類
な
り
。
音

は
模
〕。
天
子
又
た
之
に
黄
牛
二
六
を
與
え
〔
以
て
犧
牲
の
種

と
爲
す
〕、
以
て
三
十
□
人
于
昆
侖
丘
。

現
代
語
訳

6

甲
子
①
、
天
子
は
北
に
向
か
っ
て
行
き
、
珠
沢
に
泊
ま
り
、

そ
う
し
て

水
で
釣
り
を
し
た
。（
柏
夭
は
）「
珠
沢
の
薮
は

方
三
十
里
で
す
。
こ
こ
に
は

・
葦
・
莞
・
蒲
・
茅
・

・

蒹
・

が
あ
り
ま
す
」
と
言
っ
た
。
そ
こ
で
（
珠
沢
の
人

が
）
白
玉
□
隻
・
□
角
之
一
・
□
三
を
献
じ
た
。
可
以
□
沐
。

そ
こ
で
（
天
子
に
）
食
□
・
酒
十
□
・
姑


九
□
を
進
め
た
。

味
は
た
だ
れ
た
胃
に
合
っ
て
な
め
ら
か
だ
っ
た
。
そ
し
て

（
珠
沢
の
人
が
）
食
馬
三
百
頭
、
牛
と
羊
（
合
わ
せ
て
）
三

千
頭
を
献
じ
た
。
天
子
…
…
昆
侖
、
そ
う
し
て
黄
帝
の
宮
室

を
守
り
、
南
で
は
赤
水
を
司
り
、
北
で
は
舂
山
の
宝
を
守
ら

せ
た
。
天
子
は
そ
こ
で
□
の
領
袖
の
□
吾
に
黄
金
の
環
十

『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
二
〕

一
三
九
（
一
三
九
）



五
・
朱
帯
貝
飾
三
十
・
工
布
之
四
を
賜
っ
た
。
□
吾
は
そ
こ

で
膜
拝
の
礼
を
し
て
受
け
た
。
天
子
は
ま
た
こ
れ
に
黄
牛
十

二
頭
を
あ
た
え
、
そ
し
て
三
十
□
人
于
昆
侖
丘
。

注

釈

（
1
）
「
珠
澤
」
の
所
在
に
つ
い
て
は
、
チ
ベ
ッ
ト
自
治
区
阿
里

地
区
、
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
ホ
ー
タ
ン
地
区
、
甘
粛
省
敦
煌

市
な
ど
の
説
が
あ
る
（
殷
周
史
研
究
会
二
○
○
六
）。

（
2
）
「

」
は
、『
玉
篇
』
巻
十
九
水
部
に
よ
れ
ば
「
流
」
の
古

字
。
も
と
は
「
流
」
字
に
作
っ
て
い
た
が
、
洪
頤
�
が
『
太
平

御
覧
』
巻
八
九
六
の
引
く
と
こ
ろ
に
よ
り
校
訂
し
た
の
に
従
う
。

（
3
）
「
曰
」
以
下
の
発
言
者
が
誰
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、

ア
イ
テ
ル
は
本
句
の
よ
う
に
主
語
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い

「
曰
」
以
下
の
文
は
後
人
に
よ
っ
て
書
き
加
え
ら
れ
た
も
の
と

し
、
注
釈
と
し
て
取
り
扱
う
と
し
て
い
る
（
ア
イ
テ
ル
一
八
八

八
）。
ま
た
山
崎
藍
は
本
句
の
「
曰
」
の
主
語
を
「
天
子
」
と

し
て
訳
出
し
て
い
る
が
（
山
崎
藍
二
〇
〇
七
）、
そ
の
他
の
先

行
研
究
で
「
曰
」
の
主
語
に
つ
い
て
明
確
に
言
及
し
て
い
る
も

の
は
少
な
い
。『
穆
天
子
伝
』
で
は
、
主
語
が
不
明
確
な

い
わ
く

「
曰
」
で
始
ま
る
文
は
本
句
を
含
め
１２
例
見
ら
れ
る
（
本
段

【
表
一
】
参
照
）。
そ
の
事
例
は
①
が
巻
一
で
あ
る
以
外
は
、
全

て
巻
二
か
ら
巻
四
ま
で
、
つ
ま
り
西
征
記
事
内
の
み
に
あ
り
、

ま
た
そ
の
内
容
が
、
本
句
も
含
め
ほ
ぼ
全
て
が
当
地
の
解
説
で

あ
る
こ
と
も
特
徴
的
で
あ
る
。
一
方
、
西
征
記
事
内
（
巻
二

〜
巻
四
）
の
中
で
主
語
が
明
確
な
文
は
８
例
あ
る
が
、
そ
の
主

語
と
な
っ
て
い
る
の
は
天
子
・
西
王
母
・
柏
夭
の
三
者
の
み
で

あ
る
（
本
段
【
表
二
】
参
照
）。
う
ち
②
⑥
の
２
例
は
、
柏
夭

が
当
地
の
説
明
を
す
る
形
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
巻
一
に

「（
柏
夭
）
爲
天
子
先
、
以
極
西
土
」（1.3b.12

）
と
あ
る
よ
う

に
、
柏
夭
が
こ
の
旅
の
水
先
案
内
人
と
な
っ
て
い
た
こ
と
の
両

者
を
合
わ
せ
考
え
る
と
、
柏
夭
が
行
く
先
々
の
事
物
や
そ
こ
に

居
住
す
る
集
団
に
つ
い
て
穆
王
に
解
説
す
る
役
割
を
担
っ
て
い

た
と
い
う
の
は
十
分
に
考
え
ら
れ
よ
う
。
よ
っ
て
本
訳
注
で
は
、

珠
沢
の
説
明
と
な
る
本
句
を
含
め
、「
曰
」
以
下
が
当
地
の
解

説
を
そ
の
内
容
と
し
、
か
つ
主
語
が
不
明
確
な
文
は
、
み
な
柏

夭
の
言
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
と
す
る
。
柏
夭
が
水
先
案
内
人

と
な
る
前
の
記
事
で
あ
る
【
表
一
】
①
の
主
語
に
つ
い
て
は
、

巻
一
﹇
六
﹈
注（
２
）参
照
。

い
わ
く

【
表
一
】
主
語
が
不
明
確
な
「
曰
」
で
始
ま
る
文

①
己
未
、
天
子
大
朝
于
黄
之
山
、
乃
披
圖
視
典
、
周
觀
天
子
之
�
・
器
。

曰
天
子
之
�
玉
果
・
�
珠
・
燭
銀
・
黄
金
之
膏
。
天
子
之
�
萬
金
・
□

�
百
金
・
士
之
�
五
十
金
・
鹿
人
之
�
十
金
。
天
子
之
弓
射
人
歩
劍
、

史

学

第
八
二
巻

第
一
・
二
号

一
四
〇
（
一
四
〇
）



牛
馬
犀
□
器
千
金
。
天
子
之
馬
走
千
里
、
勝
人
猛
獸
。
天
子
之
狗
走
百

里
、
執
虎
豹
。（1.3a.9

）

②
甲
子
、
天
子
北
征
、
舍
于
珠
澤
、
以
釣
于

水
。
曰
、
珠
澤
之
藪
方
三

十
里
。
爰
有

・
葦
・
莞
・
蒲
・
茅
・

・

・

。
乃
獻
白
玉
□

隻
・
□
角
之
一
・
□
三
。
可
以
□
沐
。
乃
進
食
□
・
酒
十
□
・
姑


九

□
、
亦
味
中
糜
胃
而
滑
。
因
獻
食
馬
三
百
、
牛
・
羊
三
千
。（2.1b.6

）

③
季
夏
丁
卯
、
天
子
北
升
于
舂
山
之
上
、
以
望
四
野
。
曰
、
舂
山
是
唯
天

下
之
高
山
也
。
孳
木
華
不
畏
雪
。
天
子
於
是
取
孳
木
華
之
實
、
持
歸
種

之
。（2.2a.9

）

④
（
③
の
続
文
）
曰
、
舂
山
之
澤
、
�
水
出
泉
、
温
和
無
風
、
飛
鳥
・
百

獸
之
所
飮
食
、
先
王
所
謂
縣
圃
。
天
子
於
是
得
玉
榮
・
枝
斯
之
英
。

（2.2a.12

）

⑤
（
④
の
続
文
）
曰
、
舂
山
百
獸
之
所
聚
也
、
飛
鳥
之
所
棲
也
。
爰
有
□

獸
、
食
虎
・
豹
、
如
麋
而
載
骨
盤
□
始
、
如
麕
小
頭
大
鼻
。
爰
有
赤

豹
・
白
虎
・
熊
羆
・
豺
狼
・
野
馬
・
野
牛
・
山
羊
・
野
豕
。
爰
有
白

・
青
雕
、
執
犬
・
羊
、
食
豕
・
鹿
。（2.2b.5

）

⑥
甲
戌
、
至
于
赤
烏
之
人

、
獻
酒
千
斛
于
天
子
、
食
馬
九
百
、
羊
・
牛

三
千
、

麥
百
載
。
天
子
使

父
受
之
。
曰
、
赤
烏
氏
先
出
自
周
宗
。

（2.3a.4

）

⑦
天
子
乃
賜
赤
烏
之
人
□

墨
乘
四
、
黄
金
四
十
鎰
、
貝
帶
五
十
、
朱
三

百
裹
、

乃
膜
拜
而
受
。
曰
、
□
山
、
是
唯
天
下
之
良
山
也
。
�
玉
之

所
在
、
嘉
穀
生
之
、
草
木
碩
美
。
天
子
於
是
取
嘉
禾
以
歸
、
樹
于
中
國
。

（2.3a.12

）

⑧
赤
烏
之
人

好
獻
二
女
于
天
子
、
女
聽
・
女
列
以
爲
嬖
人
。
曰
、
赤
烏

氏
、
美
人
之
地
也
、
�
玉
之
所
在
也
。（2.3b.4

）

⑨
癸
巳
、
至
于
羣
玉
之
山
。
容
成
氏
之
所
守
。
曰
、
羣
玉
田
山
□
知
、
阿

平
無
險
、
四
徹
中
繩
、
先
王
之
所
謂
�
府
。
寡
草
木
而
無
鳥
獸
。
爰
有

□
木
、
西
膜
之
所
謂
□
。
天
子
於
是
攻
其
玉
石
、
取
玉
版
三
乘
、
玉

器
・
服
物
、
載
玉
萬
隻
。（2.4a.10

）

⑩
癸
未
、
至
于
戊
□
之
山
、
智
氏
之
所
處
、
□
智
□
往
天
子
于
戊
□
之
山
。

勞
用
白
驂
二
疋
、
野
馬
・
野
牛
四
十
、
守
犬
七
十
、
乃
獻
食
馬
四
百
、

牛
・
羊
三
千
。
曰
智
氏
□
。（3.2b.11

）

⑪
庚
寅
至
于
重

氏
、
�
水
之
阿
。
爰
有
野
麥
。
爰
有
荅
菫
。
西
膜
之
所

謂
木
禾
、
重

氏
之
所
食
。
爰
有
采
石
之
山
。
重

氏
之
所
守
。
曰
、

枝
斯
・
�
瑰
・

瑤
・
琅

・

・

・

�
・

尾
。
凡
好
石

之
器
于
是
出
。（4.1a.11

）

⑫
西
膜
之
人
乃
獻
食
馬
三
百
、
牛
・
羊
二
千
、

米
千
車
。
天
子
使
畢
矩

受
之
。
曰
、
□
。（4.2a.5

）
い
わ
く

【
表
二
】
主
語
が
明
確
な
「
曰
」
で
始
ま
る
文
（
巻
二
〜
巻
四
）

①
□
柏
夭
曰
、
□
封
膜
晝
于
河
水
之
陽
、
以
爲
殷
人
主
。（2.1a.4

）

②
孟
秋
丁
酉
、
天
子
北
征
。
□
之
人
潛
�
、
觴
天
子
于
羽
陵
之
上
、
乃
獻

良
馬
・
牛
・
羊
。
天
子
以
其
邦
之
攻
玉
石
也
、
不
受
其
牢
。
柏
夭
曰
、

『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
二
〕

一
四
一
（
一
四
一
）



□
氏
檻
□
之
後
也
。（2.4b.9

）

③
西
王
母
爲
天
子

曰
、
白
雲
在
天
山

自
出
、
道
里
悠
遠
、
山
川
間
之
、

將
子
無
死
、
尚
能
復
來
。（3.1a.10

）

④
（
③
の
続
文
）
天
子
答
之
曰
、
予
歸
東
土
、
和
治
諸
夏
、
萬
民
平
均
、

吾
顧
見
汝
、
比
及
三
年
、
將
復
而
野
。（3.1a.13

）

⑤
（
④
の
続
文
）
西
王
母
又
爲
天
子
吟
曰
、
徂
彼
西
土
、
爰
居
其
野
、
虎

豹
爲
羣
、
於
鵲
與
處
、
嘉
命
不
遷
、
我
惟
帝
女
、
彼
何
世
民
、
又
將
去

子
、
吹
笙
鼓
簧
、
中
心
翔
翔
、
世
民
之
子
、
唯
天
之
望
。（3.1b.6

）

⑥

送
天
子
至
于
長
沙
之
山
。
□
隻
。
天
子
使
柏
夭
受
之
。
柏
夭
曰
、

重

氏
之
先
、
三
苗
氏
之
□
處
。（4.1b.13

）

⑦
戊
午
、
天
子
東
征
、
顧
命
柏
夭
歸
于

邦
。
天
子
曰
、
河
宗
正
也
。
柏

夭
再
拜
稽
首
。（4.3b.6

）

⑧
犬
戎
胡
觴
天
子
于
雷
水
之
阿
。
乃
獻
食
馬
四
六
。
天
子
使
孔
牙
受
之
。

曰
雷
水
之
平
寒
。
寡
人
具
犬
・
馬
・
羊
・
牛
。
爰
有
�
牛
白
角
。
爰
有

�
羊
白
血
。（4.3b.12

）

（
4
）
「

」
字
は
も
と
は
「

」
字
に
作
ら
れ
て
い
た
が
、
洪

頤
�
は
『
太
平
御
覧
』
巻
九
九
九
の
引
く
と
こ
ろ
に
よ
り
校
訂

し
て
い
る
。「

」
は
、『
爾
雅
』
釈
草
に
「

、

蘭
」
と
あ

る
の
に
従
え
ば
、
ガ
ガ
イ
モ
（M

etaplexis
japonica

、
以
下

植
物
の
学
名
は
環
境
庁
自
然
保
護
局
一
九
八
七
に
準
拠
す
る
）

の
こ
と
と
な
る
が
、
陸
生
双
子
葉
植
物
の
ガ
ガ
イ
モ
は
、「
葦
」、

す
な
わ
ち
水
生
単
子
葉
植
物
の
ヨ
シ
（Phragm

ites

属
）
と

並
び
記
す
植
物
に
相
応
し
く
な
い
と
校
訂
者
が
考
え
た
た
め
か
、

他
字
に
置
き
換
え
る
例
が
他
の
伝
世
文
献
に
も
見
ら
れ
る
。
例

え
ば
『
詩
』
�
風
七
月
「
八
月
�
葦
」
の
「
�
」
字
は
、
阮
元

の
校
勘
記
に
「
小
字
本
・
相
臺
本
同
、
唐
石
經
初
刻

、
後

改
」
と
あ
る
よ
う
に
、
唐
石
�
は
「

」
字
に
作
り
、
同
小
雅

小
弁
「
有

者
淵
、
�
葦

」
の
「
�
」
字
も
同
様
で
あ
る
。

「
八
月
�
葦
」
の
毛
伝
は
「

爲
�
、
葭
爲
葦
」
と
し
、「
�
」

を
「

」、
す
な
わ
ち
オ
ギ
（M

iscanthus
sacchariflorus

）

の
こ
と
と
す
る
。「

」
字
を
校
訂
し
た
本
句
の
「

」
も
、

『
説
文
』
一
篇
下
艸
部
に
「

、

也
」
と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
、

同
じ
く
オ
ギ
の
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
一
方
で
、
前
述
の
小
弁

で
は
、「
�
」
は
「
葦
」
と
と
も
に
「
淵
」、
す
な
わ
ち
水
辺
に

生
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
こ
の
「
�
」
が
陸
生
の
オ
ギ

に
比
定
し
う
る
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
も
そ
も
「
難
波
の
葦
は

伊
勢
の
浜
荻
」
と
い
う
よ
う
に
、
ヨ
シ
と
オ
ギ
は
区
別
の
難
し

い
植
物
で
あ
り
、
混
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
十
分
に
考
え
ら

れ
る
。
本
句
の
「

」
は
珠
沢
と
い
う
水
辺
に
生
え
て
い
る
植

物
で
あ
り
、「
葦
」「
莞
」「
蒲
」
と
の
つ
な
が
り
を
考
え
る
と
、

水
生
の
ヨ
シ
の
一
種
と
見
な
す
の
が
妥
当
で
、「

」
字
も
あ

る
い
は
小
弁
と
同
じ
く
本
来
は
「
�
」
字
で
あ
っ
た
の
か
も
し

史
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れ
な
い
。

「
莞
」
は
、
郭
注
は
蒲
、
す
な
わ
ち
ガ
マ
の
一
種
と
し
て
い

る
。『
説
文
』
一
篇
下
艸
部
に
「
莞
、
艸
也
、
可
以
作
席
」
と

あ
る
の
に
よ
れ
ば
、
む
し
ろ
の
材
料
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
潘
富
俊
は
、「
莞
」
を
フ
ト
イ
（Scirpus

tabernaem
on-

tani

）
と
し
つ
つ
も
、
台
湾
で
む
し
ろ
な
ど
の
材
料
と
し
て
使

わ
れ
る
サ
ン
カ
ク
イ
（Scirpus

triqueter

、
但
し
潘
富
俊
は

Schoenoplectus
triqueter

と
表
記
す
る
）
も
、
中
国
江
南
の

湖
や
沼
沢
に
広
く
生
息
し
て
お
り
、
フ
ト
イ
は
茎
の
切
断
面
が

円
形
に
近
い
の
に
対
し
て
、
サ
ン
カ
ク
イ
は
三
角
形
と
い
う
以

外
は
両
者
は
外
見
が
よ
く
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
詩
』
や
そ

の
他
の
古
典
籍
に
見
え
る
「
莞
」
が
サ
ン
カ
ク
イ
で
あ
る
可
能

性
も
指
摘
す
る
（
潘
富
俊
二
〇
〇
三
）。

（
5
）
「

」
は
、『
説
文
』
一
篇
下
艸
部
に
「

、
王

也
」
と

あ
り
、『
礼
記
』
月
令
「
孟
夏
之
月
…
…
王
瓜
生
」
の
鄭
注
に

「
王
瓜

挈
也
。
今
月
令
云
王

生
、
夏
小
正
云
王

秀
、
未

聞
孰
是
」と
あ
る
。
鄭
注
の「

挈
」と
は
カ
ラ
ス
ウ
リ（T

richo-

santhes
cucum

eroides

）
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、「
王

�
王

瓜
」
と
す
れ
ば
、「

」
は
つ
る
草
の
類
と
な
る
。
ま
た
、
郭

注
の
「

、
今
菩
字
」
に
従
え
ば
、「
菩
」
は
『
周
礼
』
夏
官

大
馭
「
及
犯

」
の
鄭
注
に
「
以
菩
・
芻
・
棘
・
柏
爲
神
主
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、「

」
は
か
た
し
ろ
を
作
る
の
に
も
用
い

ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
か
た
し
ろ
を
作
る
た
め
に
は
、
直
立

し
う
る
だ
け
の
一
定
程
度
の
堅
さ
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、

か
た
し
ろ
と
し
て
使
用
さ
れ
た
の
は
、
つ
る
部
分
で
は
な
く
、

乾
燥
さ
せ
た
実
の
部
分
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
6
）
「
蒹
」
は
、
郭
注
に
「
似

而
細
」
と
あ
り
、
ま
た
『
説

文
』
一
篇
下
艸
部
に
「
蒹
、

之
未
秀
者
」
と
あ
る
。
本
段
注

（
４
）に
従
え
ば
、
こ
れ
も
ま
た
ヨ
シ
の
一
種
と
考
え
ら
れ
る
。

ヨ
シ
は
大
き
く
ツ
ル
ヨ
シ
（Phragm

ites
japonica

）、
ヨ
シ

（Phragm
ites

australis

）、
セ
イ
タ
カ
ヨ
シ
（Phragm

ites

karka

）
の
三
種
類
に
分
け
ら
れ
る
が
、
本
段
も
ヨ
シ
の
た
ぐ

い
と
考
え
ら
れ
る
植
物
が
「

（
�
）」「
葦
」「
蒹
」
と
三
種

あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
比
定
し
う
る
可
能
性
も
指
摘
で
き
よ
う
。

（
7
）
「

」
は
、『
説
文
解
字
繋
伝
』
に
「
狗
尾
草
也
」
と
あ
る

の
に
従
え
ば
、
エ
ノ
コ
ロ
グ
サ
（Setaria

viridis

）
の
こ
と
。

郭
注
の
引
く
『
詩
』
は
、
通
行
本
『
毛
詩
』
で
は
「
四
月
秀

」
に
作
る
。

以
上
８
種
の
植
物
は
、「

」
以
外
は
い
ず
れ
も
単
子
葉
植

物
に
比
定
し
う
る
。
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
単
子
葉
植
物
は
祭
祀

に
使
用
す
る
む
し
ろ
な
ど
の
加
工
品
に
利
用
で
き
る
有
用
植
物

と
考
え
ら
れ
、
双
子
葉
植
物
の
「

」
も
ま
た
、
そ
の
つ
る
が

『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
二
〕

一
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三
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む
し
ろ
を
縛
る
ひ
も
と
し
て
、
も
し
く
は
そ
の
実
が
か
た
し
ろ

と
し
て
利
用
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
単
子

葉
植
物
に
比
定
し
う
る
７
種
の
う
ち
、
最
後
に
挙
げ
ら
れ
た

「

」
は
陸
生
だ
が
、
そ
れ
以
外
は
水
生
単
子
葉
植
物
と
思
わ

れ
る
。『
管
子
』
地
員
篇
が
「
薜
下
於
�
、
�
下
於
茅
」
の
よ

う
に
、
植
物
を
低
地
性
の
も
の
か
ら
列
挙
し
て
い
る
の
と
同
様

（
原
宗
子
一
九
九
四
）、
本
句
も
水
深
の
深
い
と
こ
ろ
か
ら
陸
地

に
向
か
っ
て
、
そ
の
植
生
位
置
順
に
植
物
が
並
べ
ら
れ
て
い
る

可
能
性
も
指
摘
で
き
よ
う
。

（
8
）
「
獻
白
玉
」
以
下
の
主
語
に
つ
い
て
、
洪
頤
�
の
引
く

『
事
物
紀
原
』
で
は
こ
の
一
文
が
「
珠
澤
之
人
獻
白
玉
石
」
と

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
本
句
以
下
は
当
地
（
珠

沢
）
の
人
が
天
子
に
「
獻
」
じ
た
も
の
と
解
釈
で
き
よ
う
。

「
□
隻
」
に
つ
い
て
、
後
文
「
載
玉
萬
隻
」（2.4b.4
）
の
郭

注
に
「
雙
玉
爲

、
半

爲
隻
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
隻
」
は

玉
の
助
数
詞
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
も
「
白
玉
」
に

付
く
助
数
詞
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
鳳
凰
山
一
六
七
号
前
漢
墓

出
土
の
簡
牘
中
に
「
隻
」
と
あ
る
も
の
は
み
な
一
対
で
あ
っ
た

こ
と
か
ら
、
横
田
恭
三
は
「「
隻
」
字
は
「
双
」
の
意
味
に
解

せ
る
。『
史
記
』
に
も
こ
う
し
た
例
が
見
ら
れ
る
た
め
、「
雙

（
双
）」
を
「
隻
」
と
簡
略
化
す
る
の
は
漢
代
の
習
慣
で
あ
っ
た

こ
と
が
窺
え
る
」
と
指
摘
す
る
（
横
田
恭
三
二
〇
一
二
）。

（
9
）
「
白
玉
□
隻
」「
□
角
之
一
」「
□
三
」「
食
□
」「
酒
十
□
」

「
姑


九
□
」
は
「
物
品
＋
数
量
」
の
羅
列
と
見
て
、
欠
字
も

含
め
一
応
の
断
句
を
し
て
お
く
。「
可
以
□
沐
」「
亦
味
中
糜
胃

而
滑
」
は
物
品
の
解
説
と
考
え
ら
れ
る
。

『
穆
天
子
伝
』
で
「
進
」
と
い
う
動
詞
が
使
わ
れ
る
の
は
、

本
句
以
外
で
は
「
官
人
進
白
鵠
之
血
、
以
飮
天
子
」（4.4a.7

）

と
「
曾
祝
祭
食
、
進
肺
鹽
、
祭
酒
」（6.2a.9

）
の
み
で
あ
る
。

「
巨
蒐
之
人

奴
、
乃
獻
白
鵠
之
血
、
以
飮
天
子
」（4.2b.13

）

の
よ
う
に
、
訪
れ
た
先
の
集
団
か
ら
天
子
に
献
上
さ
れ
る
場
合

は
「
獻
」
が
使
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
と
対
比
さ
せ
て
考
え
る
と
、

「
進
」
は
「
官
人
」
の
よ
う
に
穆
王
に
付
き
従
う
人
々
が
穆
王

に
献
上
し
た
場
合
に
用
い
ら
れ
る
動
詞
で
あ
る
可
能
性
が
指
摘

で
き
よ
う
。
た
だ
し
こ
こ
で
は
「
進
」
め
た
主
体
が
官
人
で
あ

っ
た
か
否
か
ま
で
は
判
断
で
き
な
い
た
め
、
特
に
訳
出
し
な
い
。

「
姑


」
に
つ
い
て
、
陳
逢
衡
は
「
姑
」
を
「
�
」、
す
な
わ

ち
牡
牛
の
こ
と
と
し
、「


」
を
「
割
」
の
意
と
解
す
る
。
ま

た
「
姑
」
に
つ
い
て
は
、
長
沙
馬
王
堆
漢
墓
か
ら
出
土
し
た
遣

策
な
ど
に
「
炙
姑
」
の
語
が
見
え
、「
鷓
鴣
」、
す
な
わ
ち
ヤ
マ

ウ
ズ
ラ
の
こ
と
と
解
さ
れ
て
い
る
例
も
あ
る
が
（
湖
南
省
博
物

館
一
九
七
三
、
同
二
〇
〇
四
）、
意
義
の
確
定
は
し
が
た
い
た

史
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め
、
こ
こ
は
未
詳
の
ま
ま
と
し
て
お
く
。

「
糜
」
は
『
説
文
』
七
篇
上
米
部
に
「
糜
、
�
也
」
と
あ
る

よ
う
に
本
来
は
粥
の
意
で
あ
る
が
、
段
注
に
「
引
伸
爲
糜
爛

字
」
と
あ
る
よ
う
に
、
転
じ
て
た
だ
れ
る
と
い
う
意
も
持
つ
。

道
蔵
本
は
「
麋
」
に
作
り
、
�
云
升
は
「
麋
胃
」
と
は
『
礼

記
』
内
則
の
「
麋
膚
」、
す
な
わ
ち
鹿
肉
の
こ
と
で
は
な
い
か

と
す
る
が
、
こ
こ
は
原
字
に
従
い
、「
糜
胃
」
を
た
だ
れ
た
胃

と
解
す
る
。

（
10
）
『
穆
天
子
伝
』
で
は
、
献
上
品
の
馬
と
し
て
「
食
馬
」

（2.1b.12

、2.3a.2

、2.3b.8

、3.2b.10

、4.2a.4

）、「
良
馬
」

（2.4b.7

、2.5a.10

、4.2a.7

）、「
野
馬
」（2.5a.12

、3.2b.9

）、

「
白
驂
」（3.2b.9

）、「
馬
」（4.3a.5

）
の
５
種
類
が
見
え
る
。

こ
の
う
ち
「
食
馬
」「
良
馬
」「
野
馬
」「
白
驂
」
の
４
種
に
つ

い
て
は
、
巻
二
「
�
韓
之
人
無
鳧
、
乃
獻
良
馬
百
匹
、
服
牛
三

百
、
良
犬
七
千
、

牛
二
百
、
野
馬
三
百
、
牛
・
羊
二
千
、

麥
三
百
車
」（2.5a.10

）、
巻
三
「（
智
氏
）
勞
用
白
驂
二
疋
、

野
馬
・
野
牛
四
十
、
守
犬
七
十
、
乃
獻
食
馬
四
百
、
牛
・
羊
三

千
」（3.2b.9

）
の
よ
う
に
、
同
一
集
団
か
ら
複
数
の
種
類
の

馬
が
献
上
さ
れ
る
記
事
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
明
確
に
書
き
分
け

ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
食
馬
」
と
は
郭
注
の
通
り
、

食
用
に
適
し
た
馬
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
馬
食
文
化
に
関
わ
る
記

述
は
伝
世
文
献
で
は
多
い
と
は
い
え
な
い
が
、
岐
山
の
野
人
三

百
人
が
秦
の
穆
公
の
馬
を
食
べ
て
し
ま
っ
た
逸
話
（『
呂
氏
春

秋
』
仲
秋
紀
愛
士
、『
史
記
』
秦
本
紀
な
ど
）
や
、『
周
礼
』
天

官
内

に
「
馬
�
脊
而
般
臂
、
螻
」
と
、
食
用
に
適
さ
な
い
馬

の
種
類
に
つ
い
て
の
記
事
が
、
同
じ
く
食
用
に
適
さ
な
い
牛
・

羊
・
犬
・
鳥
・
豕
に
つ
い
て
の
記
述
の
次
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
馬
肉
を
食
す
文
化
が
少
な
か
ら
ず
存
在
し

て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。「
良
馬
」
は
、
巻
二
「
良

犬
」
の
郭
注
「
良
、
調
習
者
」（2.5a.11

）
を
ふ
ま
え
れ
ば
、

よ
く
調
教
さ
れ
た
馬
の
こ
と
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。「
野

馬
」
は
、
巻
一
「
野
馬
走
五
百
里
」（1.3b.7

）
や
巻
二
「
舂

山
百
獸
之
所
聚
也
…
…
爰
有
赤
豹
・
白
虎
・
熊
羆
・
豺
狼
・
野

馬
・
野
牛
・
山
羊
・
野
豕
」（2.2b.8

）
の
よ
う
に
、
舂
山
に

住
む
野
生
動
物
と
し
て
登
場
す
る
。
さ
ら
に
、
巻
一
の
郭
注

「
野
馬
、
亦
如
馬
而
小
」（1.3b.7

）
や
、『
後
漢
書
』
烏
桓
鮮

卑
列
伝
の
「
又
禽
獸
異
於
中
國
者
、
野
馬
・
原
羊
・
角
端
牛
」

と
い
う
記
述
を
ふ
ま
え
れ
ば
、「
野
馬
」
は
中
国
外
に
産
す
る

野
生
で
小
型
の
馬
の
一
種
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。「
白
驂
」

は
、
郭
注
に
「
驂
、

馬
也
」（3.2b.9

）
と
あ
る
よ
う
に
、

白
い
副
馬
の
こ
と
。

（
11
）
「
天
子
□
昆
侖
」
の
欠
文
に
つ
い
て
、
郭
璞
は
誰
か
を
昆

『
穆
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子
伝
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訳
注
稿
〔
二
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侖
山
の
傍
に
封
じ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
推

測
し
、
さ
ら
に
陳
逢
衡
・
衛
挺
生
・
王
貽
�
は
こ
こ
に
封
ぜ
ら

れ
た
人
物
を
下
文
の
「
□
之
人
□
吾
」（2.2a.2

）
と
す
る
。

（
12
）
「
□
之
人
□
吾
」
に
つ
い
て
、
顧
実
・
衛
挺
生
は
珠
沢
の

人
と
し
、
陳
逢
衡
は
昆
侖
の
人
と
す
る
。
前
文
で
甲
子
に
天
子

が
珠
沢
に
着
い
て
か
ら
本
句
ま
で
は
ま
だ
日
を
ま
た
い
で
お
ら

ず
、
ま
た
本
段
注（
８
）で
述
べ
た
よ
う
に
珠
沢
の
人
が
白
玉
な

ど
を
献
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
も
珠
沢
の
人
で

は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
『
山
海
経
』
西
山
経
に
は
「
昆
侖
之

丘
」
を
司
る
神
と
し
て
「
陸
吾
」
が
登
場
す
る
が
、
本
句
の

「
□
吾
」
と
の
関
係
は
不
明
。

（
13
）
本
句
の
「
黄
金
之
環
三
五
」
や
、
後
文
の
「
黄
牛
二
六
」

の
数
の
表
記
法
に
つ
い
て
は
、
巻
一
﹇
三
﹈
注（
３
）を
参
照
す

れ
ば
、
３
×
５（
�
１５
）、
２
×
６（
�
１２
）と
考
え
る
の
が
妥
当

で
あ
ろ
う
。

（
14
）
郭
注
は
「
淮
南
子
曰
、
貝
帶

、
是
也
」
と
し
て
お
り
、

「
朱
帶
貝
飾
」
�
「
貝
帶
」
と
見
な
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

「
朱
帶
貝
飾
」
が
賜
与
さ
れ
る
の
は
本
句
の
み
で
、
以
下
は
全

て
「
貝
帶
」
で
あ
る
（
末
尾
【
表
二
】
参
照
）。「
朱
帶
貝
飾
」

は
貝
飾
り
が
つ
い
た
朱
色
の
帯
と
解
さ
れ
、「
貝
帶
」
も
ま
た
、

『
史
記
』
佞
幸
列
伝
「
故
孝
惠
時
郎
侍
中
皆
冠

、
貝
帶
、

傅
脂
粉
、
化
	
・
籍
之
屬
也
」
の
集
解
に
引
く
『
漢
書
音
義
』

に
「
以
貝
飾
帶
」
と
あ
る
よ
う
に
、
貝
で
飾
ら
れ
た
帯
の
こ
と

と
考
え
ら
れ
る
が
、
朱
色
で
あ
る
か
ど
う
か
ま
で
は
断
定
で
き

な
い
。
ま
た
、
通
行
本
『
淮
南
子
』
主
術
訓
で
は
「
趙
武
靈
王

貝
帶

而
朝
、
趙
國
化
之
」
と
、「

」
字
が
「

」
字
に

作
ら
れ
て
い
る
。

（
15
）
「
工
布
」
は
、『
越
絶
書
』
外
伝
記
宝
剣
篇
に
、
欧
冶
子
と

干
将
が
鍛
え
た
三
本
の
鉄
剣
の
名
の
一
つ
と
し
て
登
場
す
る
。

し
か
し
、『
穆
天
子
伝
』
で
天
子
が
兵
器
類
を
賜
る
例
は
少
な

く
、
訪
れ
た
先
で
天
子
の
賜
与
が
あ
っ
た
１３
の
集
団
等
の
う
ち
、

本
句
の
「
□
之
人
□
吾
」
以
外
に
賜
与
物
に
兵
器
類
が
含
ま
れ

る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、「

箭
」
を
賜
っ
た
重

の
人

の
み
で
あ
る
（
末
尾
【
表
二
】
参
照
）。
檀
萃
は
、「
工
布
之

四
」
の
「
之
」
を
「
疋
」
と
読
む
べ
き
と
し
、
工
精
な
布
四
疋

の
意
と
す
る
。
顧
実
も
、「
工
布
」
の
義
は
未
詳
と
し
つ
つ
、

工
巧
の
布
の
意
と
す
る
案
も
提
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
特
に

訳
出
せ
ず
、「
工
布
之
四
」
の
ま
ま
と
す
る
。

（
16
）
「
膜
拜
」
に
つ
い
て
、
郭
璞
は
、
仏
礼
に
お
い
て
手
を
頭

の
位
置
ま
で
挙
げ
て
「
南
謨
（
南
無
）」
と
唱
え
て
拝
す
る
類

の
行
為
と
解
す
る
が
、
顧
実
が
推
測
す
る
よ
う
に
、
そ
の
根
拠

は
仏
典
の
「
南
謨
（
南
無
）」
の
「
謨
」
と
「
膜
」
の
音
が
同

史
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じ
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
陳
逢
衡
は
『
礼
記
』
玉

藻
に
「
君
賜
稽
首
、
據
掌
致
諸
地
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
膜

拜
」
と
は
こ
の
「
據
掌
致
地
」
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。「
據

掌
」
と
は
、
前
掲
『
礼
記
』
の
鄭
注
に
「
以
左
手
覆
按
右
手

也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
左
手
で
右
手
を
覆
い
押
さ
え
て
地
面
に

つ
け
る
こ
と
と
解
さ
れ
る
。
一
方
、
顧
実
は
、「
膜
拜
」
と
は

「
拍
拜
」（
手
を
打
っ
て
拝
す
る
）
の
こ
と
で
、
荒
服
の
民
族
が

行
う
敬
礼
だ
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、『
周
礼
』
春
官
大
祝
「
辨

九

。
…
…
四
曰
振
動
」
の
孫
詒
譲
正
義
に
「
兩
手
相
�
、
古

謂
之
抃
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
膜
と
拝
は
二
事
で
、
抃
舞
し
て

か
ら
拝
手
す
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
と
も
指
摘
す
る
。
王
貽
�

は
、「
膜
拜
」
は
「
西
膜
」
の
人
の
拝
式
で
、
具
体
的
に
は
不

明
と
す
る
。『
穆
天
子
伝
』
に
お
い
て
、「
膜
拜
」
は
１３
例

（2.2a.6

、2.3a.11

、2.3b.12

、2.4b.11

、2.5a.3
、2.5b.1

、

3.3a.1

、3.3a.12

、3.3b.1

、4.1b.11

、4.2a.1

、4.2a.12
、4.3

a.10

）
見
ら
れ
、
欠
字
に
よ
り
主
語
が
明
確
で
な
い
２
例
（3.3

a.1

、4.2a.1

）
を
除
き
、
み
な
穆
王
一
行
が
訪
れ
た
地
の
人
々

が
穆
王
か
ら
賜
与
物
を
受
け
取
る
際
に
「
膜
拜
」
を
行
っ
て
い

る
。「
再
拜
」
す
る
文
化
が
中
原
の
も
の
と
す
れ
ば
、「
膜
拜
」

は
中
原
と
は
異
な
る
文
化
圏
の
拝
礼
様
式
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

（
17
）
訪
れ
た
先
の
集
団
か
ら
馬
や
牛
羊
な
ど
の
動
物
類
を
献
上

さ
れ
る
こ
と
は
多
い
が
、
穆
王
側
か
ら
動
物
類
を
賜
う
こ
と
は

少
な
い
。「
賜
」
で
は
な
く
「
與
」
と
表
現
さ
れ
る
の
は
『
穆

天
子
伝
』
中
で
本
句
の
み
で
あ
る
が
、「
賜
」
っ
た
場
合
は
相

手
が
必
ず
そ
れ
を
「
受
」
け
て
い
る
の
に
対
し
、
本
句
で
は

「
受
」
に
あ
た
る
語
が
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、「
與
」
が

「
賜
」
と
同
じ
よ
う
な
「
下
賜
」
の
意
味
で
あ
る
と
は
考
え
に

く
い
。
郭
注
に
「
以
爲
犧
牲
種
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
は
祭

祀
用
に
繁
殖
さ
せ
る
た
め
の
種
牛
と
し
て
黄
牛
を
貸
し
与
え
た

と
い
う
意
味
合
い
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
富
田
美
智
江
）

﹇
三
﹈原

文

7

季
夏
丁
卯
（
1
）
、
天
子
北
升
于
舂
山
之
上
、
以
望
四
野
。
曰
（
2
）
、
舂

山
是
唯
天
下
之
高
山
也
。
孳
木
華
不
畏
雪
（
3
）
。
天
子
於
是
取
孳

木
華
之
實
、
持
歸
種
之
〔
孳
、
音
滋
（
4
）〕。
曰
、
舂
山
之
澤
、
�

水
出
泉
、
温
和
無
風
〔
�
條
適
也
（
5
）〕。
飛
鳥
・
百
獸
之
所
飮
食
、

先
王
所
謂
縣
圃
（
6
）〔

淮
南
子
曰
、
昆
侖
去
地
一
萬
一
千
里
。
上
有
曾

城
九
重
。
或
上
倍
之
、
是
謂


風
。
或
上
倍
之
、
是
謂
玄
圃
。
以

次
相
及
。
山
海
經
云
明
明
、
昆
侖
・
玄
圃
各
々
一
山
。
但
相
近
耳
。

又
曰
、
實
唯
帝
之
平
圃
也
〕。
天
子
於
是
得
玉
榮
・
枝
斯
之
英
（
7
）

『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
二
〕

一
四
七
（
一
四
七
）



〔
英
玉
之
精
華
也
。
尸
子
曰
、
龍
泉
有
玉
英
。
山
海
經
曰
、
黄
帝
乃

取
密
山
之
玉
榮
而
投
之
鍾
山
之
陽
、
是
也
〕。
曰
、
舂
山
百
獸
之

所
聚
也
、
飛
鳥
之
所
棲
也
。
爰
有
□
獸
、
食
虎
・
豹
、
如
麋

而
載
骨
盤
□
始
、
如
麕
小
頭
大
鼻
〔
麕
、
�
是
也
〕。
爰
有
赤

豹
・
白
虎
〔
詩
曰
、
赤
豹
・
黄
羆
〕・
熊
羆
・
豺
狼
・
野
馬
・

野
牛
・
山
羊
・
野
豕
〔
今
華
陰
山
有
野
牛
・
山
羊
。
肉
皆
千
斤
〕。

爰
有
白

・
青
雕
、
執
犬
・
羊
、
食
豕
・
鹿
〔
今
之
雕
、
亦

能
食
麕
・
鹿
〕。
曰
天
子
五
日
觀
于
舂
山
之
上
（
8
）

。
乃
爲
銘
迹
于

縣
圃
之
上
、
以
詔
後
世
〔
謂
勒
石
銘
功
�
也
。
秦
始
皇
・
漢
武

帝
、
巡
守
登
名
山
、
所
在
刻
石
立
表
、
此
之
類
也
〕。

訓

読

7

季
夏
丁
卯
、
天
子
北
の
か
た
舂
山
の
上
に
升
り
、
以
て
四
野

を
望
む
。
曰
く
、「
舂
山
は
是
れ
唯
だ
天
下
の
高
山
な
り
。

じ
ぼ
く

孳
木
の
華
は
雪
を
畏
れ
ず
」
と
。
天
子
是
に
於
い
て
孳
木
の

た
ね
ま

華
の
實
を
取
り
、
持
ち
歸
り
て
之
を
種
か
ん
と
す
〔
孳
、
音

は
滋
〕。
曰
く
、「
舂
山
の
澤
は
、
�
水
出
泉
し
、
温
和
に
し

き

て
無
風
な
り
〔
�
條
に
し
て
適
な
り
〕。
飛
鳥
・
百
獸
の
飮
食

す
る
所
、
先
王
の
所
謂
縣
圃
な
り
〔『
淮
南
子
』（

形
訓
）
に

曰
く
、「
昆
侖
は
地
を
去
る
こ
と
一
萬
一
千
里
。
上
に
曾
城
の
九
重

も

ろ
う
ふ
う

な
る
有
り
。
或
し
上
る
こ
と
之
に
倍
す
れ
ば
、
是
れ
を


風
と
謂

も

う
。
或
し
上
る
こ
と
之
に
倍
す
れ
ば
、
是
れ
を
玄
圃
と
謂
う
」
と
。

次
を
以
て
相
い
及
ぶ
。『
山
海
經
』
に
云
う
は
明
明
に
し
て
、
昆

侖
・
玄
圃
は
各
々
一
山
な
り
。
但
だ
相
い
近
き
の
み
。
又
た
（
西

山
經
に
）
曰
く
、「
實
に
唯
れ
帝
の
平
圃
な
り
」
と
〕」
と
。
天
子

是
に
於
い
て
玉
榮
・
枝
斯
の
英
を
得
〔
英
は
玉
の
精
華
な
り
。

『
尸
子
』
に
曰
く
、「
龍
泉
に
玉
英
有
り
」
と
。『
山
海
經
』（
西
山

經
）
に
曰
く
、「
黄
帝
乃
ち
密
山
の
玉
榮
を
取
り
て
之
を
鍾
山
の
陽

に
投
ず
」
と
は
是
れ
な
り
〕。
曰
く
、「
舂
山
は
百
獸
の
聚
ま
る

こ
こ

所
な
り
、
飛
鳥
の
棲
む
所
な
り
。
爰
に
□
獸
有
り
、
虎
・
豹

び

き
ん

を
食
ら
い
、
麋
の
如
く
し
て
載
骨
盤
…
…
始
、
麕
の
如
く
し

し
ょ
う

て
小
頭
大
鼻
な
り
〔
麕
は
�
是
れ
な
り
〕。
爰
に
赤
豹
・
白
虎

こ
う

ひ

〔『
詩
』（
大
雅
韓
奕
）
に
曰
く
、「
赤
豹
・
黄
羆
」
と
〕・
熊
羆
・

豺
狼
・
野
馬
・
野
牛
・
山
羊
・
野
豕
有
り
〔
今
、
華
陰
山
に

は
く
し
ゅ
ん

せ
い
ち
ょ
う

野
牛
・
山
羊
有
り
。
肉
は
皆
な
千
斤
な
り
〕。
爰
に
白

・
青
雕

と
ら

有
り
、
犬
・
羊
を
執
え
、
豕
・
鹿
を
食
ら
う
〔
今
の
雕
、
亦

こ
こ

た
能
く
麕
・
鹿
を
食
ら
う
〕」
と
。
曰
に
天
子
五
日
舂
山
の
上

つ
く

つ

に
觀
す
。
乃
ち
銘
迹
を
縣
圃
の
上
に
爲
り
、
以
て
後
世
に
詔

き
ざ

が
し
め
ん
と
す
〔
石
を
勒
み
功
�
を
銘
す
る
を
謂
う
な
り
。
秦
の

始
皇
・
漢
の
武
帝
、
巡
守
し
て
名
山
に
登
り
、
在
り
し
所
に
刻
石

立
表
す
る
は
此
れ
の
類
な
り
〕。

史
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現
代
語
訳

7

季
夏
丁
卯
④
、
天
子
は
北
に
向
か
い
舂
山
の
上
に
登
り
、
四

野
を
望
み
見
た
。（
柏
夭
は
）「
舂
山
は
天
下
の
高
山
で
す
。

孳
木
の
華
は
風
雪
に
耐
え
て
咲
き
ま
す
」
と
言
っ
た
。
天
子

は
こ
こ
で
孳
木
の
華
の
実
を
取
り
、
持
ち
帰
っ
て
こ
れ
を
蒔

く
こ
と
に
し
た
。（
柏
夭
は
）「
舂
山
の
沢
は
、
清
水
が
湧
き

出
し
、
温
和
で
無
風
で
す
。
飛
鳥
や
百
獣
が
飲
み
食
ら
う
所

で
、
先
王
た
ち
が
言
っ
て
い
た
�
県
圃
�
で
あ
り
ま
す
」
と

言
っ
た
。
天
子
は
こ
こ
で
玉
栄
と
枝
斯
の
精
英
な
も
の
を
得

た
。（
柏
夭
は
）「
舂
山
は
百
獣
の
集
ま
る
所
、
飛
鳥
の
棲
む

所
で
す
。
こ
こ
に
は
□
獣
が
お
り
、
虎
や
豹
を
食
ら
い
、
麋

に
似
て
い
て
載
骨
盤
…
…
始
、
麕
に
似
て
い
て
、
頭
が
小
さ

く
鼻
が
大
き
い
も
の
で
す
。
こ
こ
に
は
赤
豹
・
白
虎
・
熊

羆
・
豺
狼
・
野
馬
・
野
牛
・
山
羊
・
い
の
し
し
が
お
り
ま
す
。

ぶ
た

こ
こ
に
は
白

と
青
雕
が
お
り
、
犬
や
羊
を
捕
ら
え
、
豕
や

鹿
を
食
ら
い
ま
す
」
と
言
っ
た
。
そ
う
し
て
天
子
は
五
日
間

か
ん

舂
山
の
上
で
観
の
儀
礼
を
行
っ
た
。
そ
こ
で
（
穆
王
の
行
跡

を
刻
ん
だ
）
碑
を
作
っ
て
県
圃
の
上
に
立
て
、
後
世
に
語
り

継
が
せ
る
こ
と
と
し
た
。

注

釈

（
1
）
「
季
夏
丁
卯
」
の
よ
う
に
、『
穆
天
子
伝
』
に
は
季
節
を
示

す
語
と
干
支
と
の
組
み
合
わ
せ
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
、
こ
れ
ら

を
元
に
、
顧
実
は
穆
王
の
西
征
の
年
代
を
推
測
し
年
表
に
ま
と

め
て
い
る
。

（
2
）
こ
の
「
曰
、
舂
山
是
…
」
お
よ
び
後
文
の
「
曰
、
舂
山
之

澤
…
」、「
曰
、
舂
山
百
獸
…
」
の
発
言
者
は
記
さ
れ
て
い
な
い

が
、
巻
一
﹇
六
﹈
で
柏
夭
が
穆
王
に
（
舂
山
に
い
る
と
さ
れ

る
）「
征
鳥
」「
名
獣
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え

る
と
、
こ
こ
で
も
柏
夭
が
穆
王
に
舂
山
の
事
物
に
つ
い
て
説
明

し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
巻
二
﹇
二
﹈
注（
３
）参
照
）。

（
3
）
「
孳
木
華
」
に
つ
い
て
、
王
貽
�
は
こ
れ
を
雪
山
に
自
生

す
る
セ
ツ
レ
ン
カ
（Saussurea

involucrata

）
あ
る
い
は
ワ

タ
ゲ
ト
ウ
ヒ
レ
ン
（Saussurea

gossypiphora

）
で
は
な
い
か

と
推
測
す
る
。
と
も
に
種
子
で
ふ
え
る
高
山
の
植
物
で
あ
る
が
、

セ
ツ
レ
ン
カ
が
絶
滅
の
危
機
に
あ
る
の
に
対
し
、
ワ
タ
ゲ
ト
ウ

ヒ
レ
ン
は
、
現
在
日
本
の
北
海
道
の
高
山
で
も
生
育
し
て
い
る

な
ど
、
比
較
的
広
域
に
自
生
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。

（
4
）
「
持
歸
種
之
」
は
も
と
郭
注
で
あ
っ
た
が
、
洪
頤
�
が

『
太
平
御
覧
』
巻
二
十
二
に
従
い
本
文
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
5
）
「
舂
山
之
澤
、
�
水
出
泉
、
温
和
無
風
」
の
郭
注
に
「
�

『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
二
〕

一
四
九
（
一
四
九
）



（
氣
）
條
適
也
」
と
あ
る
。『
漢
書
』
律
暦
志
上
に
「
指
顧
取
象
、

然
後
陰
陽
萬
物
靡
不
條
鬯
該
成
」、
そ
の
注
に
「
條
、
達
也
。

鬯
與
暢
同
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
郭
注
は
こ
の
地
の
気

象
が
の
び
や
か
で
植
物
の
生
育
に
適
し
て
い
る
こ
と
を
い
う
も

の
ら
し
い
。「
舂
山
之
澤
」
の
所
在
に
つ
い
て
は
、
タ
ジ
キ
ス

タ
ン
、
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
莎
車
県
の
湖
な
ど
と
す
る
説
が

あ
る
（
殷
周
史
研
究
会
二
〇
〇
六
）。

（
6
）
「
先
王
」
の
語
は
本
句
の
ほ
か
、
①
「
癸
巳
、
至
于
羣
玉

之
山
。
容
成
氏
之
所
守
。
曰
、
羣
玉
田
山
□
知
、
阿
平
無
險
、

四
徹
中
繩
、
先
王
之
所
謂
冊
府
」（2.4a.12

）、
②
「
仲
冬
丁
酉
、

天
子
射
獸
…
…
乃
祭
于
先
王
、
命
庖
人
熟
之
」（5.2b.12

）、

③
「
…
…
之
虚
、
皇
帝
之
閭
。
乃
□
先
王
九
觀
、
以
詔
後
世
」

（6.1a.4

）
と
３
例
見
ら
れ
る
。
本
句
お
よ
び
こ
れ
と
よ
く
似
た

表
現
で
あ
る
①
で
は
柏
夭
に
よ
る
穆
王
へ
の
説
明
と
考
え
ら
れ

る
こ
と
、
②
で
は
穆
王
が
「
先
王
」
の
た
め
に
祭
祀
を
行
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、『
穆
天
子
伝
』
で
い
う
「
先
王
」
は

穆
王
よ
り
前
の
周
王
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

「
縣
圃
」
に
つ
い
て
、
郭
璞
は
こ
れ
を
『
淮
南
子
』
に
見
え

る
「
玄
圃
」
で
あ
る
と
し
、『
山
海
経
』
か
ら
昆
侖
と
は
別
の

山
で
「
帝
之
平
圃
」
と
も
称
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
郭
璞
の
引

く
『
淮
南
子
』
と
は
い
さ
さ
か
字
句
を
異
に
す
る
が
、
通
行
本

の
『
淮
南
子
』

形
訓
に
は
「
傾
宮
・
旋
室
・
縣
圃
・
涼
風
・

樊
桐
在
昆
侖
�
闔
之
中
、
是
其
疏
圃
。
…
…
昆
侖
之
丘
、
或
上

倍
之
、
是
謂
涼
風
之
山
、
登
之
而
不
死
。
或
上
倍
之
、
是
謂
懸

圃
、
登
之
乃
靈
、
能
使
風
雨
。
或
上
倍
之
、
乃
維
上
天
、
登
之

乃
神
。
是
謂
太
帝
之
居
」
と
あ
り
（
玄
・
縣
は
通
仮
す
る
）、

『
水
経
注
』
巻
一
河
水
の
引
く
『
崑
崙
説
』
に
も
「
崑
崙
之
山

三
級
。
下
曰
樊
桐
、
一
名
板
桐
。
二
曰
玄
圃
、
一
名


風
。
上

曰
�
城
、
一
名
天
庭
。
是
爲
太
帝
之
居
」
と
あ
っ
て
、
昆
侖
山

は
階
層
的
な
構
造
に
な
っ
て
お
り
、
玄
圃
（
県
圃
・
懸
圃
）
は

そ
の
二
つ
め
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
『
山
海

経
』
西
山
経
に
は
『
穆
天
子
伝
』
の
舂
山
に
比
定
さ
れ
る
鍾
山

が
あ
り
、
さ
ら
に
「
又
西
三
百
二
十
里
、
曰
槐
江
之
山
。
…
…

其
中
多
�
母
、
其
上
多
青
雄
黄
、
多
藏
琅

・
黄
金
・
玉
、
其

陽
多
丹
粟
、
其
陰
多
采
黄
金
銀
。
實
惟
帝
之
平
圃
」
と
あ
る
よ

う
に
、
穆
王
が
「
玉
榮
・
枝
斯
之
英
」
を
得
た
「
先
王
所
謂
縣

圃
」
と
金
銀
や
玉
石
を
産
す
る
「
帝
之
平
圃
」
と
は
よ
く
似
て

い
る
。
確
か
に
、
穆
王
が
舂
山
に
登
っ
て
四
野
を
望
み
、
こ
れ

を
「
天
下
之
高
山
」
と
称
え
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、『
淮

南
子
』
や
『
水
経
注
』
の
引
く
『
崑
崙
説
』
に
書
か
れ
る
玄
圃

と
は
異
な
り
、
郭
璞
の
指
摘
す
る
通
り
、
県
圃
（
舂
山
）
と
昆

侖
山
は
別
の
山
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
と
は
い
え
、
昆
侖
山

史
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〇
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を
単
独
の
峰
で
は
な
く
比
較
的
広
範
囲
の
連
山
の
総
称
で
、
舂

山
を
そ
の
中
の
高
峰
と
考
え
る
な
ら
ば
、
両
者
を
整
合
的
に
解

釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
な
お
県
圃
が
高
所
に
あ
る
園

圃
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
本
段
で
「
�
水
出
泉
、
温
和

無
風
。
飛
鳥
・
百
獸
之
所
飮
食
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も

推
測
で
き
、
ま
た
森
雅
子
も
、
昆
侖
山
に
ま
つ
わ
る
伝
承
は
西

方
に
起
源
す
る
も
の
で
、
そ
こ
に
見
え
る
「
懸
圃
」
も
ま
た
文

字
通
り
バ
ビ
ロ
ン
の
「
空
中
庭
園
」（T

he
hanging

garden

）

が
元
に
な
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
（
森
雅
子
二
〇
〇
五
）。
な

お
「
懸
圃
」
の
所
在
に
つ
い
て
は
、
甘
粛
省
張
掖
市
の
北
側
の

蓑
山
と
す
る
説
が
あ
る
（
殷
周
史
研
究
会
二
〇
〇
六
）。

（
7
）
「
枝
斯
」
は
郭
注
に
「
英
玉
之
精
華
也
」
と
あ
る
よ
う
に

玉
の
一
種
。『
穆
天
子
伝
』
で
は
本
句
の
ほ
か
に
①
「
爰
有
采

石
之
山
、
重

氏
之
所
守
。
曰
、
枝
斯
・
�
瑰
・

瑤
・
琅

・

・

・

�
・

尾
、
凡
好
石
之
器
于
是
出
」

（4.1a.11

）、
②
「
好
獻
枝
斯
之
英
四
十
、

佩
百
隻
、

琅

四
十
、

十
篋
」（4.3a.6

）
と
２
例
見
え
る
。

（
8
）
「
觀
于
舂
山
之
上
」
に
つ
い
て
、
西
岡
市
祐
は
『
孟
子
』

梁
恵
王
下
に
「
昔
者
齊
景
公
問
於
晏
子
曰
、
吾
欲
觀
於
轉
附
朝

�
」
と
あ
り
、
そ
の
注
に
「
轉
附
・
朝
�
、
皆
山
名
也
」
と
あ

る
こ
と
な
ど
か
ら
、「
觀
」
と
は
「
聖
地
に
於
け
る
祭
祀
で
あ

る
」
と
述
べ
て
い
る
（
西
岡
市
祐
一
九
七
六
）。
舂
山
は
巻
一

で
帝
よ
り
「
示
女
舂
山
之
�
」
と
言
わ
れ
、
そ
の
「
澤
」
が
先

王
よ
り
「
縣
圃
」
の
名
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
な
ど
か
ら
す

る
と
、
本
句
も
聖
地
で
あ
る
舂
山
で
「
觀
」
の
祭
祀
を
執
り
行

っ
た
こ
と
を
い
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
目
的
に
関
し
て

は
、
斉
の
国
に
見
ら
れ
る
観
望
の
習
俗
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
国

土
の
占
有
を
強
化
す
る
た
め
の
儀
礼
、
い
わ
ゆ
る
「
国
見
」
で

あ
っ
た
と
す
る
桐
本
東
太
の
指
摘
に
注
目
し
た
い
（
桐
本
東
太

二
〇
〇
四
）。
こ
れ
を
参
考
に
す
れ
ば
、
こ
こ
で
穆
王
が
舂
山

に
登
り
「
觀
」
を
行
っ
た
の
は
、
周
の
先
王
か
ら
伝
え
聞
い
て

き
た
舂
山
の
沢
や
、
大
王
亶
父
が
璧
臣
長
綽
を
封
じ
た
舂
山
の

西
（
後
段
﹇
四
﹈
注（
１０
）参
照
）
な
ど
の
地
域
へ
の
観
念
的
・

呪
的
な
影
響
力
を
示
す
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
な

ろ
う
。

（
川
村

潮
）

﹇
四
﹈原

文

8

壬
申
、
天
子
西
征
。

9

甲
戌
、
至
于
赤
烏
之
人（

1
）
、
獻
酒
千
斛
于
天
子
（
2
）
、
食
馬
九
百
、

羊
・
牛
三
千
、

麥
百
載
（
3
）〔

、
似
黍
而
不
黏
〕。
天
子
使

『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
二
〕

一
五
一
（
一
五
一
）



父
受
之
。
曰
（
4
）
、
赤
烏
氏
先
、
出
自
周
宗
（
5
）〔

與
周
同
始
祖
〕。
大

王
亶
父
〔
即
古
公
、
亶
父
、
字
也
〕
之
始
作
西
土
（
6
）〔

言
作
興
於

岐
山
之
下
。
今
邑
在
扶
風
美
陽
、
是
也
〕、
封
其
元
子
呉
太
伯
于

東
呉
（
7
）〔

太
伯
讓
國
入
呉
、
因
即
封
之
于
呉
〕、
詔
以
金
刃
之
刑
（
8
）

〔
南
金
精
利
。
故
語
其
刑
法
也
〕、
賄
用
周
室
之
璧
（
9
）〔

賄
、
贈
賄

也
〕。
封

璧
臣
長
綽
于
舂
山
之
虱
（
10
）
、
妻
以
元
女
、
詔
以
玉

石
之
刑
〔
昆
侖
山
出
美
玉
石
處
。
故
以
語
之
〕、
以
爲
周
室
主
（
11
）
。

天
子
乃
賜
赤
烏
之
人
□

墨
乘
四
（
12
）〔

周
禮
、
大
夫
乘
墨
車
〕、

黄
金
四
十
鎰
（
13
）〔

二
十
兩
爲
鎰
〕、
貝
帶
五
十
、
朱
三
百
裹
（
14
）
。

乃
膜
拜
而
受
〔
裹
、
音
罪
過
之
過
。

、
名
、
赤
烏
人
名
也
〕。

曰
、
□
山
（
15
）
、
是
唯
天
下
之
良
山
也
。
�
玉
之
所
在
、
嘉
穀
生

之
、
草
木
碩
美
。
天
子
於
是
取
嘉
禾
以
歸
（
16
）
、
樹
于
中
國
（
17
）〔

漢

武
帝
、
取
外
國
香
草
美
菜
、
種
之
中
國
〕。
曰
天
子
五
日
休
于
□

山
之
下
、
乃
奏
廣
樂
。
赤
烏
之
人

好
獻
二
女
于
天
子
（
18
）〔

所

以
結
恩
好
也
〕、
女
聽
・
女
列
以
爲
嬖
人
（
19
）〔

一
名
聽
。
名
失
一
女

名
下
文
〕。
曰
、
赤
烏
氏
、
美
人
之
地
也
、
�
玉
之
所
在
也
。

訓

読

ゆ

8

壬
申
、
天
子
西
の
か
た
征
く
。

き

9

甲
戌
、
赤
烏
に
至
る
。【
赤
烏
の
】
人

、
酒
千
斛
を
天
子

さ
い
ば
く

に
獻
じ
、
食
馬
九
百
、
羊
・
牛
三
千
、

麥
百
載
も
て
す

ね
ば

さ
い
ほ

〔

は
黍
に
似
て
黏
ら
ず
〕。
天
子

父
を
し
て
之
を
受
け
し
む
。

曰
く
、「
赤
烏
氏
の
先
は
周
の
宗
よ
り
出
づ
〔
周
と
始
祖
を
同

た
ん
ぽ

じ
く
す
〕。
大
王
亶
父
〔
即
ち
古
公
、
亶
父
は
字
〕
の
始
め
て
西

お
こ

土
に
作
る
や
〔
岐
山
の
下
に
作
興
す
る
を
言
う
。
今
、
邑
の
扶
風

美
陽
に
在
る
は
是
れ
な
り
〕、
其
の
元
子
呉
の
太
伯
を
東
呉
に

封
じ
〔
太
伯
は
國
を
讓
り
て
呉
に
入
り
、
因
り
て
即
ち
之
を
呉
に

つ

封
ず
〕、
詔
ぐ
る
に
金
刃
の
刑
を
以
て
し
〔
南
の
金
は
精
利
。

つ

お
く

故
に
其
の
刑
法
を
語
ぐ
る
な
り
〕、
賄
る
に
周
室
の
璧
を
用
て

そ

ち
ょ
う
し
ゃ
く

す
〔
賄
は
贈
賄
な
り
〕。

の
璧
臣
長

綽
を
舂
山
の
虱

め
あ

〈
西
〉
に
封
じ
、
妻
わ
す
に
元
女
を
以
て
し
、
詔
ぐ
る
に
玉

石
の
刑
を
以
て
す
〔
昆
侖
の
山
は
美
玉
石
を
出
だ
す
處
。
故
に

以
て
之
を
語
ぐ
〕。
以
て
周
室
の
主
と
爲
す
」
と
。
天
子
乃
ち

き

赤
烏
の
人

□

に
墨
乘
四
〔『
周
禮
』（
春
官
巾
車
）
に

い
つ

「
大
夫
は
墨
車
に
乘
る
」
と
〕、
黄
金
四
十
鎰
〔
二
十
兩
も
て
鎰
と

か

き

爲
す
〕、
貝
帶
五
十
、
朱
三
百
裹
を
賜
う
。

乃
ち
膜
拜
し

て
受
く
〔
裹
、
音
は
罪
過
の
過
。

は
名
、
赤
烏
の
人
の
名
な

り
〕。
曰
く
、「
□
山
は
是
れ
唯
れ
天
下
の
良
山
な
り
。
�
玉

の
在
る
所
、
嘉
穀
之
に
生
じ
、
草
木
碩
美
た
り
」
と
。
天
子

う

是
に
於
い
て
嘉
禾
を
取
り
て
以
て
歸
り
、
中
國
に
樹
う
〔
漢

う

こ
こ

の
武
帝
、
外
國
に
香
草
美
菜
を
取
り
、
之
を
中
國
に
種
う
〕。
曰

に
天
子
五
日
□
山
の
下
に
休
み
、
乃
ち
廣
樂
を
奏
す
。
赤
烏

史
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き

よ
し
み

の
人

、
好
と
し
て
二
女
を
天
子
に
獻
じ
〔
恩
好
を
結
ぶ
所

以
な
り
〕、
女
聽
・
女
列
以
て
嬖
人
と
爲
る
〔
一
の
名
は
聽
。

名
は
一
女
の
名
を
下
文
に
失
う
〕。
曰
く
「
赤
烏
氏
は
美
人
の

地
な
り
、
�
玉
の
在
る
所
な
り
」
と
。

現
代
語
訳

8

壬
申
⑨
、
天
子
は
西
に
向
か
っ
て
行
っ
た
。

9

甲
戌
⑪
、
赤
烏
の
地
に
到
着
し
た
。
赤
烏
（
と
い
う
集
団
）

の
領
袖
の

は
酒
千
斛
を
天
子
に
献
じ
、（
さ
ら
に
）
食
馬

九
百
頭
、
羊
と
牛
（
合
わ
せ
て
）
三
千
頭
、

麥
車
百
台
分

を
献
じ
た
。
天
子
は

父
に
こ
れ
を
受
け
取
ら
せ
た
。（
柏

夭
は
）「
赤
烏
氏
の
祖
先
は
周
の
宗
室
か
ら
出
て
お
り
ま
す
。

大
王
亶
父
が
は
じ
め
て
西
土
（
岐
山
の
ふ
も
と
）
に
興
る
と
、

そ
の
長
子
呉
の
太
伯
を
東
呉
に
封
じ
、
刑
（
司
法
軍
事
権
）

を
象
徴
す
る
青
銅
製
の
刃
を
与
え
る
こ
と
を
告
げ
、
周
室
の

璧
を
贈
り
ま
し
た
。（
ま
た
）
そ
の
寵
臣
長
綽
を
舂
山
の
西

に
封
じ
、
長
女
を
妻
あ
わ
せ
、
刑
（
を
象
徴
す
る
）
玉
石

（
製
の
鉞
）
を
与
え
る
こ
と
を
告
げ
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
に

し
て
（
東
は
太
伯
を
、
西
は
長
綽
に
嫁
い
だ
元
女
を
）
周
室

の
祭
祀
の
主
宰
者
と
し
、（
長
綽
に
そ
の
地
を
）
統
べ
さ
せ

た
の
で
す
」
と
言
っ
た
。
天
子
は
そ
こ
で
赤
烏
の
領
袖
の

に
漆
塗
り
の
墨
色
の
馬
車
四
台
、
黄
金
四
十
鎰
、
貝
帯
五
十
、

朱
砂
三
百
袋
を
賜
っ
た
。

は
そ
こ
で
膜
拝
の
礼
を
し
て
受

け
た
。（
柏
夭
は
）「
□
山
は
天
下
の
良
山
で
す
。
宝
玉
の
あ

る
所
で
、
嘉
穀
も
こ
こ
に
生
じ
、
草
木
も
大
き
く
美
し
い
の

で
す
」
と
言
っ
た
。
天
子
は
こ
こ
で
嘉
禾
を
取
り
（
後
に
）

持
ち
帰
っ
て
、
中
国
で
植
え
た
。
こ
こ
で
天
子
は
五
日
間
、

□
山
の
下
に
休
み
、
そ
こ
で
広
楽
を
演
奏
し
た
。
赤
烏
の
領

袖
の

は
二
女
を
天
子
に
献
じ
て
好
宜
を
通
じ
、
女
聽
と
女

列
と
が
寵
姫
と
な
っ
た
。（
柏
夭
は
）「
赤
烏
氏
は
美
人
の
多

い
土
地
で
、
宝
玉
の
あ
る
所
で
あ
り
ま
す
」
と
言
っ
た
。

注

釈

（
1
）
洪
頤
�
は
「
至
于
」
の
下
に
「
赤
烏
氏
」
三
字
を
、
丁

謙
・
顧
実
は
「
赤
烏
」
二
字
を
補
う
べ
き
と
す
る
。
王
貽
�
は

先
秦
時
代
に
は
文
字
の
右
下
に
重
文
符
号
「�

」
を
付
し
て
重

文
を
示
す
こ
と
が
多
く
、
後
世
そ
れ
は
見
落
と
さ
れ
易
か
っ
た

と
い
う
。
後
段
に
本
句
と
同
じ
よ
う
に
「
辛
巳
、
入
于
曹
奴
之

人
戲
…
…
」（2.3b.7

）
と
あ
り
、
今
日
見
ら
れ
る
戦
国
〜
秦

漢
時
代
の
簡
帛
資
料
中
の
重
文
符
号
の
豊
富
な
用
例
を
考
え
合

わ
せ
る
と
、
原
簡
に
「
至
于
赤�

烏�

（
赤
烏
。
赤
烏
）
之
人

」、「
入
于
曹�

奴�

（
曹
奴
。
曹
奴
）
之
人
戲
」
と
書
か
れ

『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
二
〕

一
五
三
（
一
五
三
）



て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
こ
で
訓
読
で
は
「
赤

烏
」
二
字
を
補
っ
た
。

『
穆
天
子
伝
』
に
見
え
る
周
の
勢
力
範
囲
外
に
あ
る
と
思
わ

れ
る
集
団
名
は
お
よ
そ
、
①
「
至
于
○
○
」
な
ど
穆
王
一
行
の

訪
れ
た
先
を
示
す
も
の
（
○
○
が
依
拠
す
る
地
域
の
意
味
）、

②
「
觴
」
や
貢
献
な
ど
穆
王
と
儀
礼
の
応
酬
を
す
る
人
名
を
伴

い
「
○
○
之
人
×
×
」
と
い
う
句
で
所
属
を
示
す
も
の
、
③

「
○
○
氏
之
所
△
」
と
い
う
句
で
場
所
や
事
物
の
説
明
で
用
い

ら
れ
る
も
の
、
④
「
曰
」
以
下
で
出
自
な
ど
を
説
明
す
る
会
話

中
に
用
い
ら
れ
る
も
の
、
⑤
巻
四
末
の
「
天
子
大
朝
于
宗
周
之

廟
、
乃
里
西
土
之
數
」
以
下
で
里
程
を
計
算
す
る
際
に
見
え
る

も
の
、
の
５
つ
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
末
尾
【
表
一
】

参
照
）。
表
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
穆
王
と
儀
礼
の
応
酬
を

す
る
集
団
に
は
「
氏
」
が
付
さ
れ
る
７
例
（
ｇ
「
赤
烏
氏
」
ｊ

「
□
氏
（
潛
�
）」
ｋ
「
剞
閭
氏
」
ｌ
「
�
韓
氏
」
ｎ
「
智
氏
」

ｔ
「
重

氏
」
ｗ
「
巨
蒐
氏
」）
と
、「
氏
」
が
付
さ
れ
な
い
ｂ

「
犬
戎
胡
」
ｈ
「
曹
奴
之
人
戲
」
ｐ
「

余
之
人
命
懷
」
ｕ

「
西
膜
之
人
」
ｖ
「
文
山
之
人
歸
遺
」
の
５
例
、
欠
字
の
た
め

不
明
な
３
例
（
ｅ
「

□
之
人
居
慮
」
ｆ
「
□
之
人
□
吾
」
ｑ

「
□
諸

」）
が
あ
る
。
ま
た
「
氏
」
が
付
さ
れ
た
集
団
の
う
ち
、

ｉ
「
容
成
氏
」
ｏ
「
閼
氏
・
胡
氏
」
ｒ
「
濁
�
氏
」
ｓ
「
骨

氏
」
の
４
例
は
場
所
の
説
明
に
の
み
見
え
、
ｘ
「
西
夏
氏
」
ｙ

「
珠
余
氏
」
は
里
程
の
計
算
に
お
い
て
の
み
見
え
る
。

「

」
は
『
説
文
』
五
篇
上

部
「

、
下
基
也
」
の
段
注

に
「
字
亦
作

。
古
多
用
爲
今
渠
之
切
之
其
。
墨
子
書
其
字
多

作

、

與

同
也
」、『
集
韻
』
平
声
之
韻
に
「
其
・

・

。

…
…
古
作

・

」
と
あ
る
よ
う
に
、「
其
」
の
古
字
。
西
周

金
文
で
の
用
例
は
極
め
て
稀
で
あ
る
が
、
春
秋
・
戦
国
時
代
の

金
文
で
は
数
例
、
郭
店
楚
簡
や
上
博
楚
簡
な
ど
戦
国
楚
簡
で
は

常
用
さ
れ
る
。

「
赤
烏
」
の
地
望
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
甘
粛
省
、
ア
フ
ガ

ニ
ス
タ
ン
境
内
、
パ
ミ
ー
ル
東
部
な
ど
と
す
る
諸
説
が
あ
る

（
殷
周
史
研
究
会
二
○
○
六
）。

（
2
）
『
説
文
』
十
四
篇
上
斗
部
に
「
斛
、
十
斗
也
」
と
あ
る
よ

う
に
一
斛
は
一
〇
斗
。
西
周
代
の
度
量
衡
制
は
よ
く
判
っ
て
い

な
い
の
で
、
仮
に
戦
国
時
代
の
実
際
の
計
器
に
基
づ
く
一
升
２００

�
前
後
で
計
算
す
る
と
（
丘
光
明
一
九
九
二
）、
一
斗
一
〇
升

で
約
２
�
、
千
斛
は
お
よ
そ
二
〇
〇
〇
�
と
な
る
。
穆
王
に
酒

を
献
上
す
る
例
は
６
例
見
え
る
が
（
巻
二
﹇
一
﹈
注（
６
）参

照
）、
本
句
以
外
は
単
位
の
部
分
が
欠
脱
し
て
い
る
か
、
も
し

く
は
数
量
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。

（
3
）
「

」
に
つ
い
て
、
郭
注
は
キ
ビ
（
黍
）
の
一
種
で
粘
り

史

学

第
八
二
巻
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・
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号
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気
の
な
い
も
の
と
し
、
下
の
「
麥
」
と
は
別
の
穀
類
と
解
し
て

い
る
よ
う
で
あ
り
、
王
貽
�
は
「

」
が
北
方
、
西
北
お
よ
び

東
北
の
一
部
の
地
区
に
分
布
す
る
と
い
う
。
こ
の
単
独
で

「

」
と
あ
る
場
合
は
ク
ロ
キ
ビ
（Pennisetum

glaucum

）

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
「

麥
」
と
熟
す
る
語
は
管
見
の
限
り
先

秦
〜
漢
代
の
文
献
に
は
『
穆
天
子
伝
』
以
外
見
え
ず
、
ま
た
後

代
の
史
書
に
お
い
て
「

」
と
「
麥
」
な
ど
の
他
の
穀
類
が
並

記
さ
れ
る
場
合
は
「
土
多
粟
・
麥
・

」（『
隋
書
』
東
夷
列
伝

靺
鞨
国
条
）、「
有
粟
・
麥
及

」（『
魏
書
』
列
伝
八
十
八
勿
吉

国
条
、
失
韋
国
条
）、「
匈
奴
中
亦
種
黍
・

」（『
漢
書
』
匈
奴

伝
「
穀
稼
不
孰
」
顔
師
古
注
）
な
ど
の
よ
う
に
ほ
ぼ
例
外
な
く

「

」
が
「
麥
」
の
後
に
並
ぶ
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
本
句
の

「

」
は
「
麥
」
と
並
列
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
、「
麥
」
を

修
飾
す
る
語
、
す
な
わ
ち
「

」
の
よ
う
な
「
麥
」
と
い
う
意

味
で
あ
り
、「

麥
」
と
は
「
麥
」
の
一
種
、
中
国
の
西
北
方

に
普
及
し
て
い
る
青
�
麦
（
ハ
ダ
カ
ム
ギ
、H

ordeum
vulgare

var.
nudum

）
の
可
能
性
が
高
い
。「

」
は
本
句
の
他
、
曹

奴
の
人
戯
が
「

米
百
車
」（2.3b.9

）
を
、
�
韓
の
人
無
鳧

が
「

麥
三
百
車
」（2.5a.12

）
を
、
西
膜
の
人
が
「

米
千

車
」（4.2a.4

）
を
そ
れ
ぞ
れ
穆
王
へ
献
上
し
て
お
り
、
ま
た

「
爰
有
樂
野
、
温
和
、

麥
之
所
草
」（2.5a.5

）
と
あ
る
よ
う

に
�
韓
氏
が
管
轄
す
る
地
に
あ
る
と
さ
れ
る
「
樂
野
」
の
説
明

に
も
見
え
る
。

（
4
）
穆
王
が
訪
れ
た
先
の
集
団
か
ら
の
献
上
物
を
受
け
る
時
、

そ
の
集
団
に
つ
い
て
の
何
ら
か
の
説
明
が
語
ら
れ
る
の
は
以
下

の
４
例
あ
り
、
本
句
を
含
め
、
こ
れ
ら
は
柏
夭
に
よ
る
も
の
と

み
な
す
（
巻
二
﹇
二
﹈
注（
３
）参
照
）。

①
赤
烏
之
人

獻
酒
…
…
天
子
使

父
受
之
。
曰
、
赤
烏
氏
先
、
出
自
周

宗
。
…
…
。（2.3a.4

）

②
□
之
人
潛
�
觴
天
子
…
…
不
受
其
牢
。
柏
夭
曰
、
□
氏
、
檻
□
之
後
也
。

（2.4b.9

）

③
智
□
往
天
子
…
…
乃
獻
食
馬
四
百
、
牛
・
羊
三
千
。
曰
、
智
氏
□
。

（3.2b.11

）

④

送
天
子
至
于
長
沙
之
山
、
□
隻
。
天
子
使
柏
夭
受
之
。
柏
夭
曰
、

重

氏
之
先
、
三
苗
氏
之
□
處
。（4.1b.13

）

（
5
）
「
周
宗
」
に
つ
い
て
、
郭
璞
は
赤
烏
氏
と
周
が
同
一
の
始

祖
に
出
自
す
る
と
注
し
、『
左
伝
』
襄
公
二
十
九
年
「
晉
國
不

恤
周
宗
之
闕
」
の
杜
注
に
「
周
宗
、
諸
姫
也
」
と
あ
る
。
し
か

し
、
赤
烏
氏
と
周
の
始
祖
（
后
稷
？
）
と
の
関
連
性
を
示
す
史

料
は
管
見
の
限
り
見
当
た
ら
な
い
。
陳
逢
衡
は
「
周
宗
」
で
は

な
く
、
後
世
の
子
孫
に
よ
る
尊
称
と
し
て
の
「
宗
周
」
を
是
と

し
、『
爾
雅
』
釈
親
に
「
男
子
、
謂
�
妹
之
子
爲
出
」
と
あ
る

『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
二
〕
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記
述
や
『
左
伝
』
荘
公
二
十
二
年
に
「
陳
�
公
、
蔡
出
也
」
と

あ
る
用
例
な
ど
と
、
下
文
に
「
封

璧
臣
長
綽
于
舂
山
之
虱
、

妻
以
元
女
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
古
公
の
娘
で
呉
の
太
伯
の
姉

妹
で
あ
る
「
元
女
」
が
生
ん
だ
子
が
赤
烏
氏
の
祖
先
で
あ
る
と

解
す
る
。
顧
実
は
「
周
宗
」
が
周
室
の
宗
系
（
本
家
）
を
指
し
、

「
出
自
周
宗
」
が
女
を
嫁
が
せ
る
こ
と
を
指
す
と
い
う
。『
左

伝
』
襄
公
二
十
五
年
に
鄭
の
子
産
が
陳
の
由
来
に
つ
い
て
「
昔

虞
閼
父
爲
周
陶
正
、
以
服
事
我
先
王
。
我
先
王
	
其
利
器
用
也
、

其
神
明
之
後
也
、
庸
以
元
女
姫
大
配
胡
公
、
而
封
諸
陳
、
以
備

三
恪
。
則
我
周
之
自
出
、
至
于
今
是
	
」
と
述
べ
て
お
り
、
胡

公
が
周
の
武
王
の
「
元
女
」
を
娶
っ
て
封
じ
ら
れ
た
陳
を
「
我

周
之
自
出
」
と
表
現
し
て
い
る
。
顧
説
お
よ
び
『
左
伝
』
襄
公

二
十
五
年
の
陳
の
事
例
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
赤
烏
氏
は
姫
姓

の
集
団
で
は
な
く
、
周
の
宗
室
（
の
女
性
）
に
出
自
す
る
集
団

と
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
6
）
「
大
王
亶
父
」
は
、
郭
注
や
王
貽
�
が
い
う
よ
う
に
周
の

文
王
の
祖
父
に
あ
た
る
古
公
亶
父
の
こ
と
で
、『
史
記
』
周
本

紀
に
「
追
尊
古
公
爲
太
王
」
と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
、「
大
（
太
）

王
」
は
古
公
亶
父
の
死
後
に
追
尊
さ
れ
た
称
号
で
あ
る
。

「
大
王
亶
父
之
始
作
西
土
」
と
は
、
郭
注
や
王
貽
�
が
い
う

よ
う
に
、『
史
記
』
周
本
紀
に
「〔
古
公
亶
父
〕
乃
與
私
屬
遂
去

�
、
度
漆
・
沮
、
踰
梁
山
、
止
於
岐
下
。
�
人
舉
國
扶
老
攜
弱
、

盡
復
歸
古
公
於
岐
下
。
及
他
旁
國
聞
古
公
仁
、
亦
多
歸
之
。
於

是
古
公
乃
貶
戎
狄
之
俗
、
而
營
築
城
郭
室
屋
、
而
邑
別
居
之
。

作
五
官
有
司
」、『
詩
』
大
雅
緜
に
「
古
公
亶
父
、
來
朝
走
馬
、

率
西
水
滸
、
至
于
岐
下
、
…
…
乃
召
司
空
、
乃
召
司
徒
、
俾
立

室
家
、
其
繩
則
直
、
縮
版
以
載
、
作
廟
翼
翼
…
…
」
な
ど
と
あ

る
、
古
公
亶
父
が
�
（
現
陝
西
省
咸
陽
市
旬
邑
県
付
近
）
か
ら

岐
山
の
ふ
も
と
の
周
原
（
現
陝
西
省
宝
鶏
市
岐
山
県
・
扶
風
県

北
部
境
界
付
近
）
に
遷
り
、
こ
の
地
に
周
族
の
新
た
な
拠
点
を

築
い
た
こ
と
を
い
う
。「
西
土
」（
注
に
い
う
「
岐
山
之
下
」）

に
つ
い
て
、
郭
注
に
よ
れ
ば
、
晋
代
、
扶
風
国
（
現
陝
西
省
宝

鶏
市
扶
風
県
）
の
美
陽
郡
（
現
陝
西
省
咸
陽
市
楊
陵
区
お
よ
び

武
功
県
西
部
）
に
「
邑
」
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
周

原
の
東
南
部
に
あ
た
る
。

（
7
）
本
句
に
よ
れ
ば
、「
大
王
亶
父
」
が
そ
の
元
子
た
る
呉
の

太
伯
を
東
呉
に
封
じ
て
い
る
が
、『
史
記
』
呉
太
伯
世
家
に
よ

れ
ば
、
呉
太
伯
は
弟
仲
雍
と
と
も
に
荊
蛮
に
出
奔
し
、
句
呉
を

建
国
し
た
も
の
の
（
正
義
に
よ
れ
ば
、
そ
の
地
望
は
現
江
蘇
省

無
錫
市
付
近
に
あ
た
る
）、
古
公
亶
父
か
ら
は
分
封
さ
れ
ず
、

後
の
武
王
の
時
代
に
な
っ
て
太
伯
の
弟
仲
雍
の
曽
孫
に
あ
た
る

周
章
が
呉
に
追
封
さ
れ
、
ま
た
周
章
の
弟
虞
仲
が
「
夏
虚
」

史
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（
索
隠
に
よ
れ
ば
、
封
地
は
現
山
西
省
運
城
市
安
邑
街
�
付
近

に
あ
た
る
）
に
封
ぜ
ら
れ
た
と
す
る
。
楊
寛
は
、
本
句
と
『
史

記
』
呉
太
伯
世
家
と
の
相
違
に
つ
い
て
、
金
文
で
は
「
虞
」
を

「
呉
」
に
作
る
こ
と
、
太
王
亶
父
の
時
代
、
周
の
勢
力
は
ま
だ

薄
弱
で
、
周
の
貴
族
に
は
江
南
呉
の
地
ま
で
逃
れ
て
国
家
を
建

設
す
る
力
量
は
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
太
伯
の
封
ぜ
ら
れ

た
東
呉
は
虞
（
所
在
は
山
西
省
運
城
市
平
陸
県
の
北
。『
穆
天

子
伝
』
巻
六
に
「
己
丑
、
天
子
南
登
…
…
乃
宿
于
虞
」（6.5

b.5

）
と
見
え
る
「
虞
」）
で
、
太
王
は
太
伯
・
虞
仲
に
命
じ
て

周
族
の
一
部
を
率
い
て
虞
に
小
国
を
建
立
さ
せ
、
こ
れ
を
殷
王

朝
打
倒
の
た
め
の
東
進
の
拠
点
と
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
王
季
の

時
代
に
西
落
鬼
戎
・
余
無
之
戎
の
征
伐
（『
後
漢
書
』
西
羌
伝

李
賢
注
引
『
竹
書
紀
年
』）、
文
王
の
時
代
に
黎
（
耆
・
飢
）・


の
征
伐
（『
史
記
』
周
本
紀
）
に
成
功
し
た
の
で
あ
ろ
う
と

い
う
。
そ
し
て
太
伯
が
江
南
に
呉
を
建
立
し
、
周
章
が
こ
の
呉

に
封
ぜ
ら
れ
、
周
章
の
弟
虞
仲
が
虞
に
封
ぜ
ら
れ
た
と
す
る

『
史
記
』
呉
太
伯
世
家
の
記
述
は
明
ら
か
に
誤
り
で
、『
左
伝
』

僖
公
五
年
に
「
大
伯
・
虞
仲
、
大
王
之
昭
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、

仲
雍
は
虞
に
封
ぜ
ら
れ
て
虞
仲
と
称
し
、
実
際
に
は
、
江
南
の

呉
国
は
虞
の
分
枝
に
出
自
し
、
後
の
康
王
の
時
代
に
分
封
さ
れ

た
の
で
あ
り
、
本
句
で
太
王
が
太
伯
を
呉
（
虞
）
に
封
じ
た
と

す
る
の
は
、
正
確
な
歴
史
事
実
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
な
お
、

康
王
期
に
お
け
る
江
南
呉
国
の
分
封
に
つ
い
て
、
氏
は
別
に

「
宜
侯
�
所
封
的
宜
（
今
江
蘇
丹
徒
、
見
宜
侯
�
�
銘
文
）
可

能
就
是
呉
的
始
封
地
」
と
指
摘
す
る
（
楊
寛
二
〇
〇
六
）。《
宜

侯
�
�
》（
集
成4320

西
周
前
期
）
は
一
九
五
四
年
に
江
蘇
省

鎮
江
市
丹
徒
区
の
煙
�
山
の
西
周
墓
か
ら
出
土
し
た
も
の
で
、

そ
の
銘
に
は
「
隹
四
月
、
辰
在
丁
未
、
王
省
武
王
・
成
王
伐
商

圖
。
王
立
宜
宗
土（
社
）、
南
郷
。
王
令
虔
侯
�
曰
、

、
侯
于

宜
。
…
…
」
と
あ
る
。
一
方
、
王
貽
�
は
、
本
句
と
『
史
記
』

呉
太
伯
世
家
に
見
え
る
呉
建
立
に
関
す
る
記
述
は
、
異
な
る
系

統
の
伝
承
で
あ
る
と
い
う
。
伝
承
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
本

句
と
『
史
記
』
所
載
の
呉
建
国
の
話
が
併
存
し
て
い
た
と
考
え

て
も
何
ら
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
8
）
「
金
刃
之
刑
」
に
つ
い
て
、
檀
萃
は
刑
法
を
金
刃
の
上
に

著
し
た
と
し
、『
左
伝
』
昭
公
六
年
に
「
三
月
、
鄭
人
鑄
刑

書
」
と
あ
る
子
産
の
法
鼎
の
よ
う
な
も
の
を
想
定
す
る
。
一
方
、

陳
逢
衡
は
、「
刑
」
は
「
型
」
に
通
じ
、「
刑
法
」
で
は
な
く

「
典
型
」
の
意
と
す
る
。
顧
実
も
「
金
刃
之
刑
」
と
下
文
の

「
玉
石
之
刑
」
の
「
刑
」
が
「
型
」
に
通
じ
、
金
刃
を
鋳
造
し

た
り
玉
石
器
を
製
造
す
る
際
の
「
範
型
法
則
」
の
こ
と
と
解
す

る
。
ま
た
王
貽
�
は
「
玉
石
之
刑
」
の
郭
注
に
「
昆
侖
山
出
美

『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
二
〕

一
五
七
（
一
五
七
）



玉
石
處
、
故
以
語
之
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
盧
文
�
の
校
訂
に

従
い
、「
金
刃
之
刑
」
の
郭
注
の
「
故
語
其
刑
法
」
の
「
其
」

を
「
之
」
と
し
て
、「
南
金


利
、
故
語
之
。
刑
、
法
也
」
と

読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
と
い
う
。「
刑
」
を
如
字
の
ま
ま
で
解
す

る
な
ら
ば
、『
左
伝
』
宣
公
十
二
年
に
「
叛
而
伐
之
、
服
而
舍

之
、
�
刑
成
矣
。
伐
叛
、
刑
也
。
柔
服
、
�
也
。
二
者
立
矣
」

と
あ
る
よ
う
に
「
�
」
と
対
置
さ
れ
、
ま
た
隠
公
九
年
に
「
鄭

莊
公
失
政
・
刑
矣
。
政
以
治
民
、
刑
以
正
邪
」
と
定
義
さ
れ
る

よ
う
な
「
刑
」
で
あ
ろ
う
か
。
小
倉
芳
彦
に
よ
れ
ば
、『
左

伝
』
に
お
け
る
覇
者
の
条
件
の
一
つ
と
さ
れ
る
「
徳
」
と

「
刑
」
の
両
立
の
う
ち
、「
正
違
治
煩
」「
討
罪
」
が
「
刑
」
に

当
た
る
と
い
う
（
小
倉
芳
彦
二
〇
〇
三
）。
こ
れ
を
援
用
す
る

な
ら
ば
、
本
句
の
「
刑
」
と
は
太
伯
お
よ
び
長
綽
の
封
建
に
際

し
て
与
え
ら
れ
た
司
法
（
刑
罰
）
権
・
軍
事
権
を
意
味
し
、
具

体
的
に
は
そ
の
象
徴
と
し
て
の
鉞
の
よ
う
な
も
の
（
本
句
は
青

銅
製
の
鉞
、
対
句
に
な
っ
て
い
る
下
文
の
「
玉
石
之
刑
」
は
玉

鉞
）
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
か
。

（
9
）
「
賄
用
周
室
之
璧
」
に
つ
い
て
、
封
建
に
際
し
て
璧
そ
の

も
の
が
贈
ら
れ
た
事
例
は
管
見
の
限
り
文
献
史
料
や
金
文
資
料

に
は
見
当
た
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
玉
器
と
い
う
共
通
点

で
い
え
ば
、『
左
伝
』
定
公
四
年
に
衛
の
子
魚
が
魯
の
封
建
に

つ
い
て
語
る
中
で
「
分
魯
公
以
大
路
・
大
�
・
夏
后
氏
之
�
・

封
父
之
繁
弱
、
殷
民
六
族
…
…
」
と
述
べ
て
お
り
、
こ
こ
で
は

璧
を
両
分
し
た
形
の
玉
器
「
�
」
が
与
え
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
『
国
語
』
魯
語
下
に
孔
子
が
陳
の
封
建
に
関
連
し
て
「
故

銘
其

曰
肅
愼
之
貢
矢
、
以
分
大
姫
、
配
虞
胡
公
而
封
諸
陳
。

古
者
分
同
姓
以
珍
玉
、
展
親
也
。
分
異
姓
以
遠
方
之
職
貢
、
使

無
忘
服
也
」
と
述
べ
、
同
姓
諸
侯
の
分
封
に
珍
し
い
玉
を
与
え

る
の
は
、
そ
の
血
縁
関
係
を
重
ん
じ
る
た
め
で
あ
る
と
説
明
さ

れ
て
い
る
。
な
お
穆
天
子
伝
に
お
け
る
璧
の
用
例
に
つ
い
て
は

巻
一
﹇
四
﹈
注（
４
）お
よ
び
巻
二
﹇
六
﹈
注（
７
）を
参
照
。

（
10
）
「

璧
臣
長
綽
」
に
つ
い
て
、
檀
萃
は
「

」
を
前
文
に

見
え
る
「
赤
烏
之
人

」
の
こ
と
、「
長
綽
」
を
そ
の
属
下
の

人
物
と
解
し
、
陳
逢
衡
は
「
璧
臣
」「
綽
」
を
と
も
に
人
名
、

赤
烏
氏
の
先
民
で
、「
綽
」
を
「
璧
臣
」
の
子
と
解
す
る
。
こ

れ
に
対
し
て
顧
実
は
「

璧
臣
」
の
「

」
は
人
名
で
は
な
く
、

代
名
詞
で
あ
り
、
前
文
の
「
其
元
子
」
が
太
王
の
元
子
を
い
う

よ
う
に
、「

璧
臣
」
と
は
太
王
の
璧
臣
を
い
う
と
指
摘
す
る
。

本
句
を
含
む
一
段
を
見
る
限
り
、「
赤
烏
之
人
」
の
人
名
と
し

て
の
「

」
と
、
代
名
詞
と
し
て
の
「
其
」
と
は
書
き
分
け
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
巻
四
に
「
戊
午
、
天
子
東
征
、

顧
命
柏
夭
歸
于

邦
」（4.3b.6

）、
巻
六
に
「
官
人
□

職
」

史
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（6.2a.4

）
と
あ
る
よ
う
に
、『
穆
天
子
伝
』
に
お
い
て
「
其
」

「

」
両
字
は
厳
密
に
書
き
分
け
ら
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

ま
た
本
句
「

璧
臣
」
の
「

」
を
人
名
と
解
し
た
場
合
、
こ

こ
で
「
舂
山
之
虱
」
に
封
ぜ
ら
れ
、「
大
王
亶
父
」
の
元
女
を

娶
っ
た
の
は
「
赤
烏
之
人

」
の
臣
下
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

前
文
の
「
赤
烏
氏
先
出
自
周
宗
」
と
矛
盾
す
る
可
能
性
が
高
い
。

従
っ
て
こ
こ
で
は
顧
実
に
従
い
、「

璧
臣
」
と
は
、
太
王
の

璧
臣
と
解
し
て
お
く
。

「
璧
臣
」
の
「
璧
」
に
つ
い
て
、
顧
実
は
孫
詒
讓
『
札

』

巻
十
一
に
「
璧
、
疑
當
作
嬖
。
形
近
而
譌
」
と
あ
る
の
を
引
き
、

上
文
の
「
周
室
之
璧
」
を
受
け
て
訛
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
推

測
す
る
。
一
方
、
王
貽
�
は
、
璧
・
嬖
両
字
は
同
音
で
通
仮
す

る
の
で
必
ず
し
も
訛
字
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
。

「
舂
山
之
虱
」
の
「
虱
」
は
、『
正
字
通
』
申
集
中
虫
部
に

「
蝨
、
俗
省
作
虱
」
と
あ
る
よ
う
に
「
蝨
」
の
俗
字
で
あ
る
が
、

如
字
の
ま
ま
で
は
文
意
が
通
じ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
「
原
」
の
訛

字
と
す
る
丁
謙
、「
蜀
」
の
壊
文
で
「
獨
」
に
読
み
、『
新
書
』

修
政
語
上
に
「〔
堯
〕
身
 
流
沙
地
、
封
獨
山
、
西
見
王
母
」

と
あ
る
「
獨
山
」
の
別
称
で
、
舂
山
の
西
に
あ
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

ク
シ
ュ
山
の
こ
と
と
す
る
顧
実
な
ど
の
諸
説
が
あ
る
。
陳
逢
衡

は
古
文
「
西
」
字
の
誤
字
と
し
、
王
貽
�
は
「
西
」
字
の
篆
文

が
「

」
に
作
り
、
漢
印
や
後
人
の
文
鈔
に
見
え
る
こ
と
か
ら
、

「
西
」
の
訛
字
で
あ
ろ
う
と
推
測
す
る
。
陳
逢
衡
・
王
貽
�
の

い
う
よ
う
に
、「
虱
」
を
「
西
」
の
誤
字
あ
る
い
は
訛
字
と
見

る
の
が
妥
当
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

（
11
）
「
封
其
元
子
」
か
ら
本
句
「
以
爲
周
室
主
」
ま
で
は
、
古

公
亶
父
に
よ
る
太
伯
お
よ
び
長
綽
の
東
西
へ
の
「
封
」
が
ほ
ぼ

対
句
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
句
型
に
お
い
て
は
「
封
其
元
子
呉

太
伯
于
東
呉
」
と
「
封

璧
臣
長
綽
于
舂
山
之
虱
〈
西
〉」、

「
詔
以
金
刃
之
刑
」
と
「
詔
以
玉
石
之
刑
」、「
賄
用
周
室
之

璧
」
と
「
妻
以
元
女
」
が
そ
れ
ぞ
れ
対
に
な
っ
て
お
り
、
周
と

の
関
係
で
言
え
ば
「
元
子
」
と
「
元
女
」
が
対
応
関
係
に
あ
る
。

本
句
「
以
爲
周
室
主
」
は
一
見
「
賄
用
周
室
之
璧
」
と
対
に
な

っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
句
型
か
ら
は
対
応
す
る
句
が

な
く
、
太
伯
と
長
綽
の
「
封
」
両
方
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と

解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

「
以
爲
○
○
主
」
の
「
主
」
に
つ
い
て
、
巻
二
﹇
一
﹈
注（
３
）

で
は
「
○
○
の
祭
祀
を
主
宰
す
る
者
」
と
解
し
た
が
、
本
句
に

そ
の
ま
ま
適
用
さ
せ
た
場
合
、
長
綽
が
「
周
室
」
の
祭
祀
を
主

宰
す
る
身
と
な
っ
た
こ
と
に
な
る
。
フ
ァ
ル
ケ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
は

《
�
伯
鼎
》（
集
成2676

・2677

西
周
中
期
・
西
周
前
期
）
を

挙
げ
、
!
姫

が
�
伯
に
嫁
い
だ
後
も
、
さ
ら
に
は
死
後
に
お

『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
二
〕

一
五
九
（
一
五
九
）



い
て
も
!
姫
自
身
の
祖
先
に
犠
牲
を
供
し
続
け
る
た
め
に
、
�

伯
が
!
姫
の
用
い
る
鼎
と
�
を
制
作
し
た
と
解
す
る
（
フ
ァ
ル

ケ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
二
〇
〇
六
）。
こ
の
よ
う
に
、
西
周
時
代
に
女

性
が
嫁
ぎ
先
で
実
家
の
祖
先
祭
祀
を
お
こ
な
っ
て
い
た
と
す
れ

ば
、
本
句
で
「
周
室
」
の
祭
祀
を
主
宰
し
た
の
は
、
長
綽
に
嫁

い
だ
大
王
亶
父
の
「
元
女
」
で
あ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

（
12
）
「

」
の
上
の
「
□
」
に
つ
い
て
、
本
段
落
の
他
の
箇
所

で
は
み
な
「
赤
烏
之
人

」
と
あ
る
の
で
、
洪
頤
�
の
い
う
よ

う
に
衍
字
で
あ
ろ
う
。

「
墨
乘
」
に
つ
い
て
、
陳
逢
衡
は
『
釈
名
』
釈
車
に
「
墨
車
、

漆
之
正
�
、
無
文
飾
、
大
夫
所
乘
也
」
と
あ
る
の
を
引
き
、
郭

注
と
同
じ
よ
う
に
大
夫
の
乗
る
車
と
解
す
る
。
一
方
、
孫
詒
讓

は
赤
烏
氏
が
荒
服
の
諸
侯
で
あ
る
の
で
、
大
夫
用
の
墨
車
を
賜

与
さ
れ
る
は
ず
は
な
い
と
し
、「
墨
乘
」
は
『
周
礼
』
春
官
巾

車
に
「
木
路
。
前
樊
鵠
纓
、
建
大
麾
、
以
田
、
以
封
蕃
國
」
と

あ
り
、
鄭
注
に
「
木
路
、
不

以
革
、
漆
之
而
已
」
と
い
う

「
木
路
」
で
、
漆
で
黒
く
塗
ら
れ
た
た
め
に
「
墨
乘
」
と
通
称

し
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
い
（『
札

』
巻
十
一
）、
顧
実
も
そ
れ

に
従
う
。『
周
礼
』
に
見
え
る
「
木
路
」
は
「
王
之
五
路
」
す

な
わ
ち
天
子
の
乗
る
五
種
類
の
車
の
一
つ
で
、
田
猟
に
用
い
る

他
、
蕃
国
を
封
じ
る
際
に
与
え
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
。
末
尾

【
表
二
】
Ｂ
に
整
理
さ
れ
る
よ
う
に
、
穆
王
か
ら
賜
与
物
を
賜

る
１３
の
集
団
の
中
で
、
車
を
賜
与
さ
れ
た
の
は
赤
烏
氏
だ
け
で

あ
り
、
こ
の
よ
う
な
待
遇
の
違
い
は
、
あ
る
い
は
祖
先
が
「
周

宗
」
に
出
自
し
、
古
公
亶
父
に
よ
っ
て
長
綽
が
舂
山
の
西
に

「
封
」
じ
ら
れ
た
と
い
う
赤
烏
氏
の
特
殊
性
に
因
る
も
の
で
あ

ろ
う
か
。
仮
に
穆
王
か
ら
下
賜
さ
れ
た
「
墨
乘
」
が
蕃
国
を
封

じ
る
際
に
与
え
ら
れ
る
、
皮
革
で
覆
わ
ず
漆
を
塗
っ
た
だ
け
の

「
木
路
」
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
赤
烏
の
領
袖
で
あ
る

は
穆
王
に
よ
っ
て
長
綽
以
来
の
封
地
を
改
め
て
承
認
さ
れ
た
と

解
す
る
こ
と
も
可
能
か
。

（
13
）
「
鎰
」
に
つ
い
て
、
小
川
琢
治
は
、「
鎰
」
字
が
『
孟
子
』

や
『
国
語
』『
戦
国
策
』『
管
子
』
な
ど
の
書
に
見
え
る
こ
と
か

ら
戦
国
時
代
に
行
わ
れ
た
黄
金
の
単
位
の
用
語
と
す
る
小
嶋
祐

馬
の
説
を
引
き
、
巻
一
の
「
天
子
之
�
萬
金
…
…
」（1.3a.11

）

や
本
句
を
魏
国
の
史
官
が
潤
色
し
た
も
の
か
と
疑
う
。
王
貽
�

は
郭
注
や
『
史
記
』
平
準
書
の
集
解
引
孟
康
注
・『
孟
子
』
梁

恵
王
の
趙
岐
注
な
ど
に
見
え
る
二
十
両
で
一
鎰
と
す
る
も
の
と
、

『
礼
記
』
喪
大
記
の
鄭
注
な
ど
に
見
え
る
二
十
四
両
で
一
鎰
と

す
る
も
の
の
二
制
が
あ
り
、
黄
金
を
い
う
場
合
に
は
二
十
両
制

が
多
く
用
い
ら
れ
た
と
い
う
。
一
両
約
１６
�
と
す
る
と
、
四
十

鎰
は
約
１２
・
８
㎏
。
末
尾
【
表
二
】
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

史
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加
工
品
で
は
な
い
黄
金
そ
の
も
の
を
賜
与
さ
れ
て
い
る
の
は
赤

烏
氏
だ
け
で
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
上
述
の
「
墨
乘
四
」
同
様
、

赤
烏
氏
の
特
殊
性
に
因
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
14
）
「
朱
」
に
つ
い
て
、
朱
色
の
布
帛
と
す
る
説
（
檀
萃
・
顧

実
）
や
珠
と
す
る
説
（
盧
文
�
）
も
あ
る
が
、
巻
三
に
本
句
と

同
じ
よ
う
な
賜
与
物
と
し
て
「
朱
丹
○
○
裹
」（3.2b.13

、3.3

a.12

、3.3b.1

）
と
あ
り
、
小
川
琢
治
や
于
省
吾
が
い
う
よ
う

に
顔
料
と
な
る
朱
砂
・
丹
砂
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
15
）
「
□
山
」
に
つ
い
て
、
檀
萃
は
欠
字
部
分
に
「
舂
」
字
を

補
い
、
顧
実
は
前
注（
１０
）で
言
及
し
た
「
獨
山
」
と
す
る
。
赤

烏
氏
の
祖
先
で
あ
る
長
綽
が
「
舂
山
之
虱
〈
西
〉」
に
封
じ
ら

れ
て
お
り
、
ま
た
巻
一
に
「
示
女
舂
山
之
�
」
と
あ
っ
た
こ
と

を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
本
句
で
「
天
下
之
良
山
」「
�
玉

之
所
在
」
と
説
明
さ
れ
る
「
□
山
」
は
「
舂
山
」
で
あ
る
か
も

し
れ
な
い
。

（
16
）
「
嘉
禾
」
は
『
東
観
漢
記
』
光
武
皇
帝
紀
に
「
是
歳
嘉
禾

生
、
一
莖
九
穗
、
大
於
凡
禾
」、
同
孝
安
皇
帝
紀
延
光
二
年
条

に
「
九
眞
言
嘉
禾
生
、
禾
百
五
十
六
本
、
七
百
六
十
八
穗
」
と

あ
る
よ
う
に
、
穂
の
多
く
実
っ
た
め
で
た
い
禾
と
さ
れ
、
上
文

に
い
う
「
嘉
穀
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
17
）
「
中
國
」
に
つ
い
て
、
直
前
に
「
嘉
禾
を
取
り
て
以
て
歸�

り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
周
遊
中
の
地
域
す
な
わ
ち
西
方
の
地

に
対
す
る
「
中
國
（
中
つ
國
）」
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ

う
。「
中
國
」
と
い
う
語
が
指
す
領
域
が
時
代
や
史
料
に
よ
っ

て
異
な
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
小
倉
芳
彦
・
平
�
�
郎
・
渡
邊

英
幸
な
ど
の
諸
氏
に
多
く
の
議
論
が
あ
る
。

（
18
）
「
好
獻
」
は
郭
注
が
い
う
よ
う
に
、
穆
王
（
周
王
室
）
と

好
誼
を
結
ぶ
た
め
に
献
上
す
る
意
で
あ
ろ
う
。『
穆
天
子
伝
』

に
お
い
て
は
、
本
句
と
同
じ
よ
う
に
訪
れ
た
先
の
集
団
か
ら
穆

王
に
献
上
す
る
例
（「〔
巨
蒐
之
人

奴
〕
好
獻
枝
斯
之
英
四

十
・

・

佩
百
隻
・
琅

四
十
・

十
篋
。
天
子

使
造
父
受
之
」（4.3a.6

））
と
、「
吉
日
甲
子
、
天
子
賓
于
西
王

母
。
乃
執
白
圭
・
玄
璧
以
見
西
王
母
、
好
獻
錦
組
百
純
・
□
組

三
百
純
。
西
王
母
再
拜
受
之
□
」（3.1a.7

）
の
よ
う
に
穆
王
が

西
王
母
に
対
し
て
献
上
し
た
例
と
の
双
方
向
の
例
が
見
え
る
。

（
19
）
赤
烏
之
人

が
穆
王
に
献
上
し
た
「
二
女
」
の
名
に
対
す

る
郭
注
は
、
洪
頤
�
が
「
注
有
脱
譌
、
不
可
曉
」
と
い
う
よ
う

に
そ
の
ま
ま
で
は
文
意
が
通
じ
難
い
が
、
郭
璞
は
「
二
女
」
の

う
ち
一
人
の
名
が
失
わ
れ
、「
女
聽
」
を
人
名
、「
列
」
を
動
詞

と
し
て
「
列
以
爲
嬖
人
」
を
一
句
と
し
て
解
し
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
し
か
し
鄭
傑
文
や
王
貽
�
が
推
測
す
る
よ
う
に
「
女

聽
」「
女
列
」
と
も
に
二
女
の
名
と
す
れ
ば
、
本
句
は
特
に
問

『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
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〕
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題
な
く
通
じ
よ
う
。『
山
海
経
』
大
荒
北
経
「
有
鍾
山
者
。
有

女
子
、
衣
�
衣
、
名
曰
赤
水
女
子
獻
」
の
"
懿
行
箋
疏
に
「『
穆

天
子
傳
』
云
、
赤
烏
之
人

好
獻
女
子
。
天
子
曰
、
赤
烏
氏
、

美
人
之
地
也
、
似
與
此
經
義
合
」
と
あ
り
、
本
句
と
の
関
連
性

が
疑
わ
れ
る
。
ま
た
顧
実
も
『
山
海
経
』
大
荒
西
経
に
「
有
赤

國
。
妻
氏
」
と
あ
る
「
妻
氏
」
を
そ
の
国
の
女
性
は
人
の
妻
と

な
る
の
に
適
し
て
い
る
た
め
に
名
付
け
ら
れ
た
と
し
、
ま
た
前

掲
大
荒
北
経
の
「
女
子
獻
」
や
同
海
内
経
の
「
炎
帝
之
妻
、
赤

水
之
子
、
聽

」
が
ど
ち
ら
も
「
赤
水
」
に
出
自
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
本
句
と
関
連
さ
せ
て
赤
烏
の
地
が
確
か
に
西
方
の
美

人
の
産
地
で
あ
る
と
い
う
。

（
森

和
）

﹇
五
﹈原

文

10

己
卯
、
天
子
北
征
、
趙
行
□
舍
（
1
）〔

趙
猶
超
騰
。
舍
三
十
里
〕。

11

庚
辰
、
濟
于
洋
水
（
2
）〔

洋
水
出
昆
侖
山
西
北
隅
而
東
流
。
洋
、
音

詳
〕。

12

辛
巳
、
入
于
曹
奴
之
人
戲
觴
天
子
于
洋
水
之
上
（
3
）〔

戲
、
國
人

名
也
〕、
乃
獻
食
馬
九
百
、
牛
・
羊
七
千
、

米
百
車
（
4
）
。
天

子
使
逢
固
受
之
（
5
）〔

逢
固
、
周
大
夫
〕。
天
子
乃
賜
曹
奴
之
人
戲

□
黄
金
之
鹿
、
白
銀
之
麕
（
6
）〔

今
、
所
在
地
中
得
玉
#
・
金
狗
之

類
。
此
皆
古
者
以
賂
夷
狄
之
奇
貨
也
〕、
貝
帶
四
十
、
朱
四
百
裹
。

戲
乃
膜
拜
而
受
。

13

壬
午
、
天
子
北
征
、
東
還
（
7
）〔

從
東
頭
而
還
歸
〕。

14

甲
申
、
至
于
�
水
（
8
）〔

水
亦
出
昆
侖
山
西
北
隅
而
東
南
流
〕。
西
膜

之
所
謂
鴻
鷺
（
9
）〔

西
膜
沙
漠
之
郷
。
以
言
外
域
人
名
物
、
與
中
華
不

同
。
春
秋
、
叔
弓
敗
$
師
于
濆
水
。
穀
梁
傳
曰
、
狄
人
爲
濆
泉
失

台
。
號
從
中
國
、
名
從
主
人
之
類
也
〕。
於
是
降
雨
七
日
、
天
子

留
骨
六
師
之
屬
（
10
）〔

穆
王
馬
駿
而
御
良
。
故
行
輒
出
從
衆
前
〕。
天

子
乃
封
長
肱
于
�
水
之
西
河
（
11
）〔

即
長
臂
人
也
。
身
如
中
國
、
臂

長
三
丈
。
魏
時
、
在
赤
海
中
、
得
此
人
裾
也
。
長
脚
人
國
又
在
赤

海
東
。
皆
見
山
海
經
〕。
是
惟
鴻
鷺
之
上
。
以
爲
周
室
主
（
12
）
。
是

曰
留
骨
之
邦
（
13
）〔

因
以
名
之
〕。

訓

読

ゆ

こ

10

己
卯
、
天
子
北
の
か
た
征
き
、
趙
え
行
く
こ
と
…
…
舍
〔
趙

は
猶
お
超
騰
の
ご
と
し
。
舍
は
三
十
里
〕。

し
ょ
う

わ
た

11

庚
辰
、
洋
水
を
濟
る
〔
洋
水
は
昆
侖
山
の
西
北
隅
よ
り
出
で
て

東
流
す
。
洋
、
音
は
詳
〕。

12

辛
巳
、
曹
奴
に
入
る
。【
曹
奴
】
の
人
戲
、
天
子
に
洋
水
の

し
ょ
う

上
に
觴
し
〔
戲
は
國
人
の
名
な
り
〕、
乃
ち
食
馬
九
百
、
牛
・

史
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羊
七
千
、

の
米
百
車
を
獻
ず
。
天
子
、
逢
固
を
し
て
之
を

受
け
し
む
〔
逢
固
は
周
の
大
夫
〕。
天
子
乃
ち
曹
奴
の
人
戲
に
、

き
ん

…
…
黄
金
の
鹿
、
白
銀
の
麕
〔
今
、
地
中
に
在
り
て
得
る
所
の

と
ん

玉
#
・
金
狗
の
類
。
此
れ
皆
な
古
は
以
て
夷
狄
に
賂
う
の
奇
貨
な

か

り
〕、
貝
帶
四
十
、
朱
四
百
裹
を
賜
う
。
戲
、
乃
ち
膜
拜
し

て
受
く
。

め
ぐ

13

壬
午
、
天
子
北
の
か
た
征
き
、
東
の
か
た
還
る
〔
東
頭
よ
り

し
て
還
歸
す
〕。

14

甲
申
、
�
水
に
至
る
〔
水
は
亦
た
昆
侖
山
の
西
北
隅
よ
り
出
で

て
東
南
流
す
〕。
西
膜
の
所
謂
鴻
鷺
な
り
〔
西
膜
は
沙
漠
の
郷
。

以
て
外
域
の
人
の
物
に
名
づ
く
る
は
中
華
と
同
じ
か
ら
ざ
る
を
言

う
。『
春
秋
』（
昭
公
五
年
）
に
「
叔
弓
、
$
師
を
濆
水
に
敗
る
」

と
。『
穀
梁
傳
』（
昭
公
五
年
）
に
曰
く
、「
狄
人
は
濆
泉
を
失
台
と

爲
す
。
號
は
中
國
に
從
い
、
名
は
主
人
に
從
う
」
の
類
な
り
〕。
是

に
於
い
て
降
雨
す
る
こ
と
七
日
、
天
子
、
六
師
の
屬
を
留
骨

〈
胥
〉
す
〔
穆
王
の
馬
は
駿
に
し
て
御
は
良
し
。
故
に
行
け
ば
輒

ち
從
い
し
衆
の
前
に
出
づ
〕。
天
子
乃
ち
長
肱
を
�
水
の
西
河

ひ

に
封
ず
〔
即
ち
長
臂
の
人
な
り
。
身
は
中
國
の
如
く
し
て
、
臂
は

長
さ
三
丈
。
魏
の
時
、
赤
海
の
中
に
在
り
、
此
の
人
の
裾
を
得
る

な
り
。
長
脚
人
の
國
も
又
た
赤
海
の
東
に
在
り
。
皆
な
『
山
海

ほ
と
り

經
』
に
見
ゆ
〕。
是
れ
惟
れ
鴻
鷺
の
上
な
り
。
以
て
周
室
の
主

と
爲
す
。
是
れ
を
留
骨
〈
胥
〉
の
邦
と
曰
う
〔
因
り
て
以
て

之
に
名
づ
く
〕。

現
代
語
訳

10

己
卯
⑯
、
天
子
は
北
に
向
か
っ
て
進
み
、
…
…
舎
を
飛
び
越

え
（
る
よ
う
に
駆
け
）
て
行
っ
た
。

11

庚
辰
⑰
、
洋
水
を
渡
っ
た
。

12

辛
巳
⑱
、
曹
奴
の
地
に
入
っ
た
。
曹
奴
（
と
い
う
集
団
）
の

し
よ
う

領
袖
の
戲
は
天
子
を
洋
水
の
ほ
と
り
で
觴
の
儀
礼
で
も
て
な

し
、
食
馬
九
百
頭
、
牛
と
羊
（
合
わ
せ
て
）
七
千
頭
、
脱
穀

し
た

麦
車
百
台
分
を
献
じ
た
。
天
子
は
逢
固
に
こ
れ
を
受

け
と
ら
せ
た
。
天
子
は
そ
こ
で
曹
奴
の
領
袖
の
戲
に
、
…
…

黄
金
の
鹿
、
白
銀
の
麕
、
貝
帯
四
十
、
朱
砂
四
百
袋
を
賜
っ

た
。
戲
は
そ
こ
で
膜
拝
の
礼
を
し
て
受
け
た
。

13

壬
午
⑲
、
天
子
は
北
に
向
か
っ
て
進
み
、
東
に
向
か
っ
て
進

路
を
変
え
た
。

14

甲
申
	
、
黒
水
に
到
着
し
た
。
西
方
で
言
う
と
こ
ろ
の
鴻
鷺

で
あ
る
。
こ
こ
で
七
日
間
雨
が
降
り
、
天
子
は
六
師
の
属

（
が
追
い
つ
く
の
）
を
待
っ
た
。
天
子
は
（
こ
こ
で
）
長
肱

を
黒
水
の
西
河
に
封
じ
た
。
こ
こ
こ
そ
が
鴻
鷺
の
ほ
と
り
で

あ
る
。
そ
し
て
（
長
肱
を
）
周
室
の
祭
祀
の
主
宰
者
と
し
、

『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
二
〕

一
六
三
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三
）



（
そ
の
地
を
）
統
べ
さ
せ
た
。（
そ
の
た
め
）
こ
こ
を
留
胥
の

邦
と
言
っ
た
。

注

釈

（
1
）
「
趙
行
」
に
つ
い
て
、
郭
璞
は
「
趙
猶
超
騰
。
舍
三
十
里
」

と
注
し
、
丁
謙
・
王
天
海
も
「
趙
」
は
「
超
」
に
通
じ
る
と
す

る
。
一
方
、『
説
文
』
二
篇
上
走
部
に
「
趙
、
%
趙
也
」
と
あ

り
、「
趙
」
に
は
遅
い
と
い
う
意
味
が
あ
る
。『
穆
天
子
伝
』
に

は
「
趙
行
」
の
ほ
か
、
行
く
さ
ま
を
形
容
す
る
語
と
し
て
、

「
&
行
」（1.2a.7

）、「
翔
行
」（4.2b.10

、4.4a.5

）
が
見
ら
れ
、

い
ず
れ
も
駆
け
て
行
く
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
を
考
慮
す
れ
ば
、「
趙
」
は
郭
璞
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
超

騰
」
の
意
で
、「
趙
行
」
と
は
飛
び
越
え
る
よ
う
に
駆
け
て
行

く
さ
ま
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
□
舍
」
に
つ
い
て
、
郭
注
は
「
舍
」
を
単
位
と
解
す
る
が
、

鄭
傑
文
は
欠
字
部
分
に
は
「
莫
」
が
入
る
の
で
は
な
い
か
と
推

測
し
、『
穆
天
子
伝
』
の
「
舍
」
が
い
ず
れ
も
「
止
息
」（
と
ど

ま
り
や
す
む
）
の
意
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
郭
注
を
誤
り
と
す
る
。

『
穆
天
子
伝
』
に
お
い
て
、「
舍
」
は
多
く
の
場
合
、「
止
息
」

の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、「
帝
曰
穆
滿
、
示
女
舂
山
之
�
、

詔
女
昆
侖
□
舍
四
、
平
泉
七
十
」（1.3a.3

）、「
喪
主
伊
扈
哭
出

造
舍
」（6.2b.7

）
の
よ
う
に
宿
舎
の
意
と
思
わ
れ
る
用
例
や
、

「
曰
喪
三
舍
至
于
哀
次
、
五
舍
至
于
重
璧
之
臺
」（6.3b.8

）、

「
甲
寅
、
殤
祀
大
哭
而
行
喪
五
舍
于
大
次
曰
喪
三
日
于
大
次
」

（6.4a.11

）
の
よ
う
に
単
位
を
表
す
用
例
も
あ
り
、
必
ず
し
も

「
止
息
」
の
意
味
だ
け
で
は
な
い
。
欠
字
が
あ
る
た
め
、
郭

注
・
鄭
傑
文
の
説
の
い
ず
れ
が
正
し
い
か
は
確
定
し
が
た
い
が
、

こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
郭
注
に
従
う
こ
と
と
す
る
。

（
2
）
「
洋
水
」
の
所
在
に
つ
い
て
は
、
甘
粛
省
や
新
疆
ウ
イ
グ

ル
自
治
区
を
流
れ
る
川
と
す
る
説
や
イ
ン
ダ
ス
川
と
す
る
説
な

ど
が
あ
る
（
殷
周
史
研
究
会
二
〇
〇
六
）。

（
3
）
洪
頤
�
は
「
入
于
」
の
下
に
「
曹
奴
氏
」
の
三
字
を
脱
す

と
し
、
顧
実
・
王
貽
�
は
重
文
と
す
る
。
こ
こ
で
は
「
曹
奴
」

の
二
字
を
補
う
（
巻
二
﹇
四
﹈
注（
１
）参
照
）。

「
入
于
曹
奴
之
人
戲
」
に
つ
い
て
、
顧
実
は
「
曹
奴
」
を
匈

奴
の
こ
と
と
す
る
「
今
人
」
の
説
に
対
し
て
、
地
望
が
一
致
し

な
い
と
否
定
し
て
い
る
が
、「
曹
奴
」
の
名
称
に
匈
奴
と
同
様

「
奴
」
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
し
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、『
穆
天
子
伝
』
で
は
「
至
于
赤
烏
之
人

」（2.2

b.13
）、「
至
于
剞
閭
氏
」（2.4b.12

）、「
至
于
�
韓
氏
」（2.5

a.4

）
の
よ
う
に
、「
至
于
」（
も
し
く
は
「
至
」）
と
い
う
表
現

が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、「
入
于
」
と
い
う
表
現
は
本
句

史
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以
外
に
、「
入
于
宗
周
」（4.4a.7

）、「
入
于
南
鄭
」（4.5a.4

、

5.5b.3

、6.5b.6

）、「
入
于
'
」（5.3a.2

）
と
５
例
の
み
で
あ

る
。
そ
の
５
例
が
い
ず
れ
も
周
の
勢
力
範
囲
内
の
地
に
対
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る
点
は
注
目
で
き
る
が
、
本
句
の
「
入
于
」
の

対
象
は
「
曹
奴
」
の
地
で
あ
り
、
周
の
勢
力
範
囲
内
と
は
考
え

が
た
い
。『
説
文
』
五
篇
下
入
部
「
入
、
内
也
」
の
段
注
に

「
自
外
而
中
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
入
」
に
は
内
部
に
入
る
意

味
が
あ
り
、
こ
れ
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
す
で
に
「
曹
奴
」
の
勢
力

範
囲
に
入
っ
た
状
態
を
指
す
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
あ
る

い
は
、「
曹
奴
」
の
名
称
に
「
奴
」
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ

と
や
周
の
勢
力
範
囲
に
し
か
用
い
ら
れ
な
い
「
入
」
字
が
用
い

ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、「
曹
奴
」
が
他
の
西
方
諸
集
団

と
異
な
り
周
と
の
間
に
特
殊
な
関
係
性
が
存
在
し
た
こ
と
を
表

す
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
戲
」
に
つ
い
て
、
郭
璞
は
「
戲
、
國
人
名
也
」
と
注
す
る

が
、
鄭
傑
文
は
曹
奴
の
首
領
の
名
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い

る
。『
穆
天
子
伝
』
で
は
「
○
○
之
人
△
△
」
と
い
っ
た
表
現

が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
西
方
の
集
団
名
及
び

そ
の
領
袖
の
名
を
記
す
用
法
で
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る

こ
と
か
ら
（
末
尾
【
表
一
】
参
照
）、
こ
こ
で
も
ひ
と
ま
ず
曹

奴
の
領
袖
の
名
と
解
し
て
お
く
。

「
曹
奴
」
の
地
望
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
カ
シ
ミ
ー
ル
、
新

疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
（
カ
シ
ュ
ガ
ル
）、
パ
ミ
ー
ル
高
原
、
キ

ル
ギ
ス
タ
ン
な
ど
と
す
る
諸
説
が
あ
る
（
殷
周
史
研
究
会
二
〇

〇
六
）。

（
4
）
「

米
」
と
は
、
巻
二
﹇
四
﹈
注（
３
）で
述
べ
た
「

」

（「

麥
」）
を
脱
穀
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
5
）
「
逢
固
」
に
つ
い
て
は
、
巻
一
﹇
五
﹈
注（
２
）参
照
。

（
6
）
「
黄
金
之
鹿
」「
白
銀
之
麕
」
に
つ
い
て
、
郭
注
は
夷
狄
に

贈
る
奇
貨
と
解
し
、
顧
実
は
「
西
方
之
俗
」
に
基
づ
い
て
特
別

に
製
作
し
て
賜
与
し
た
も
の
と
す
る
。『
穆
天
子
伝
』
に
お
い

て
、
動
物
を
模
し
た
も
の
が
賜
与
さ
れ
た
事
例
は
他
に
巻
四
に

「
丁
酉
、
天
子
升
于
采
石
之
山
。
於
是
取
采
石
焉
。
天
子
使
重

之
民
鑄
以
成
器
于
�
水
之
上
。
器
服
物
佩
好
無
疆
。
曰
天
子

一
月
休
。
秋
癸
亥
、
天
子
觴
重

之
人

、
乃
賜
之
黄
金
之

嬰
二
九
、
銀
烏
一
隻
、
貝
帶
五
十
、
朱
七
百
裹
、

箭
、
桂
・

薑
百

、
絲

・
雕
官
。

乃
膜
拝
而
受
」（4.1b.9

）
と
あ

り
、
重

氏
に
賜
与
さ
れ
た
「
銀
烏
」
が
見
え
る
の
み
で
あ
る

（
末
尾
【
表
二
】
Ｂ
参
照
）。
重

氏
に
つ
い
て
は
、「
采
石
」

を
取
り
、「
重

之
民
」
に
そ
の
「
采
石
」
か
ら
「
器
」
を
作

ら
せ
た
こ
と
に
対
す
る
見
返
り
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
が
、

曹
奴
に
つ
い
て
は
そ
う
し
た
記
述
は
見
当
た
ら
な
い
。
こ
う
し

『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
二
〕
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た
待
遇
は
、
本
段
注（
３
）で
指
摘
し
た
「
入
于
曹
奴
之
人
戲
」

の
表
現
と
同
様
、
曹
奴
の
特
殊
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。
な
お
、「
白
銀
之
麕
」
は
も
と
欠
字
で
あ
っ
た
が
、

洪
頤
�
が
『
芸
文
類
聚
』
巻
九
十
五
・『
太
平
御
覧
』
巻
九
○

五
に
従
い
補
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（
7
）
「
東
還
」
に
つ
い
て
、
郭
璞
は
「
從
東
頭
而
還
歸
」
と
注

し
、
東
の
ほ
う
か
ら
引
き
返
す
と
考
え
て
い
る
よ
う
だ
が
、
丁

謙
は
「
還
」
は
「
旋
」
と
同
義
で
あ
り
、
東
に
向
き
を
変
え
る

こ
と
を
指
す
と
し
、
鄭
傑
文
も
東
に
向
か
っ
て
進
む
と
解
し
て

い
る
。『
穆
天
子
伝
』
に
は
「《
方
位
》
＋
還
」
の
事
例
は
本
句

以
外
に
、
①
「
辛
卯
、
天
子
北
征
、
東
還
、
乃
循
�
水
」（2.4

a.7

）、
②
「
乙
酉
、
天
子
南
征
、
東
還
。
己
丑
、
至
于
獻
水
」

（3.3a.2

）、
③
「
癸
未
、
至
于
蘇
谷
。
骨

氏
之
所
衣
被
。
乃

遂
南
征
、
東
還
。
丙
戌
、
至
于
長

。
重

氏
之
西
疆
。
丁
亥
、

天
子
升
于
長

。
乃
遂
東
征
。
庚
寅
至
于
重

氏
、
�
水
之

阿
」（4.1a.6

）、
④
「
丙
寅
、
天
子
東
征
、
南
還
」（4.2a.3
）、

⑤
「
癸
丑
、
天
子
東
征
、
柏
夭
送
天
子
至
于
�
人
。
�
柏
絮
觴

天
子
于
澡
澤
之
上
、

多
之

、
河
水
之
所
南
還
」（4.3b.3

）、

⑥
「
戊
午
、
天
子
東
征
、
顧
命
柏
夭
歸
于

邦
。
天
子
曰
河
宗

正
也
。
柏
夭
再
拝
稽
首
。
天
子
南
還
、
升
于
長
松
之

」（4.3

b.7

）、
⑦
「
自
舂
山
以
西
至
于
赤
烏
氏
。
舂
山
三
百
里
東
北
還
、

至
于
羣
玉
之
山
」（4.3b.5

）、
⑧
「
辛
未
、
天
子
北
還
、
釣
于

漸
澤
、
食
魚
于
桑
野
」（5.1b.11

）
と
８
例
見
え
、
な
か
で
も

③
は
、「
長

」
や
「
重

氏
」
の
具
体
的
な
地
望
は
不
明
だ

が
、「
東
還
」
し
た
結
果
、「
西
疆
」
す
な
わ
ち
西
側
の
境
界
に

到
達
し
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
、
東
に
向
か
っ
て
進
ん
で
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
丁
謙
が
指
摘
す
る

よ
う
に
「
東
還
」
と
は
東
に
進
路
を
変
え
る
こ
と
を
指
す
と
思

わ
れ
る
。
な
お
、
巻
四
に
「
舂
山
三
百
里
東
北
還
、
至
于
羣
玉

之
山
、
截
舂
山
以
北
」（4.4b.5

）
と
あ
る
よ
う
に
、
舂
山
に

阻
ま
れ
て
北
に
進
路
を
変
え
て
い
る
事
例
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ

こ
で
も
山
川
等
に
阻
ま
れ
て
進
路
を
変
え
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

（
8
）
「
�
水
」
に
つ
い
て
は
、
甘
粛
省
か
ら
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治

区
に
か
け
て
流
れ
る
黒
河
と
す
る
説
や
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区

を
流
れ
る
ヤ
ル
カ
ン
ド
河
と
す
る
説
な
ど
が
あ
る
（
殷
周
史
研

究
会
二
〇
〇
六
）。

（
9
）
「
西
膜
」
に
つ
い
て
、
劉
師
培
・
丁
謙
は
、
こ
れ
を
『
漢

書
』
西
域
伝
に
見
え
る
「
塞
種
」
の
こ
と
と
し
、「
西
膜
」
と

は
セ
ム
語
族
の
セ
ム
の
音
訳
で
、
当
時
パ
ミ
ー
ル
高
原
以
西
に

は
こ
の
種
族
が
広
範
に
分
布
し
て
い
た
と
指
摘
す
る
。
顧
実
は

巻
四
に
「
西
膜
之
人
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
西
膜
」
を
国
名

と
解
し
、
劉
師
培
・
丁
謙
ら
が
こ
れ
を
セ
ム
の
音
訳
と
す
る
の

史
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は
誤
り
で
、「
西
膜
沙
漠
之
郷
」
と
い
う
郭
注
が
正
し
い
と
す

る
。
こ
れ
ら
に
対
し
、
趙
儷
生
は
隋
唐
代
の
類
書
が
西
域
に
言

及
す
る
場
合
、「
西
胡
」「
西
極
」
な
ど
と
記
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、『
穆
天
子
伝
』
の
「
西
膜
」
も
、
こ
の
「
西
極
」「
西
胡
」

「
西
域
」
な
ど
と
同
義
の
言
葉
で
は
な
い
か
と
指
摘
す
る
（
趙

儷
生
一
九
七
九
）。
王
貽
�
も
『
穆
天
子
伝
』
の
「
西
膜
」
が

比
較
的
広
範
囲
に
分
布
し
、
特
定
の
地
名
・
国
名
と
は
考
え
が

た
い
こ
と
か
ら
、
趙
儷
生
の
説
に
従
い
、「
西
膜
」
を
西
域
の

意
に
解
す
る
。『
穆
天
子
伝
』
に
お
い
て
「
西
膜
」
は
、
①

「
西
膜
之
所
謂
鴻
鷺
」（2.4a.1
）、
②
「
西
膜
之
所
謂
□
」（2.4

b.2

）、
③
「
西
膜
之
所
茂
苑
」（2.5b.9
）、
④
「
西
膜
之
所
謂

木
禾
」（4.1a.9

）、
⑤
「
西
膜
之
所
謂
□
」（4.2a.3

）、
⑥
「
西

膜
之
人
」（4.2a.4

）
と
６
例
あ
る
。
こ
の
う
ち
⑥
以
外
の
５
例

は
み
な
「
西
膜
で
言
う
と
こ
ろ
の
…
…
」
の
意
に
解
さ
れ
、
こ

の
よ
う
な
用
法
は
『
穆
天
子
伝
』
中
に
見
え
る
他
の
西
方
の
集

団
名
で
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
を
考
慮
す
れ
ば
、
王
貽
�
が
指

摘
す
る
よ
う
に
、「
西
膜
」
は
特
定
の
地
名
・
国
名
と
は
考
え

が
た
い
。
こ
こ
で
は
、
趙
儷
生
や
王
貽
�
の
説
を
参
考
に
、
西

方
の
意
と
解
し
て
お
く
。

「
鴻
鷺
」
の
名
称
に
つ
い
て
、
顧
実
は
「
鴻
鳥
鷺
鳥
之
産

地
」
で
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
と
し
、
小
川
琢
治
は
ト
ル
コ
語

のkara

（
黒
）
に
由
来
す
る
と
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
お
い

て
も
「
鴻
鷺
」
を
前
出
の
「
�
水
」
の
こ
と
と
す
る
。

（
10
）
「
留
骨
」
に
つ
い
て
、
洪
頤
�
は
後
漢
の
『
韓
�
碑
』（『
魯

相
韓
�
造
孔
廟
礼
器
碑
』）
が
「
胥
」
を
「
骨
」
に
作
る
こ
と
、

及
び
劉
九
華
が
『
越
絶
書
』
外
伝
記
呉
地
伝
の
「
胥
母
」
を

『
文
選
』
巻
三
十
四
枚
叔
「
七
発
」
八
首
で
は
「
骨
母
」
に
作

る
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
骨
」
字
は
「
胥
」
の
誤
り

で
あ
ろ
う
と
し
、「
胥
」
に
は
待
つ
の
意
が
あ
る
と
す
る
。
檀

萃
・
顧
実
も
ま
た
「
骨
」
を
「
胥
」
と
し
、
王
貽
�
も
直
前
に

「
降
雨
七
日
」
と
あ
る
こ
と
や
郭
注
を
参
考
に
、「
骨
」
字
は

「
胥
」
の
誤
り
で
あ
り
、
漢
代
以
降
、「
胥
」
に
は
異
体
字
が
多

く
、
い
ず
れ
も
「
骨
」
字
に
近
い
と
指
摘
す
る
。
一
方
、
陳
逢

衡
は
西
征
中
に
死
ん
だ
「
軍
士
」
を
こ
の
地
で
埋
骨
し
た
こ
と

を
指
す
と
し
、「
骨
」
の
ま
ま
で
よ
い
と
す
る
。『
穆
天
子
伝
』

に
は
「
己
亥
、
天
子
東
歸
、
六
師
□
起
。
庚
子
至
于
□
之
山
、

而
休
以
待
六
師
之
人
」（3.2b.6

）、「
曰
天
子
五
日
休
於
澡
澤

之
上
、
以
待
六
師
之
人
」（4.3b.4

）
と
、
穆
王
が
「
六
師
」

を
待
つ
記
事
が
あ
り
、
こ
れ
と
郭
注
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、

穆
王
は
「
六
師
之
人
」「
六
師
之
屬
」
よ
り
か
な
り
先
に
進
ん

で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
待
」

と
い
う
字
が
使
わ
れ
て
お
り
、
何
故
本
句
で
の
み
「
胥
」
と
い

『
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う
字
が
使
わ
れ
た
の
か
と
い
う
疑
問
は
残
る
が
、
こ
こ
で
は
ひ

と
ま
ず
洪
頤
�
ら
に
従
う
こ
と
と
す
る
。

（
11
）
「
長
肱
」
に
つ
い
て
、
郭
璞
は
『
山
海
経
』
海
外
南
経
に

見
え
る
長
臂
国
の
人
と
解
す
る
が
、
丁
謙
は
郭
注
を
誤
り
と
し

て
、
当
地
の
酋
長
の
名
と
す
る
。
顧
実
は
『
山
海
経
』
大
荒
南

経
に
「
有
張
弘
之
國
、
在
海
上
捕
魚
」、
海
外
南
経
に
「
長
臂

國
捕
魚
水
中
」
と
見
え
る
「
張
弘
之
國
」「
長
臂
國
」
と
本
句

の
「
長
肱
」
と
を
同
一
国
と
し
、
下
文
に
「
爲
周
室
主
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
、「
長
肱
」
も
赤
烏
氏
の
長
綽
と
同
様
、
周
王
室

と
通
婚
関
係
に
あ
っ
た
と
推
測
す
る
。
一
方
、
王
貽
�
は
下
文

に
「
爲
周
室
主
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
長
肱
は
周
室
と
同
姓
のママ

穆
王
の
臣
下
、
或
い
は
前
段
﹇
四
﹈
に
見
え
る
「
赤
烏
長
季

綽
」（
長
綽
）
の
後
裔
（
王
貽
�
は
姫
姓
と
す
る
）
で
あ
ろ
う

と
指
摘
す
る
。
少
な
く
と
も
「
長
肱
」
は
、
文
脈
か
ら
個
人
名

と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
を
他
の
文
献
に
見
え
る
特
定
の
集
団
名
と

す
る
説
に
は
従
い
が
た
い
。
ま
た
『
穆
天
子
伝
』
に
お
い
て
、

西
方
諸
集
団
の
名
は
「《
集
団
名
》
＋
氏
」、
そ
の
領
袖
は

「《
集
団
名
》
＋
個
人
名
」「《
集
団
名
》
之
人
＋
個
人
名
」
と
表

記
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
（
末
尾
【
表
一
】
参
照
）、「
長
肱
」
は

こ
れ
ら
と
そ
の
用
法
を
大
き
く
異
に
す
る
。
さ
ら
に
、
西
方
諸

集
団
の
多
く
は
、
穆
王
に
「
觴
」
し
、
酒
や
動
植
物
を
献
じ
、

こ
れ
に
よ
っ
て
、
穆
王
か
ら
賞
賜
さ
れ
、
こ
れ
を
「
膜
拜
」
し

て
受
け
て
い
る
が
、「
長
肱
」
に
つ
い
て
は
そ
う
い
っ
た
記
述

が
一
切
見
ら
れ
ず
、
穆
王
か
ら
た
だ
「
封
」
ぜ
ら
れ
て
い
る
だ

け
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
も
他
の
西
方
諸
集
団
と
は
状
況

が
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
か
ら
考

え
る
に
、「
長
肱
」
と
は
周
王
朝
側
の
人
物
と
見
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
穆
王
が
「
�
水
之
西
河
」
に
「
封
」
じ
た
こ
と
に
つ
い

て
は
、『
山
海
経
』
海
内
経
に
「
西
南
�
水
之
�
、
有
都
廣
之

野
、
后
稷
葬
焉
」
と
あ
る
よ
う
に
、
黒
水
の
ほ
と
り
に
周
族
の

始
祖
后
稷
が
埋
葬
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
場
所
が
あ
っ
た

と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
地
が
周
王
朝
と
関
係
の
深
い
場
所
で
あ

っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

「
�
水
之
西
河
」
に
つ
い
て
、
�
云
升
・
丁
謙
は
「
河
」
を

「
阿
」
の
誤
り
と
す
る
が
、
顧
実
は
黄
河
の
西
河
地
方
の
よ
う

に
一
定
の
地
域
を
指
す
名
称
と
し
て
、
改
め
る
必
要
は
な
い
と

す
る
。
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
顧
実
に
従
う
。
そ
の
所
在
に
つ
い

て
は
、
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
の
地
名
と
す
る
説
と
新
疆
ウ
イ

グ
ル
自
治
区
を
流
れ
る
川
と
す
る
説
と
が
あ
る
（
殷
周
史
研
究

会
二
〇
〇
六
）。

（
12
）
「
以
爲
周
室
主
」
に
つ
い
て
は
、
巻
二
﹇
一
﹈
注（
３
）及

び
﹇
四
﹈
注（
１１
）を
参
考
に
、
穆
王
が
「
長
肱
」
を
「
�
水
之

史
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西
河
」
に
「
封
」
じ
て
、
こ
れ
を
「
周
室
」
の
祭
祀
の
主
宰
者

と
し
、
そ
の
地
を
統
べ
さ
せ
た
こ
と
を
述
べ
た
も
の
と
解
し
て

お
く
。
こ
こ
で
「
長
肱
」
を
「
周
室
主
」
と
し
た
理
由
に
つ
い

て
は
、「
長
肱
」
が
周
王
室
と
通
婚
関
係
に
あ
る
と
す
る
説

（
顧
実
）
や
周
室
と
同
姓
の
穆
王
の
臣
下
と
す
る
説
（
王
貽

�
）
な
ど
が
あ
る
が
、
不
明
（
本
段
注（
１１
）参
照
）。

（
13
）
「
是
曰
留
骨
之
邦
」
に
つ
い
て
、
郭
璞
は
「
因
以
名
之
」

と
注
し
、
上
文
の
「
天
子
留
骨
六
師
之
屬
」
に
因
ん
で
命
名
さ

れ
た
と
解
す
。
ま
た
、
本
段
注（
１０
）で
触
れ
た
上
文
の
「
留

骨
」
を
「
留
胥
」
に
変
え
た
諸
氏
も
本
句
の
「
留
骨
之
邦
」
を

「
留
胥
之
邦
」
に
改
め
て
い
る
。
一
方
、
小
川
琢
治
は
前
文
の

「
天
子
留
骨
六
師
之
屬
」
の
「
留
骨
」
を
「
留
胥
」
の
誤
り
と

す
る
が
、
本
句
の
「
留
骨
」
に
つ
い
て
は
巻
五
に
見
え
る
「
留

昆
歸
玉
百
枝
」（5.1a.6

）
の
「
留
昆
」
の
こ
と
で
あ
り
、「
骨
」

は
「
昆
」
の
異
字
で
、「
骨
」
の
ま
ま
で
よ
い
と
す
る
。『
穆
天

子
伝
』
で
は
「
是
曰
」
と
い
う
表
現
が
１９
例
あ
る
が
（
本
段

【
表
】
参
照
）、
②
「
樂
池
」、
③
「
竹
林
」、
④
「
虎
牢
」
な
ど

は
明
ら
か
に
穆
王
の
行
為
に
因
ん
で
命
名
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

を
ふ
ま
え
れ
ば
、
郭
璞
が
注
す
る
よ
う
に
、「
留
骨
之
邦
」
も

穆
王
が
「
天
子
留
骨
六
師
之
屬
」
と
い
う
行
為
に
因
ん
で
命
名

し
た
名
称
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
訳
注
で
は
上
文
の
「
留

骨
」
を
「
留
胥
」
と
す
る
説
に
従
っ
た
の
で
、
本
句
も
「
留
胥

之
邦
」
と
改
め
て
お
く
。

【
表
】「
是
曰
」（
１９
例
）

①
於
是
降
雨
七
日
、
天
子
留
骨
六
師
之
屬
。
…
…
是
曰
留
骨
之
邦
（
本
句
、

2.4a.7

）

②
天
子
休
于
玄
池
之
上
、
乃
奏
廣
樂
三
日
而
終
。
是
曰
樂
池
。（2.5b.5

）

③
天
子
乃
樹
之
竹
。
是
曰
竹
林
。（2.5b.6

）

④
天
子
將
至
七
萃
之
士
、
曰
高
奔
戎
、
請
生
搏
虎
、
必
全
之
。
乃
生
搏
虎

而
獻
之
天
子
。
天
子
命
爲
(
而
畜
之
東
�
、
是
曰
虎
牢
。（5.3b.1

）

⑤
於
是
白
鹿
一

�
、
逸
出
走
。
…
…
天
子
丘
之
、
是
曰
五
鹿
。（6.1

a.10

）

⑥
官
人
之
□
、
是
丘
□
其
皮
、
是
曰
□
皮
□
。（6.1a.11

）

⑦
其
脯
是
曰
□
脯
。（6.1a.11

）

⑧
天
子
飮
于
)
水
之
上
、
官
人
膳
鹿
獻
之
。
天
子
美
之
、
是
曰
甘
。（6.1

a.13

）

⑨
癸
酉
、
天
子
南
祭
、
白
鹿
于
)
□
。
乃
西
飮
于
草
中
、
大
奏
廣
樂
、
是

曰
樂
人
。（6.1b.2

）

⑩
甲
戌
、
天
子
西
北
□
姫
姓
也
。
盛
柏
之
子
也
。
天
子
賜
之
上
姫
之
長
。

是
曰
盛
門
。（6.1b.5

）

⑪
天
子
乃
爲
之
臺
、
是
曰
重
璧
之
臺
。（6.1b.6

）

⑫
盛
姫
求
飮
。
天
子
命
人
取
漿
而
給
。
是
曰
壺

。（6.1b.9

）

『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
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⑬
天
子
西
至
于
重
璧
之
臺
、
盛
姫
告
病
□
、
天
子
哀
之
。
是
曰
哀
次
。

（6.1b.11

）

⑭
天
子
乃
周
姑
�
之
水
、
以
圜
喪
車
。
是
曰
圜
車
。（6.3b.10

）

⑮
爲
盛
姫
諡
曰
哀
淑
人
。
天
子
名
之
、
是
曰
哀
淑
之
丘
。（6.4b.8

）

⑯
乙
丑
、
天
子
東
征
舍
于
五
鹿
、
叔

思
哭
。
是
曰
女

之
丘
。（6.4

b.10

）

⑰
丁
卯
、
天
子
東
征
釣
于
)
水
。
以
祭
淑
人
、
是
曰
祭
丘
。（6.4b.12

）

⑱
己
巳
、
天
子
東
征
、
食
馬
于
)
水
之
上
。
乃
鼓
之
棘
。
是
曰
馬
主
。

（6.4b.13

）

⑲
庚
辰
、
舍
于
茅
尺
。
於
是
�
祀
、
除
喪
始
樂
、
素
服
而
歸
。
是
曰
素
氏
。

（6.5a.8

）

（
*
田
章
人
）

﹇
六
﹈原

文
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辛
卯
、
天
子
北
征
、
東
還
、
乃
循
�
水
。

16

癸
巳
、
至
于
羣
玉
之
山
（
1
）〔

即
山
海
經
玉
山
、
西
王
母
所
居
者
〕。

容
成
氏
之
所
守
（
2
）
。
曰
、
羣
玉
田
山
□
知
（
3
）
、
阿
平
無
險
〔
言
邊

無
險
阻
也
〕、
四
徹
中
繩
（
4
）〔

言
皆
平
直
〕、
先
王
之
所
謂
�
府
（
5
）

〔
言
往
古
帝
王
以
爲
藏
書
�
之
府
。
所
謂
藏
之
名
山
者
也
〕。
寡
草

木
而
無
鳥
獸
〔
言
純
玉
石
也
〕。
爰
有
□
木
、
西
膜
之
所
謂
□
。

天
子
於
是
攻
其
玉
石
、
取
玉
版
三
乘
（
6
）
、
玉
器
・
服
物
（
7
）〔

環
・

珮
之
屬
〕、
載
玉
萬
隻
（
8
）〔

雙
玉
爲

、
半

爲
隻
。
見
左
氏
傳
〕。

天
子
四
日
休
羣
玉
之
山
〔
休
、
遊
息
也
〕、
乃
命
!
侯
待
攻
玉

者
（
9
）〔

留
待
之
也
。
!
、
今
廣
平
襄
國
縣
〕。

17

孟
秋
丁
酉
、
天
子
北
征
。
□
之
人
潛
�
（
10
）〔

潛
�
、
名
也
〕、
觴

天
子
于
羽
陵
之
上
（
11
）
、
乃
獻
良
馬
・
牛
・
羊
。
天
子
以
其
邦
之

攻
玉
石
也
、
不
受
其
牢
（
12
）〔

重
愼
費
其
牢
牲
禮
也
〕。
柏
夭
曰
、

□
氏
、
檻
□
之
後
也
（
13
）
。
天
子
乃
賜
之
黄
金
之
嬰
三
六
（
14
）〔

即
盂

也
。
徐
州
謂
之
嬰
〕、
朱
三
百
裹
。
潛
�
乃
膜
拜
而
受
。

訓

読

ゆ

め
ぐ

15

辛
卯
、
天
子
北
の
か
た
征
き
、
東
の
か
た
還
り
、
乃
ち
�
水

し
た
が

に
循
う
。

16

癸
巳
、
羣
玉
の
山
に
至
る
〔
即
ち
『
山
海
經
』（
西
山
經
）
の
玉

山
、
西
王
母
の
居
す
る
所
の
者
な
り
〕。
容
成
氏
の
守
る
所
。
曰

く
、「
羣
玉
田
〈
之
〉
山
…
…
知
、
阿
は
平
ら
か
に
し
て
險

あ
た
り

無
く
〔
邊
に
險
阻
無
き
を
言
う
な
り
〕、
四
徹
す
る
こ
と
中
繩

た
り
〔
皆
な
平
直
な
る
を
言
う
〕、
先
王
の
所
謂
�
府
な
り

〔
往
古
の
帝
王
の
以
て
書
�
を
藏
す
る
の
府
と
爲
す
を
言
う
。
所
謂

す
く

之
を
名
山
に
藏
す
る
者
な
り
〕。
草
木
寡
な
く
し
て
、
鳥
獸
無

も
っ
ぱ

こ
こ

し
〔
純
ら
玉
石
の
み
あ
る
を
言
う
な
り
〕。
爰
に
…
…
木
有
り
、

史
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お
さ

西
膜
の
所
謂
…
…
」
と
。
天
子
是
に
於
い
て
其
の
玉
石
を
攻

め
し
め
、
玉
版
三
乘
、
玉
器
・
服
物
を
取
り
〔
環
・
珮
の
屬

か
く

な
り
〕、
玉
萬
隻
を
載
す
〔
雙
玉
を

と
爲
し
、
半

を
隻
と
爲

す
。『
左
氏
傳
』
に
見
ゆ
〕。
天
子
、
四
日
羣
玉
の
山
に
休
み

お
さ

〔
休
は
遊
息
な
り
〕、
乃
ち
!
侯
に
命
じ
て
玉
を
攻
む
る
者
を

待
た
し
む
〔
留
ま
り
て
之
を
待
つ
な
り
。
!
は
今
の
廣
平
襄
國
縣

な
り
〕。

せ
ん
じ

17

孟
秋
丁
酉
、
天
子
北
の
か
た
征
く
。
…
…
の
人
潛
�
〔
潛
�

し
ょ
う

は
名
な
り
〕、
天
子
に
羽
陵
の
上
に
觴
し
、
乃
ち
良
馬
・
牛
・

お
さ

羊
を
獻
ず
。
天
子
、
其
の
邦
の
玉
石
を
攻
む
る
を
以
て
、
其

の
牢
を
受
け
ず
〔
其
の
牢
牲
を
費
や
す
の
禮
を
重
愼
す
る
な
り
〕。

柏
夭
曰
く
、「
…
…
氏
は
檻
…
…
の
後
な
り
」
と
。
天
子
乃

ち
之
に
黄
金
の
嬰
三
六
〔
即
ち
盂
な
り
。
徐
州
は
之
を
嬰
と
謂

か

う
〕、
朱
三
百
裹
を
賜
う
。
潛
�
乃
ち
膜
拜
し
て
受
く
。

現
代
語
訳

15

辛
卯


、
天
子
は
北
に
向
か
っ
て
行
き
、
東
に
向
か
っ
て
進

路
を
変
え
、
そ
し
て
黒
水
に
沿
っ
て
進
ん
だ
。

16

癸
巳
�
、
群
玉
の
山
に
到
着
し
た
。
こ
こ
は
容
成
氏
の
守
る

所
で
あ
る
。（
柏
夭
は
）「
群
玉
の
山
…
…
知
、
山
腹
は
平
坦

で
険
し
い
凹
凸
も
無
く
、
四
方
の
麓
へ
真
っ
直
ぐ
に
の
び
て

お
り
、
先
王
た
ち
の
言
っ
て
い
た
�
冊
府
�
で
あ
り
ま
す
。

草
木
は
少
な
く
、
鳥
獣
も
お
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
は
…
…
木

が
あ
り
、
西
方
で
言
う
と
こ
ろ
の
…
…
」
と
言
っ
た
。
天
子

は
こ
こ
で
玉
石
を
加
工
さ
せ
、（
そ
の
結
果
と
し
て
、
書
写

材
と
す
る
）
玉
版
を
車
三
台
分
、（
圭
・
璧
な
ど
の
）
玉
器

と
（
佩
玉
な
ど
の
）
服
飾
品
を
得
て
、
玉
一
万
隻
を
（
車

に
）
積
み
込
む
こ
と
と
な
っ
た
。
天
子
は
四
日
間
群
玉
の
山

で
休
み
、
そ
こ
で
!
侯
に
命
じ
て
玉
を
加
工
す
る
者
（
が
仕

事
を
終
え
る
の
）
を
待
た
せ
た
。

17

孟
秋
丁
酉
�
、
天
子
は
北
に
向
か
っ
て
行
っ
た
。
…
…
の
領

し
ょ
う

袖
の
潛
�
は
、
天
子
を
羽
陵
の
上
で
觴
の
儀
礼
で
も
て
な
し
、

良
馬
と
牛
と
羊
を
献
じ
た
。
天
子
は
こ
の
邦
が
玉
石
を
加
工

し
て
く
れ
た
こ
と
を
理
由
に
、
そ
の
牢
（
献
じ
ら
れ
た
良
馬

と
牛
と
羊
）
を
受
け
取
ら
な
か
っ
た
。
柏
夭
は
「
…
…
氏
は

檻
…
…
の
後
裔
で
す
」
と
言
っ
た
。
天
子
は
そ
こ
で
、
こ
れ

に
黄
金
の
嬰
十
八
、
朱
砂
三
百
袋
を
賜
っ
た
。
潛
�
は
膜
拝

の
礼
を
し
て
受
け
た
。

注

釈

（
1
）
「
羣
玉
之
山
」
に
つ
い
て
の
郭
注
は
『
山
海
経
』
西
山
経

の
「
玉
山
、
是
西
王
母
所
居
也
」
と
い
う
記
述
に
基
づ
く
も
の

『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
二
〕

一
七
一
（
一
七
一
）



と
思
わ
れ
る
。
郭
璞
は
同
大
荒
西
経
の
注
で
「
西
王
母
雖
以
昆

侖
之
宮
、
亦
自
有
離
宮
・
別
窟
・
遊
息
之
處
、
不
專
住
一
山

也
」
と
し
て
お
り
、「
羣
玉
之
山
」
も
西
王
母
の
居
所
の
一
つ

で
あ
る
と
見
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、『
穆
天
子
伝
』

に
お
い
て
西
王
母
が
登
場
す
る
の
は
巻
三
の
冒
頭
で
、
そ
の
場

所
は
巻
二
末
尾
に
見
え
る
「
西
王
母
之
邦
」（2.5b.12

）
で
あ

り
、
こ
れ
は
巻
四
に
「
自
羣
玉
之
山
以
西
至
于
西
王
母
之
邦
三

千
里
」（4.4b.6

）
と
あ
る
よ
う
に
、「
羣
玉
之
山
」
の
西
方
三

千
里
の
地
で
あ
る
。「
羣
玉
之
山
」
の
地
望
に
つ
い
て
は
、
中

国
西
境
の
パ
ミ
ー
ル
高
原
や
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
莎
車
県
西

南
の
密
爾
岱
山
な
ど
に
比
定
す
る
説
、
甘
粛
省
酒
泉
市
付
近
の

嘉
峪
山
や
祁
連
山
脈
の
一
山
、
河
西
回
廊
を
は
さ
ん
で
北
側
の

合
黎
山
・
龍
首
山
な
ど
に
比
定
す
る
説
が
あ
る
（
殷
周
史
研
究

会
二
○
○
六
）。

（
2
）
「
容
成
氏
」
は
、
も
と
「
容
□
氏
」
に
作
っ
て
い
た
も
の

を
洪
頤
�
が
『
太
平
御
覧
』
巻
六
一
八
に
引
く
『
穆
天
子
伝
』

の
記
述
に
よ
っ
て
改
め
た
も
の
で
あ
り
、
ひ
と
ま
ず
こ
れ
に
し

た
が
う
。「
容
成
氏
」
は
、『
荘
子
』

篋
篇
に
「
子
獨
不
知
至

�
之
世
乎
。
昔
者
容
成
氏
・
大
庭
氏
・
伯
皇
氏
・
中
央
氏
・
栗

陸
氏
・
驪
畜
氏
・
軒
轅
氏
・
赫
胥
氏
・
尊
盧
氏
・
祝
融
氏
・
伏

犧
氏
・
神
農
氏
。
當
是
時
也
、
民
結
繩
而
用
之
、
甘
其
食
、
美

其
服
、
樂
其
俗
、
安
其
居
。
鄰
國
相
望
、
+
狗
之
音
相
聞
、
民

至
老
死
而
不
相
往
來
。
若
此
之
時
、
則
至
治
已
」
と
あ
り
、
古

の
帝
王
の
一
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚

竹
書
に
『
容
成
氏
』（
原
字
は
「
訟
城
,
」
に
作
る
）
と
い
う

原
題
を
有
す
る
篇
が
あ
る
。
そ
の
名
は
第
五
十
三
簡
背
面
の
篇

題
に
見
え
る
だ
け
で
、
本
文
の
現
存
す
る
部
分
に
は
な
い
も
の

の
、
冒
頭
の
古
の
帝
王
を
列
挙
す
る
部
分
が
、
前
引
『
荘
子
』

篋
篇
の
文
に
似
て
お
り
、
脱
落
し
た
篇
首
部
分
に
も
「
容
成

氏
（
訟
城
,
）」
の
文
字
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
上

海
博
物
館
二
○
○
二
）。
こ
の
ほ
か
、『
呂
氏
春
秋
』
審
分
覧
勿

躬
、『
淮
南
子
』
本
経
訓
・
脩
務
訓
、『
列
子
』
湯
問
篇
、『
列

仙
伝
』
巻
上
容
成
公
、
馬
王
堆
漢
墓
帛
書
『
十
問
』（
馬
王
堆

帛
書
一
九
八
五
）
な
ど
に
は
、
暦
法
の
創
造
者
や
仙
人
と
し
て

「
容
成
氏
」「
容
成
」「
容
成
子
」「
容
成
公
」
の
名
が
見
え
る
。

「
所
守
」
に
つ
い
て
、
同
様
の
表
現
が
巻
四
に
「
爰
有
采
石

之
山
、
重

氏
之
所
守
」（4.1a.11

）
と
あ
る
。「
重

氏
」
は

そ
の
下
文
に
「
天
子
命
重

氏
共
食
天
子
之
屬
」（4.1b.2

）

と
あ
る
よ
う
に
、
穆
王
が
訪
れ
た
時
点
で
「
采
石
之
山
」
を
守

っ
て
い
た
人
々
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
の
「
容
成

氏
」
も
過
去
の
存
在
で
は
な
く
、
こ
の
時
点
で
「
羣
玉
之
山
」

を
守
っ
て
い
る
人
々
を
指
し
、
下
文
の
「
□
之
人
（
潛
�
）」

史
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「
□
氏
（
檻
□
之
後
也
）」
が
こ
れ
に
あ
た
る
可
能
性
が
考
え
ら

れ
よ
う
（
本
段
注（
１０
）（
１３
）
参
照
）。
顧
実
は
上
古
の
帝
王
の

末
裔
が
周
代
に
至
っ
て
も
な
お
西
方
に
あ
っ
た
も
の
と
解
し
て

い
る
が
、『
穆
天
子
伝
』
に
お
け
る
「
容
成
氏
」
と
、
他
の
文

献
に
見
え
る
「
容
成
氏
」
に
、
い
か
な
る
関
連
が
あ
る
か
は
明

確
に
し
が
た
い
。
な
お
、
銭
伯
泉
は
、「
容
成
」
と
は
「
葉
爾

羌
」「
也
里
虔
」
な
ど
と
表
記
さ
れ
る
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区

の
莎
車
県
、
葉
城
県
付
近
の
地
域
名
、
あ
る
い
は
河
川
名
で
あ

る
「
ヤ
ル
カ
ン
ド
」
の
音
訳
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
（
銭
伯

泉
一
九
八
二
）。

（
3
）
こ
こ
の
「
曰
」
以
下
「
西
膜
之
所
謂
□
」
ま
で
は
、
柏
夭

の
発
言
と
見
て
お
く
（
巻
二
﹇
二
﹈
注（
３
）参
照
）。

「
羣
玉
田
山
□
知
」
に
つ
い
て
、
陳
逢
衡
は
「
田
」
は
「
之
」

の
誤
り
、「
□
知
」
は
衍
字
と
す
る
。
本
段
上
文
、
下
文
、
及

び
巻
四
の
２
例
（4.4b.5

、4.4b.6

）
の
計
４
例
は
、
全
て

「
羣
玉
之
山
」
に
作
る
こ
と
か
ら
、
ひ
と
ま
ず
「
田
」
は
「
之
」

の
誤
り
と
見
て
お
く
。

（
4
）
「
阿
」
は
山
の
側
面
を
い
い
（
巻
一
﹇
一
﹈
注（
７
）参
照
）、

こ
こ
で
は
山
腹
と
解
す
。「
徹
」
は
、『
左
伝
』
昭
公
二
年
「
徹

命
於
執
事
」
の
杜
注
に
「
徹
、
達
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、

「
達
」
に
通
じ
る
。「
中
繩
」
と
は
、『
荀
子
』
勧
学
篇
に
「
木

あ
た

直
中
繩
」
と
あ
る
よ
う
に
、
ピ
ン
と
張
っ
た
墨
縄
に
中
る
、
す

な
わ
ち
真
っ
直
ぐ
な
さ
ま
を
い
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、

「
阿
平
無
險
、
四
徹
中
繩
」
と
は
、
山
腹
が
平
坦
で
険
し
い
凹

凸
も
無
く
、
四
方
の
麓
ま
で
真
っ
直
ぐ
に
の
び
て
い
る
さ
ま
を

い
う
の
で
あ
ろ
う
。

（
5
）
「
先
王
」
に
つ
い
て
、
郭
璞
は
こ
れ
を
「
往
古
帝
王
」
と

見
て
い
る
よ
う
だ
が
、『
穆
天
子
伝
』
に
お
け
る
「
先
王
」
は

穆
王
よ
り
前
の
周
王
を
指
す
も
の
と
解
さ
れ
、「
先
王
之
所

謂
」
と
は
「
先
代
の
周
王
た
ち
の
伝
え
る
と
こ
ろ
の
」
と
い
う

意
味
の
表
現
で
あ
ろ
う
（
巻
二
﹇
三
﹈
注（
６
）参
照
）。

「
�
」
は
も
と
「
策
」
に
作
っ
て
い
た
も
の
を
、
洪
頤
�
が

『
文
選
』
巻
二
十
六
謝
玄
暉
「
郡
内
高
齋
閑
坐
答
呂
法
曹
」
の

注
に
引
く
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
改
め
た
も
の
で
あ
る
。「
�
」

「
策
」
は
通
用
し
、
い
ず
れ
も
書
�
の
意
で
あ
り
、「
府
」
は

『
説
文
』
九
篇
下
广
部
に
「
文
書
藏
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

「
�
府
」
と
は
、
文
書
・
書
冊
の
保
管
庫
と
解
し
う
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
、
王
貽
�
は
戦
国
時
代
の
人
の
想
像
の
産
物
で
あ
る

と
す
る
。
時
代
は
下
る
が
、『
史
記
』
太
史
公
自
序
に
「
凡
百

三
十
篇
、
五
十
二
萬
六
千
五
百
字
、
爲
太
史
公
書
。
序
略
、
以

拾
遺
補
�
、
成
一
家
之
言
、
厥
協
六
經
異
傳
、
整
齊
百
家
雜
語
、

藏
之
名
山
、
副
在
京
師
、
俟
後
世
聖
人
君
子
」
と
あ
る
よ
う
に
、

『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
二
〕

一
七
三
（
一
七
三
）



司
馬
遷
は
『
史
記
』
の
原
本
を
名
山
に
収
蔵
し
て
お
り
、
後
世

に
残
し
た
い
重
要
な
文
書
を
山
岳
に
保
存
す
る
と
い
う
発
想
が

存
在
し
た
よ
う
で
あ
る
。

（
6
）
「
玉
版
」
に
つ
い
て
、「
版
」
字
は
洪
頤
�
が
『
山
海
経
』

西
山
経
注
に
引
く
と
こ
ろ
に
よ
り
補
っ
た
も
の
。『
史
記
』
太

史
公
自
序
に
「
周
道
廢
、
秦
撥
去
古
文
、
焚
滅
詩
書
。
故
明
堂

石
室
金
匱
玉
版
圖
籍
散
亂
」
と
あ
り
、
そ
の
集
解
に
「
如
淳
曰
、

刻
玉
版
以
爲
文
字
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
玉
版
」
と
は
書
写
材

と
し
て
加
工
さ
れ
た
玉
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
一
九
六
五
年
に

山
西
省
侯
馬
市
か
ら
出
土
し
た
、
春
秋
時
代
晩
期
の
も
の
と
さ

れ
る
侯
馬
盟
書
は
、
２０
〜
３０
㎝
ほ
ど
の
細
長
い
玉
製
の
器
物
に

書
か
れ
て
お
り
（
山
西
省
文
物
工
作
委
員
会
二
○
○
六
）、
玉

が
実
際
に
書
写
材
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
王
天

海
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
書
写
材
の
産
地
で
あ
る
こ

と
も
、「
羣
玉
之
山
」
が
「
�
府
」
と
さ
れ
た
理
由
で
あ
ろ
う

か
。「
三
乘
」
は
車
三
台
分
と
解
す
。

（
7
）
玉
製
の
器
物
に
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が
あ
る
こ
と
は
、
出
土

遺
物
か
ら
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。「
玉
器
」
に
つ
い
て
、『
周

礼
』
春
官
典
瑞
に
「
典
瑞
掌
玉
瑞
・
玉
器
之
藏
」
と
あ
り
、
鄭

注
は
「
人
執
以
見
曰
瑞
、
禮
神
曰
器
」
と
し
て
、
玉
製
の
器
物

の
う
ち
、
会
見
に
あ
た
っ
て
持
参
す
る
も
の
が
「
玉
瑞
」、
神

に
対
す
る
祭
礼
に
用
い
る
も
の
が
「
玉
器
」
で
あ
る
と
見
る
。

し
か
し
、
賈
疏
は
『
儀
礼
』
聘
礼
の
記
に
「
凡
此
四
器
者
、
唯

其
所
寶
、
以
聘
可
也
」
と
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、「
人
執
亦
名

器
」、
す
な
わ
ち
、
会
見
に
持
参
す
る
も
の
も
「
玉
器
」
と
い

う
場
合
が
あ
る
と
し
て
い
る
。『
儀
礼
』
の
鄭
注
は
、
こ
の

「
四
器
」
に
つ
い
て
「
謂
圭
・
璋
・
璧
・

」
と
す
る
。
林
巳

奈
夫
に
よ
れ
ば
、
圭
・
璋
・
璧
・

は
い
ず
れ
も
、
神
を
祭
る

も
の
と
し
て
も
、
会
見
に
持
参
す
る
も
の
と
し
て
も
用
い
ら
れ
、

例
え
ば
、
同
じ
「
圭
」
の
名
が
つ
く
器
物
で
あ
っ
て
も
、
形
や

大
き
さ
、
用
い
ら
れ
た
時
代
に
よ
っ
て
用
途
が
分
か
れ
る
と
い

う
（
林
巳
奈
夫
一
九
九
一
）。『
穆
天
子
伝
』
で
は
、
巻
一
に

「
天
子
授
河
宗
璧
。
河
宗
柏
夭
受
璧
、
西
向
�
璧
于
河
」（1.2

b.10

）
と
あ
り
、
河
水
（
あ
る
い
は
そ
の
神
と
し
て
の
河
伯
）

を
祭
る
の
に
璧
を
用
い
、
巻
三
に
「
天
子
賓
于
西
王
母
、
乃
執

白
圭
・
玄
璧
以
見
西
王
母
」（3.1a.6

）
と
あ
り
、
西
王
母
と
の

会
見
で
圭
や
璧
を
用
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
本
句

の
「
玉
器
」
は
、
用
途
と
し
て
は
広
義
に
解
し
、
形
状
と
し
て

は
圭
や
璧
な
ど
の
類
を
指
す
も
の
と
見
て
お
く
。

一
方
の
「
服
物
」
は
、『
呂
氏
春
秋
』
孟
春
紀
孟
春
に
「
服

青
玉
」
と
あ
り
、
高
誘
注
に
「
服
、
佩
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

郭
注
に
「
環
・
珮
之
屬
」
と
い
う
通
り
、
玉
環
や
佩
玉
な
ど
の

史
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直
接
身
に
つ
け
る
服
飾
品
の
汎
称
で
あ
ろ
う
。
林
に
よ
る
と
、

こ
う
し
た
服
飾
品
で
あ
っ
て
も
、
形
状
に
応
じ
た
象
徴
的
・
呪

術
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
（
林
一
九
九
一
）。

な
お
、
巻
四
に
「
丁
酉
、
天
子
升
于
采
石
之
山
。
於
是
取
采

石
焉
。
天
子
使
重

之
民
鑄
以
成
器
于
�
水
之
上
。
器
・
服

物
・
佩
好
無
疆
」（4.1b.3

）
と
あ
り
、
こ
ち
ら
で
は
「
采
石
」

を
用
い
て
本
句
と
同
様
の
器
物
を
作
製
さ
せ
て
い
る
。

（
8
）
「
萬
隻
」
と
は
採
取
し
た
玉
の
数
量
と
見
ら
れ
る
。「
隻
」

の
用
例
は
他
に
、「
白
玉
□
隻
」（2.1b.10

）、「
佩
玉
一
隻
」

（3.3a.9

）、「
銀
烏
一
隻
」（4.1b.9
）、「

佩
百
隻
」（4.3a.7

）、

「
佩
玉
一
隻
」（4.3b.1

）
な
ど
が
あ
り
、
主
に
玉
を
数
え
る
単

位
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
郭
注
に
「
雙
玉
爲

、
半

爲

隻
。
見
左
氏
傳
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
『
左
伝
』
の
本
文
で
は

な
く
、
荘
公
十
八
年
「
皆
賜
玉
五

」
の
杜
注
に
「
雙
玉
爲

。

音
角
、
字
又
作
-
」
な
ど
と
あ
る
の
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ

る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
二
つ
一
組
に
し
た
も
の
は
「

」
と
い

う
よ
う
で
あ
る
（
巻
二
﹇
二
﹈
注（
８
）参
照
）。

（
9
）
「
!
侯
」
は
西
征
に
随
行
し
て
い
る
「
諸
侯
」（2.5a.9

、

3.2a.10

）
の
一
人
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
西
征
中
の
こ
と
で

は
な
い
が
、
巻
六
に
「
!
侯
・
曹
侯
來
弔
」（6.3b.11

）
と
あ

り
、
盛
姫
が
亡
く
な
っ
た
際
、
弔
問
の
た
め
に
穆
王
の
も
と
に

参
じ
て
い
る
。
!
国
は
『
左
伝
』
僖
公
二
十
四
年
に
「
昔
周
公

弔
二
叔
之
不
咸
、
故
封
建
親
戚
以
蕃
屏
周
。
…
…
凡
・
.
・

!
・
茅
・
胙
・
祭
、
周
公
之
胤
也
」
と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
、
成

王
期
に
周
公
の
子
が
封
ぜ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の

所
在
に
つ
い
て
、
文
献
で
は
二
つ
の
説
が
あ
る
。
一
つ
は
郭
注

に
あ
る
「
廣
平
襄
國
縣
」
と
す
る
説
で
、『
晋
書
』
地
理
志
に

「
廣
平
郡
…
…
襄
國
、
故
!
侯
國
都
」
と
あ
り
、
現
在
の
河
北

省
!
台
市
に
あ
た
る
。
も
う
一
つ
は
、『
続
漢
書
』
郡
国
志
に

「
平
睾
有
!
丘
、
故
!
國
、
周
公
子
所
封
」
と
あ
る
「
!
丘
」

と
す
る
説
で
、
現
在
の
河
南
省
焦
作
市
温
県
の
東
に
あ
た
る
。

西
周
期
の
!
国
の
痕
跡
を
含
む
と
目
さ
れ
る
遺
跡
と
し
て
、
河

北
省
!
台
市
に
葛
家
荘
遺
跡
（
!
台
市
橋
西
区
南
大
郭
郷
葛
家

荘
村
）・
南
小
汪
遺
跡
（
!
台
市
橋
西
区
達
活
泉
街
道
南
小
汪

村
）
が
あ
り
、
葛
家
荘
遺
跡
か
ら
は
中
字
形
大
墓
１
基
、
甲
字

形
大
墓
４
基
を
含
む
西
周
墓
２３０
基
・
車
馬
坑
２８
基
が
発
見
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
う
ち
５
基
の
大
墓
に
つ
い
て
、
任
亜
珊
ら
は
、

そ
の
規
模
や
出
土
し
た
遺
構
・
遺
物
の
分
析
か
ら
西
周
期
の
!

侯
の
墓
地
と
推
定
し
、
河
北
!
台
こ
そ
成
王
期
に
!
侯
が
封
ぜ

ら
れ
た
地
で
あ
る
と
す
る
（
任
亜
珊
等
一
九
九
九
）。
一
方
、

尹
盛
平
や
王
輝
は
、
洛
陽
か
ら
出
土
し
た
と
さ
れ
る
《
!
侯

�
》（
集
成4241

西
周
前
期
）
を
康
王
期
の
作
と
見
て
、
成
王

『
穆
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伝
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期
に
お
け
る
!
国
の
始
封
地
は
畿
内
の
河
南
!
丘
で
あ
り
、
康

王
期
以
後
に
改
封
さ
れ
て
畿
外
の
河
北
!
台
に
遷
っ
た
も
の
と

す
る
（
尹
盛
平
一
九
九
九
、
王
輝
二
○
○
六
）。
こ
れ
に
対
し

て
陳
平
は
、
河
南
!
丘
は
封
地
で
は
な
く
、
王
臣
と
し
て
畿
内

で
執
務
す
る
!
侯
に
あ
た
え
ら
れ
た
采
邑
で
あ
る
と
見
て
い
る

（
陳
平
一
九
九
九
）。

（
10
）
「
□
之
人
潛
�
」
に
つ
い
て
、
下
文
の
「
乃
獻
良
馬
・

牛
・
羊
。
天
子
以
其
邦
之
攻
玉
石
也
、
不
受
其
牢
」
と
い
う
記

述
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、「
潛
�
」
を
領
袖
と
す
る
こ
の

「
邦
」
が
上
文
の
「
攻
玉
者
」
を
供
出
し
、
玉
の
加
工
を
行
っ

た
と
解
す
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
こ
の
「
邦
」
は
「
羣
玉
之

山
」
を
含
む
一
帯
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、

欠
字
部
分
に
は
「
羣
玉
之
山
」、
あ
る
い
は
「
容
成
」
の
字
が

あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
（
本
段
注（
２
）（
１３
）参
照
）。

（
11
）
「
羽
陵
」
の
所
在
に
つ
い
て
、
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
英

吉
沙
県
、
同
莎
車
県
、
あ
る
い
は
同
冰
達
坂
、
鉄
格
山
、
海
立

雅
山
な
ど
に
比
定
す
る
説
が
あ
る
（
殷
周
史
研
究
会
二
○
○

六
）。

（
12
）
「
牢
」
に
つ
い
て
、『
周
礼
』
天
官
宰
夫
に
「
凡
朝
覲
・
會

同
・
賓
客
、
以
牢
禮
之
�
」
と
あ
り
、
そ
の
鄭
注
に
「
牢
禮
之

法
、
多
少
之
差
及
其
時
也
。
三
牲
、
牛
・
羊
・

具
、
爲
一

牢
」
と
あ
る
よ
う
に
、
賓
客
を
も
て
な
す
な
ど
の
際
に
動
物
の

肉
を
ふ
る
ま
う
こ
と
を
「
牢
禮
」
と
い
う
。
本
句
の
「
其
牢
」

は
「
潛
�
」
が
献
じ
た
「
良
馬
・
牛
・
羊
」
を
指
す
も
の
と
思

わ
れ
る
が
、「
牢
」
は
普
通
、
牛
・
羊
・
豕
を
指
し
、
馬
は
含

ま
れ
な
い
。
し
か
し
、「
牢
」
と
は
本
来
、『
説
文
』
二
篇
上
牛

部
に
「
閑
。
養
牛
馬
之
圏
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
牛
や
馬
を
畜

養
す
る
囲
い
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
馬
を
含
め
て
畜
養
さ

れ
て
い
る
動
物
を
指
し
て
広
く
「
牢
」
と
言
っ
た
も
の
と
解
し

て
お
く
（
な
お
、
顧
実
は
本
句
の
「
良
馬
」
は
「
食
馬
」
の
誤

り
と
す
る
）。『
穆
天
子
伝
』
で
は
、
穆
王
に
献
上
さ
れ
た
動
物

は
、
通
常
そ
の
数
が
記
さ
れ
る
。
本
句
で
数
が
記
さ
れ
て
い
な

い
の
は
、
穆
王
が
こ
れ
を
受
け
と
ら
な
か
っ
た
た
め
と
考
え
ら

れ
る
。

（
13
）
「
□
氏
」
は
「
潛
�
」
や
「
攻
玉
者
」
の
属
す
る
集
団
を

指
す
も
の
と
思
わ
れ
、「
容
成
氏
」
の
可
能
性
も
あ
る
（
本
段

注（
２
）（
１０
）参
照
）。

「
檻
□
之
後
也
」
に
つ
い
て
、
小
川
琢
治
は
『
淮
南
子
』
脩

務
訓
に
「
玉
堅
無
敵
、
鏤
以
爲
獸
、
首
尾
成
形
、

諸
之
功
」

と
あ
り
、
高
誘
注
に
「

諸
、
治
玉
之
石
、
可
以
爲
錯
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
、「
□
」
に
「
諸
」
字
を
補
う
。『
淮
南
子
』
説
山

訓
に
も
「
玉
、
待

諸
而
成
器
」
と
あ
り
、
高
誘
注
に
「

諸
、

史
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攻
玉
之
石
」
と
あ
る
よ
う
に
、「

諸
」
そ
の
も
の
は
堅
い
玉

を
彫
刻
、
研
磨
し
て
加
工
す
る
の
に
用
い
る
砥
石
の
こ
と
で
あ

る
。
本
句
が
仮
に
「
檻
（

）
諸
之
後
也
」
で
あ
っ
た
と
す
れ

ば
、
か
つ
て
こ
う
し
た
砥
石
を
用
い
た
玉
の
加
工
を
業
と
し
、

そ
の
石
の
名
を
も
っ
て
呼
ば
れ
た
人
々
が
お
り
、「
潛
�
」
や

「
攻
玉
者
」
の
属
す
る
「
□
氏
（
容
成
氏
か
？
）」
は
、
そ
の
後

裔
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
に
解
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
14
）
「
嬰
」
は
、
も
と
「
罌
」
に
作
る
が
、
洪
頤
�
が
『
山
海

経
』
西
山
経
注
に
引
く
と
こ
ろ
に
よ
り
改
め
た
も
の
で
、
洪
頤

�
は
以
下
す
べ
て
の
「
罌
」
を
「
嬰
」
に
置
き
換
え
て
い
る
。

『
山
海
経
』
西
山
経
に
「
嬰
以
百
珪
・
百
璧
」
と
あ
り
、
こ
の

「
嬰
」
は
本
句
と
は
異
な
り
、
動
詞
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
、
郭
璞
は
「
嬰
、
謂
陳
之
以
環
祭
也
」
と
注
し
、

環
状
に
な
ら
べ
て
祭
る
と
い
う
意
に
解
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、

加
え
て
「
或
曰
、
嬰
即
古
罌
字
、
謂
盂
也
。
徐
州
云
。『
穆
天

子
傳
』
曰
、
黄
金
之
嬰
之
屬
也
」
と
し
て
、
本
句
の
注
と
同
様

に
「
嬰
」
が
「
罌
」
の
古
字
で
あ
り
、「
盂
」
を
指
す
と
い
う

説
を
附
し
て
い
る
。「
罌
」
は
『
説
文
』
五
篇
下
缶
部
に
「
缶

也
」
と
あ
り
、「
盂
」
は
同
五
篇
上
皿
部
に
「
飯
器
也
」
と
あ

り
、
い
ず
れ
も
容
器
の
類
で
あ
る
。
し
か
し
、「
嬰
」
は
ま
た

「

」
に
通
じ
、『
説
文
』
六
篇
下
貝
部
に
い
う
よ
う
に
、「
頸

飾
」
を
指
す
可
能
性
も
あ
り
、
い
ず
れ
と
も
決
し
が
た
い
。
な

お
、
穆
王
か
ら
「
嬰
」
が
賜
与
さ
れ
る
事
例
は
本
句
以
外
に
７

例
あ
り
、「
�
韓
之
人
無
鳧
」
に
「
黄
金
銀
嬰
四
七
」（2.5

a.13

）、「
智
氏
之
夫
」
に
「
黄
金
之
嬰
二
九
」（3.2b.13

）、

「

余
之
人
命
懷
」
に
「
黄
金
之
嬰
」（3.3a.12

）、「
諸

」
に

「
黄
金
之
嬰
」（3.3b.1

）、「
重

之
人

」
に
「
黄
金
之
嬰

二
九
」（4.1b.9

）、「
文
山
之
人
歸
遺
」
に
「
黄
金
之
嬰
二

九
」（4.2a.11

）、「
巨
蒐
之

奴
」
に
「
黄
金
之
嬰
二
九
」

（4.3a.9

）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
賜
与
さ
れ
て
い
る
（
末
尾
【
表
二
】

Ｂ
参
照
）。

（
島
田
翔
太
）

﹇
七
﹈原

文

18

戊
戌
、
天
子
西
征
。

19

辛
丑
、
至
于
剞
閭
氏
（
1
）〔

音
倚
〕。
天
子
乃
命
剞
閭
氏
供
食
六

師
之
人
〔
天
子
六
軍
。
詩
曰
、
周
王
于
邁
、
六
師
及
之
〕
于
鐵
山

之
下
（
2
）
。

20

壬
寅
、
天
子
祭
于
鐵
山
（
3
）
、
祀
于
郊
門
（
4
）
。
乃
徹
祭
器
于
剞
閭
之

人
（
5
）〔

以
祭
餘
胙
賜
之
〕。
温
歸
乃
膜
拜
而
受
〔
温
歸
、
名
也
〕。

天
子
已
祭
而
行
、
乃
遂
西
征
。

『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
二
〕

一
七
七
（
一
七
七
）



21

丙
午
、
至
于
�
韓
氏
（
6
）〔

�
、
之
然
切
〕。
爰
有
樂
野
。
温
和
、

麥
之
所
草
（
7
）〔

此
字
、
作
艸
下
早
。
疑
古
茂
字
〕、
犬
・
馬
・

牛
・
羊
之
所
昌
〔
昌
、
猶
盛
也
〕、
�
玉
之
所
□
。

22

丁
未
、
天
子
大
朝
于
平
衍
之
中
（
8
）〔

衍
、
墳
之
下
者
。
見
周
禮
〕、

乃
命
六
師
之
屬
休
。

23

己
酉
、
天
子
大
饗
正
公
・
諸
侯
・
王
吏
・
七
萃
之
士
于
平
衍

之
中
（
9
）
。
�
韓
之
人
無
鳧
、
乃
獻
良
馬
百
匹
、
服
牛
三
百
（
10
）〔

服
、

可
服
用
者
〕、
良
犬
七
千
（
11
）〔

良
、
調
習
者
〕、

牛
二
百
（
12
）
、
野
馬

三
百
、
牛
・
羊
二
千
、

麥
三
百
車
。
天
子
乃
賜
之
黄
金
銀

嬰
四
七
、
貝
帶
五
十
、
朱
三
百
裹
、
變
□
・
雕
官
（
13
）
。
無
鳧
上

下
乃
膜
拜
而
受
（
14
）〔

疑
古
上
下
字
。
今
、
夷
狄
官
多
復
名
〕。

訓

読

ゆ

18

戊
戌
、
天
子
西
の
か
た
征
く
。

い
り
ょ

19

辛
丑
、
剞
閭
氏
に
至
る
〔
音
は
倚
〕。
天
子
乃
ち
剞
閭
氏
に
命

じ
て
食
を
六
師
の
人
に
〔
天
子
の
六
軍
。『
詩
』（
大
雅
�
樸
）

こ
こ

す
す

に
曰
く
「
周
王
于
に
邁
み
、
六
師
之
に
及
ぶ
」
と
〕
鐵
山
の
下
に

供
せ
し
む
。

20

壬
寅
、
天
子
鐵
山
に
祭
り
、
郊
門
に
祀
る
。
乃
ち
祭
器
を
剞

て
つ

閭
の
人
に
徹
せ
し
む
〔
祭
の
餘
胙
を
以
て
之
に
賜
う
〕。
温
歸

乃
ち
膜
拜
し
て
受
く
〔
温
歸
は
名
な
り
〕。
天
子
已
に
祭
り
て

行
き
、
乃
ち
遂
に
西
の
か
た
征
く
。

せ
ん
か
ん

こ
こ

21

丙
午
、
�
韓
氏
に
至
る
〔
�
は
之
然
の
切
〕。
爰
に
樂
野
有
り
。

お

温
和
に
し
て

麥
の
草
う
る
所
〔
此
の
字
、
艸
下
を
早
に
作
る
。

さ
か

疑
う
ら
く
は
古
の
茂
字
な
ら
ん
〕、
犬
・
馬
・
牛
・
羊
の
昌
え

る
所
〔
昌
は
猶
お
盛
の
ご
と
き
な
り
〕、
�
玉
の
…
…
す
る
所

な
り
。

ひ
く

22

丁
未
、
天
子
平
衍
の
中
に
大
朝
し
〔
衍
は
墳
の
下
き
者
。『
周

禮
』
に
見
ゆ
〕、
乃
ち
六
師
の
屬
に
命
じ
て
休
ま
し
む
。

23

己
酉
、
天
子
大
い
に
正
公
・
諸
侯
・
王
吏
・
七
萃
の
士
を
平

む

ふ

衍
の
中
に
饗
す
。
�
韓
の
人
無
鳧
、
乃
ち
良
馬
百
匹
、
服
牛

三
百
〔
服
は
服
用
す
べ
き
者
な
り
〕、
良
犬
七
千
〔
良
は
調
習
せ

ら
る
る
者
な
り
〕、

牛
二
百
、
野
馬
三
百
、
牛
・
羊
二
千
、

麥
三
百
車
を
獻
ず
。
天
子
乃
ち
之
に
黄
金
銀
嬰
四
七
、
貝

か

帶
五
十
、
朱
三
百
裹
、
變
□
・
雕
官
を
賜
う
。
無
鳧
上
下
乃

ち
膜
拜
し
て
受
く
〔
疑
う
ら
く
は
古
の
上
下
の
字
な
ら
ん
。
今
、

夷
狄
の
官
は
多
く
復
名
な
り
〕。

現
代
語
訳

18

戊
戌

、
天
子
は
西
に
向
か
っ
て
行
っ
た
。

19

辛
丑
�
、
剞
閭
氏
の
地
に
到
着
し
た
。
天
子
は
剞
閭
氏
に
命

じ
て
六
師
の
人
に
鉄
山
の
ふ
も
と
で
食
事
を
供
出
さ
せ
た
。

史

学

第
八
二
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第
一
・
二
号

一
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八
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20

壬
寅
�
、
天
子
は
鉄
山
で
祭
り
、
郊
門
で
祀
っ
た
。
そ
こ
で

て
つ

剞
閭
（
と
い
う
集
団
）
の
人
に
徹
礼
を
任
せ
祭
器
を
さ
げ
さ

せ
た
。（
剞
閭
氏
の
領
袖
の
）
温
歸
は
膜
拝
の
礼
を
し
て

（
徹
礼
を
行
う
役
割
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
感
謝
し
て
）
受

け
た
。
天
子
は
す
で
に
祭
祀
を
終
え
て
出
発
し
、
そ
こ
で
さ

ら
に
西
に
行
っ
た
。

21

丙
午
�
、
�
韓
氏
の
地
に
到
着
し
た
。
こ
こ
に
は
楽
野
が
あ

る
。
温
和
で

麦
の
生
い
茂
る
所
、
犬
や
馬
、
牛
や
羊
の
よ

く
育
つ
所
、
宝
玉
の
…
…
す
る
所
で
あ
る
。

22

丁
未
�
、
天
子
は
水
際
の
低
く
平
ら
か
な
台
地
の
中
で
大
い

に
（
臣
下
を
）
集
め
、
そ
こ
で
六
師
の
属
に
命
じ
て
休
ま
せ

た
。

23

己
酉
�
、
天
子
は
大
い
に
正
公
・
諸
侯
・
王
吏
・
七
萃
の
士

を
水
際
の
低
く
平
ら
か
な
台
地
の
中
で
饗
応
し
た
。
�
韓

（
と
い
う
集
団
）
の
領
袖
の
無
鳧
は
良
馬
百
匹
、
服
牛
三
百

頭
、
良
犬
七
千
匹
、

牛
二
百
頭
、
野
馬
三
百
頭
、
牛
と
羊

（
合
わ
せ
て
）
二
千
頭
、

麦
車
三
百
台
分
を
献
じ
た
。
天

子
は
そ
こ
で
こ
れ
に
黄
金
銀
嬰
二
十
八
、
貝
帯
五
十
、
朱
砂

三
百
袋
、
変
□
・
雕
官
を
賜
っ
た
。
無
鳧
以
下
の
者
た
ち
は

膜
拝
の
礼
を
し
て
受
け
た
。

注

釈

（
1
）
「
剞
閭
」
に
つ
い
て
、
小
川
琢
治
は
「
鐵
山
」
を
甘
粛
省

西
部
の
嘉
峪
関
（
嘉
峪
関
市
）
の
北
側
の
黒
山
の
辺
り
に
比
定

し
、
鉄
の
冶
金
が
こ
の
地
方
に
行
わ
れ
て
い
た
と
推
測
し
た
上

で
、『
逸
周
書
』
克
殷
解
「
�
之
以
輕
呂
、
斬
之
以
黄
鉞
」
の

孔
晁
注
に
「
輕
呂
、
劔
名
」
と
あ
る
「
輕
呂
」
や
、『
漢
書
』

匈
奴
伝
「
單
于
以
徑
路
刀
金
留
犁
撓
酒
、
以
老
上
單
于
所
破
月

氏
王
頭
爲
飮
器
者
共
飮
血
盟
」
の
應
劭
注
に
「
徑
路
、
匈
奴
寶

刀
也
」
と
あ
る
「
徑
路
」
な
ど
を
引
き
、「
剞
閭
」
も
ト
ル
コ

語
の
曲
刀
（K

ylydsch

）
に
当
た
る
語
で
あ
る
と
す
る
。
確

か
に
、『
説
文
』
四
篇
下
刀
部
「
剞
」
に
も
「
剞

、
曲
刀
也
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
小
川
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
剞

閭
」
と
は
曲
刀
に
関
係
す
る
名
前
で
あ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ

よ
う
。「
剞
閭
」
の
地
望
に
つ
い
て
は
、
甘
粛
省
以
外
に
パ
ミ

ー
ル
西
部
な
ど
の
説
が
あ
る
（
殷
周
史
研
究
会
二
〇
〇
六
）。

（
2
）
「
鐵
山
」
に
つ
い
て
、
顧
実
は
鉄
を
産
出
す
る
こ
と
か
ら

そ
の
名
を
得
た
と
す
る
。
小
川
琢
治
も
、
穆
王
が
こ
の
山
か
ら

鉄
を
得
た
と
の
記
事
は
な
い
が
、
穆
王
が
こ
の
山
を
祭
っ
た
の

は
鉄
を
産
出
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
推
測
し
て
い
る
。『
山
海

経
』
大
荒
西
経
に
「
西
有
王
母
之
山
・
壑
山
・
海
山
。
有
沃
之

國
…
…
多
銀
・
鐵
」
と
あ
る
よ
う
に
、
西
王
母
の
山
の
附
近
に

『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
二
〕

一
七
九
（
一
七
九
）



は
鉱
物
が
豊
富
で
あ
っ
た
と
い
う
記
述
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、

『
漢
書
』
西
域
伝
上
に
は
「
出
陽
關
、
自
近
者
始
、
曰

羌
。

羌
國
王
號
去
胡
來
王
。
去
陽
關
千
八
百
里
、
去
長
安
六
千
三

百
里
…
…
山
有
鐵
、
自
作
兵
」
と
あ
る
の
を
は
じ
め
数
件
の
鉄

山
の
記
述
が
み
ら
れ
、
さ
ら
に
、
甘
粛
省
か
ら
青
海
省
に
ま
た

が
る
祁
連
山
脈
は
、
清
代
に
は
鉱
物
資
源
の
宝
庫
で
あ
っ
た
と

す
る
井
上
充
幸
の
指
摘
も
あ
る
（
井
上
充
幸
二
〇
一
〇
）。
こ

れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
本
句
の
「
鐵
山
」
が
鉄
を
産
出
す
る
山
で

あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
。「
鐵
山
」
の
所
在
に
つ
い
て
は
、
甘

粛
省
西
部
の
嘉
峪
関
（
嘉
峪
関
市
）
の
北
側
の
黒
山
の
辺
り
や
、

ア
ラ
イ
山
脈
（
キ
ル
ギ
ス
タ
ン
と
タ
ジ
キ
ス
タ
ン
の
境
付
近
）

な
ど
の
説
が
あ
る
（
殷
周
史
研
究
会
二
〇
〇
六
）。

（
3
）
「
祭
于
鐵
山
」
と
は
、
前
注
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
鉄
を
産
出

す
る
山
へ
の
祭
祀
を
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
鉱
山
へ
の
祭

祀
に
つ
い
て
、
伊
藤
清
司
は
『
管
子
』
地
数
篇
の
「
上
有
赭
者

下
有
鐵
。
此
山
之
見
榮
者
也
。
苟
山
之
見
其
榮
者
、
君
謹
封
而

祭
之
。
距
封
十
里
而
爲
一
壇
、
是
則
使
乘
者
下
行
、
行
者
趨
、

若
犯
令
者
罪
死
不
赦
」
を
引
き
、
祭
壇
を
設
け
て
鉱
山
を
祭
り
、

そ
の
山
を
神
と
観
じ
、
そ
こ
を
聖
域
と
し
た
と
す
る
（
伊
藤
清

司
一
九
六
九
）。
ま
た
、
佐
原
康
夫
は
、
戦
国
か
ら
前
漢
前
期

に
お
け
る
民
間
の
鉄
器
生
産
を
検
討
す
る
際
に
、
鉄
に
関
わ
る

技
術
者
の
間
で
は
、
技
術
が
父
か
ら
子
へ
と
継
承
さ
れ
、『
華

陽
国
志
』
蜀
志
に
「
臨
/
縣
…
…
有
古
石
山
。
有
石
鑛
大
如
蒜

子
…
…
有
鐵
祖
廟
祠
」
と
あ
る
「
鉄
祖
廟
」
の
祭
祀
の
よ
う
な

特
殊
な
宗
教
伝
統
を
持
っ
た
祭
祀
集
団
を
形
成
し
て
い
た
可
能

性
を
指
摘
す
る
（
佐
原
康
夫
二
〇
〇
二
）。

（
4
）
「
祀
」
に
つ
い
て
、
本
句
は
「
祭
于
鐵
山
、
祀
于
郊
門
」

と
、「
祭
」
と
「
祀
」
が
続
け
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。『
穆
天
子

伝
』
に
お
い
て
、
本
句
以
外
に
「
祭
」
の
用
例
は
、
①
「
以
祭

于
河
宗
」（1.2a.4

）、
②
「
以
三
十
祭
文
山
」（4.2a.11

）、
③

「
天
子
祭
于
宗
周
之
廟
」（4.4b.12

）、
④
「
乃
祭
于
先
王
」

（5.2b.12

）、
⑤
「
天
子
南
祭
、
白
鹿
于
)
□
」（6.1b.1

）、
⑥

「
曾
祝
祭
食
、
進
肺
鹽
、
祭
酒
」（6.2a.9

）、
⑦
「
□
祭
女
又
獻

女
主
叔

」（6.2a.11

）、
⑧
「
祭
□
祝
報
祭
觴
大
師
」（6.2a.12

）、

⑨
「
以
祭
淑
人
」（6.4b.11

）
と
あ
り
、
動
詞
の
「
祭
」
は
ほ
と

ん
ど
単
独
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、「
祀
」
の
用
例
は
、

本
句
以
外
で
は
①
「
於
是
殤
祀
而
哭
」（6.2a.3

）、
②
「
殤
祀

而
載
」（6.2b.10

）、
③
「
曰
□
祀
大
哭
九
而
終
喪
」（6.3a.10

）、

④
「
曰
殤
祀
之
」（6.3b.11

）、
⑤
「
殤
祀
大
哭
」（6.4a.11

）、

⑥
「
殤
祀
如
初
」（6.4a.12

）、
⑦
「
於
是
�
祀
」（6.5a.7

）
と

あ
り
、
本
句
及
び
③
を
除
い
て
は
「
殤
祀
」
や
「
�
祀
」
と
い

う
特
定
の
祭
祀
儀
礼
を
指
す
熟
語
と
し
て
の
み
用
い
ら
れ
て
い

史
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る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
『
穆
天
子
伝
』
の
中
で
「
祭
」
と
「
祀
」

と
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
可
能
性
は
あ
る
が
、
本
句
「
祀
于

郊
門
」
の
四
字
は
洪
頤
�
が
『
北
堂
書
鈔
』
巻
十
六
に
よ
り
補

っ
た
も
の
で
、
諸
本
に
よ
っ
て
異
同
が
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は

そ
の
可
能
性
を
指
摘
す
る
の
み
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
と
思
う
。

「
郊
門
」
に
つ
い
て
、
顧
実
は
辺
境
の
関
所
と
し
、
漢
以
降

の
玉
門
関
の
よ
う
な
関
所
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
し
か
し
、

『
山
海
経
』
海
内
経
「
帝
令
祝
融
殺
鯀
于
羽
郊
」
の
郭
注
に

「
羽
山
之
郊
」
と
あ
る
よ
う
に
、
本
句
の
「
郊
門
」
と
は
「
鐵

山
」
の
「
郊
」
に
あ
る
門
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
本
段
注

（
３
）で
も
引
用
し
た
『
管
子
』
地
数
篇
に
「
苟
山
之
見
其
榮
者
、

君
謹
封
而
祭
之
。
距
封
十
里
而
爲
一
壇
、
是
則
使
乘
者
下
行
、

行
者
趨
、
若
犯
令
者
罪
死
不
赦
」
と
あ
り
、
盛
り
土
を
し
て
祭

っ
た
山
か
ら
十
里
離
れ
た
場
所
に
壇
を
築
く
と
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
す
れ
ば
、
本
句
の
「
郊
門
」
は
、
聖
域
と
し
て
の
「
鐵

山
」
と
俗
界
と
の
境
界
に
あ
る
門
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当
で
あ

ろ
う
。

（
5
）
「
徹
」
字
に
つ
い
て
、
一
般
の
用
法
と
し
て
は
、『
儀
礼
』

士
冠
礼
「
徹
筮
席
」
の
鄭
注
に
「
徹
、
去
也
。
斂
也
」
と
あ
り
、

同
燕
礼
に
「
公
有
命
徹
冪
」
な
ど
と
あ
る
よ
う
に
、
祭
祀
及
び

宴
席
な
ど
吉
凶
両
種
の
様
々
な
行
事
の
中
で
、
何
ら
か
の
物
品

を
さ
げ
る
（
す
な
わ
ち
祭
祀
対
象
の
神
や
祭
主
、
あ
る
い
は
も

て
な
さ
れ
た
賓
客
な
ど
の
前
か
ら
物
品
を
移
動
さ
せ
片
付
け
る

行
動
）
と
い
う
意
味
で
も
あ
り
う
る
が
、
こ
こ
で
は
、「
鐵
山
」

及
び
そ
の
「
郊
」
で
の
一
連
の
祭
祀
の
後
で
あ
る
か
ら
、
祭
祀

の
対
象
で
あ
っ
た
「
鐵
山
」
の
神
に
捧
げ
た
食
物
（
尸
俎
）
を
、

神
が
嘉
納
し
た
と
見
做
し
て
さ
げ
、
祭
主
で
あ
る
穆
王
や
剞
閭

氏
ら
陪
席
す
る
人
々
が
、
神
と
共
食
す
る
行
事
に
移
る
た
め
の

儀
礼
と
し
て
の
「
徹
礼
」「
徹
祭
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
儀
礼
と
し
て
の
「
徹
」
は
、『
論
語
』
八
0
「
三

家
者
、
以
雍
徹
。
子
曰
、
相
維
辟
公
。
天
子
穆
穆
。
奚
取
於
三

家
之
堂
」
の
何
晏
集
解
「
雍
、
周
頌
臣
工
篇
名
。
天
子
祭
於
宗

廟
歌
之
、
以
徹
祭
。
今
三
家
亦
作
此
樂
」
や
『
礼
記
』
仲
尼
燕

居
に
「
客
出
以
雍
、
徹
以
振
羽
」
と
あ
る
よ
う
に
、
元
来
、

「
雍
」
や
「
振
羽
」
な
ど
の
音
楽
を
伴
う
重
要
な
儀
礼
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

郭
璞
が
、
本
句
に
対
し
て
「
以
祭
餘
胙
賜
之
」
と
注
し
て
い

る
の
は
、
例
え
ば
『
礼
記
』
祭
統
に
「
士
起
、
各
執
其
具
以
出
、

陳
于
堂
下
。
百
官
進
、
徹
之
。
下

上
之
餘
也
。
凡

之
道
、

1
變
以

」
と
あ
る
よ
う
に
、
後
代
「
徹
」
の
義
を
、
祭
祀
参

加
者
に
対
す
る
食
品
自
体
の
分
賜
と
の
み
理
解
す
る
よ
う
に
な

っ
て
以
後
の
解
釈
の
反
映
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
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で
は
穆
王
が
「
鐵
山
」
を
祭
っ
た
儀
礼
の
一
環
と
考
え
る
べ
き

で
あ
る
か
ら
、
原
義
に
近
い
状
態
で
考
え
た
い
。

上
述
の
徹
礼
に
つ
い
て
、
赤
塚
忠
は
、
一
連
の
祭
儀
の
中
で
、

儀
礼
の
前
後
で
宗
教
的
意
味
の
転
換
が
あ
る
と
指
摘
し
、『
儀

礼
』
有
司
徹
に
つ
い
て
、
そ
の
前
篇
の
少
牢
饋
食
礼
と
上
下
篇

を
な
す
と
す
る
。
少
牢
饋
食
礼
で
供
え
た
供
薦
を
、
徹
礼
以
降

で
は
、
尸
と
主
人
・
主
婦
・
賓
客
と
が
主
客
の
礼
を
行
い
、
主

人
・
衆
賓
・
兄
妹
・
私
人
が
献
酬
し
て
主
人
の
幸
福
を
祝
賀
す

る
も
の
と
見
る
。
す
な
わ
ち
、
い
っ
た
ん
降
神
し
て
供
薦
し
た

さ

も
の
を
退
げ
る
「
徹
」
と
い
う
儀
礼
で
あ
る
。
こ
れ
以
後
は
、

う

神
霊
が
、
主
人
の
祈
願
の
意
を
饗
け
、
現
実
に
神
人
交
感
し
て

神
福
の
実
現
を
見
る
宴
会
に
移
る
と
解
説
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

《
大
豊
�
》（
集
成4261

《
天
亡
�
》
西
周
早
期
）
を
論
ず
る

中
で
、
そ
の
銘
文
中
の

の
字
を
「
退
」
と
読
ん
で
徹
礼
の
意

に
解
し
、
作
器
者

（
人
名
）
が
、
こ
の
徹
の
礼
、
つ
ま
り
祭

さ

器
（
仮
に
「
登
」
字
で
表
記
）
を
退
げ
る
役
割
を
「
宰
」
の
一

人
と
し
て
担
当
し
た
の
で
、

は
こ
の
器
を
作
っ
て
記
念
し
た

と
理
解
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
こ
れ
は
そ
れ
だ
け
で
も
�
を
製

作
し
て
記
念
す
べ
き
光
栄
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
る
（
赤
塚
忠
一

九
八
九
）。
こ
の
赤
塚
説
に
依
拠
す
る
な
ら
ば
、
本
句
の
直
後

で
、「
剞
閭
之
人
」
で
あ
る
「
温
歸
」
が
「
乃
膜
拜
而
受
」
と

あ
る
の
は
、
す
な
わ
ち
、
穆
王
に
服
属
し
、
こ
の
「
徹
」
礼
実

行
を
任
さ
れ
た
こ
と
自
体
へ
の
感
謝
の
礼
で
あ
る
と
も
解
し
え

よ
う
。

ま
た
、
剞
閭
氏
と
穆
王
の
間
に
は
、
他
の
諸
集
団
の
よ
う
な

物
品
の
献
上
・
賜
与
が
見
ら
れ
な
い
（
末
尾
【
表
二
】
Ｂ
参

照
）。
こ
の
こ
と
も
、
剞
閭
氏
と
穆
王
の
関
係
性
が
他
の
諸
集

団
と
は
異
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

（
6
）
「
�
韓
」
に
つ
い
て
、
小
川
琢
治
は
『
山
海
経
』
海
内
東

経
に
「
國
在
流
沙
中
者

端
・
璽

、
在
昆
侖
虚
東
南
」
と
あ

る
「
璽
」
を
「

」
の
古
文
「

」
の
譌
字
と
し
、『
山
海
経
』
に

み
え
る
「
璽

」
と
本
句
の
「
�
韓
」
は
音
通
で
あ
る
と
す
る
。

ま
た
小
川
は
、「
�
韓
」
と
い
う
名
称
自
体
が
河
に
臨
ん
だ
台

地
に
あ
る
都
邑
を
意
味
す
る
と
し
、
こ
の
地
を
蘇
頼
河
（
疏
勒

河
）
の
沖
積
地
帯
で
あ
る
安
西
（
甘
粛
省
酒
泉
市
瓜
州
県
）
附

近
に
比
定
す
る
。「
�
韓
」
の
地
望
に
つ
い
て
は
、
他
に
ウ
ズ

ベ
キ
ス
タ
ン
の
ブ
ハ
ラ
や
サ
マ
ル
カ
ン
ド
な
ど
の
説
が
あ
る

（
殷
周
史
研
究
会
二
〇
〇
六
）。

（
7
）
「
草
」
字
に
つ
い
て
、
郭
璞
は
「
作
艸
下
早
、
疑
古
茂

字
」
と
注
し
て
い
る
が
、
道
蔵
本
で
は
こ
の
郭
注
を
「
作
草
下

�
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
本
句
の
「
草
」
字
は

「

」
と
な
り
、
郭
璞
が
見
た
本
句
の
「
草
」
に
当
た
る
字
が
、

史
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本
訳
注
が
底
本
と
す
る
『
四
部
備
要
』
所
収
洪
頤
�
校
本
と
は

異
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
本
句
の
「
草
」
字
に
つ
い
て

は
諸
本
に
異
同
が
あ
り
確
定
し
が
た
い
た
め
、
こ
こ
で
は
郭
璞

の
「
疑
古
茂
字
」
と
い
う
注
に
従
い
、
意
味
と
し
て
は

麦
が

生
い
茂
る
こ
と
と
解
し
て
お
く
。

（
8
）
「
大
朝
」
に
つ
い
て
は
巻
一
﹇
五
﹈
注（
１
）参
照
。

「
平
衍
」
に
つ
い
て
、
郭
璞
は
「
衍
、
墳
之
下
者
」
と
注
し

て
お
り
、『
周
礼
』
地
官
大
司
徒
「
辨
其
山
林
・
川
澤
・
丘

陵
・
墳
衍
・
原
隰
之
名
物
」
の
鄭
注
に
「
水
崖
曰
墳
、
下
平
曰

衍
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、「
平
衍
」
と
は
水
際
の
低
い

平
ら
か
な
台
地
の
よ
う
な
場
所
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

（
9
）
「
饗
」
に
つ
い
て
、『
詩
』
小
雅
2
弓
「
一
朝
饗
之
」
の
鄭

箋
に
「
大
飮
賓
曰
饗
」
と
あ
り
、「
饗
」
と
は
賓
客
を
も
て
な

す
こ
と
と
解
さ
れ
る
。『
穆
天
子
伝
』
に
お
い
て
本
句
以
外
に

「
饗
」
は
、
巻
三
に
「
天
子
大
饗
正
公
・
諸
侯
・
王
勤
・
七
萃

之
士
于
羽

之
上
、
乃
奏
廣
樂
」（3.2a.10

）
と
見
え
る
だ
け

で
あ
り
、『
穆
天
子
伝
』
に
お
け
る
「
饗
」
で
は
「
正
公
」
や

「
諸
侯
」
な
ど
穆
王
の
臣
下
が
「
饗
」
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

「
饗
」
を
受
け
た
臣
下
の
う
ち
、「
正
公
」
に
つ
い
て
は
巻
一

﹇
七
﹈
注（
４
）参
照
。「
諸
侯
」
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
の
「
諸

侯
」
は
、「
!
侯
」（2.4b.6

）
ら
穆
王
の
巡
遊
に
随
行
し
た
諸

侯
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、「
王
吏
」
と
は
、『
左
伝
』

昭
公
三
十
年
に
「
靈
王
之
喪
、
我
先
君
簡
公
在
楚
、
我
先
大
夫

印
段
實
往
。
敝
邑
之
少
卿
也
、
王
吏
不
討
、
恤
所
無
也
」
と
あ

り
、
周
の
役
人
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
本
句
の
「
王
吏
」
は
穆

王
に
仕
え
る
役
人
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。「
七
萃
之
士
」
に

つ
い
て
は
、
巻
一
﹇
二
﹈
注（
３
）参
照
。

（
10
）
「
服
牛
」
に
つ
い
て
、
郭
璞
は
本
句
に
「
服
、
可
服
用

者
」
と
注
し
て
い
る
。
本
句
の
「
服
」
に
つ
い
て
、
洪
頤
�
は

も
と
「
用
」
に
作
っ
て
い
た
も
の
を
『
北
堂
書
鈔
』
巻
三
十
一

に
よ
っ
て
改
め
、
郭
注
の
初
め
の
「
服
」
も
ま
た
同
書
に
よ
っ

て
補
っ
た
と
す
る
。「
服
」
は
、『
詩
』
小
雅
大
東
に
「
不
以
服

箱
」
と
あ
り
馬
瑞
辰
『
毛
詩
伝
箋
通
釈
』
が
「
服
之
言
、
負
也
。

車
箱
以
負
器
物
、
謂
之
服
。
牛
以
負
車
箱
亦
謂
之
服
」
と
述
べ

て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、「
服
牛
」
と
は
、
荷
を
負
わ
せ
た

り
車
を
牽
か
せ
た
り
す
る
た
め
の
牛
と
推
測
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、

巻
四
に
「
乃
獻
良
馬
十
駟
、
用
牛
三
百
、
守
狗
九
十
、

牛
二

百
」（4.2a.7

）
と
あ
り
、
本
句
と
類
似
し
た
献
上
品
が
見
え
る
。

『
説
文
』
八
篇
下
舟
部
に
「
服
、
用
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

前
掲
巻
四
の
「
用
牛
」
も
本
句
の
「
服
牛
」
と
同
じ
用
途
の
牛

と
考
え
ら
れ
る
。

（
11
）
「
良
犬
」
に
つ
い
て
、
郭
璞
は
「
良
、
調
習
者
」
と
注
し
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て
お
り
、
よ
く
調
教
さ
れ
た
犬
と
解
さ
れ
る
。『
史
記
』
淮
陰

侯
列
伝
に
「
狡
兔
死
、
良
狗
亨
」
と
あ
り
、
こ
の
「
良
狗
」
は

猟
犬
を
指
す
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
句
の
「
良
犬
」
も
狩

猟
の
た
め
の
犬
で
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。『
穆
天
子

伝
』
に
お
け
る
犬
の
献
上
品
は
、
他
に
「
守
犬
」（3.2b.10

）、

「
守
狗
」（4.2a.7
）
が
あ
り
、「
守
犬
」
に
つ
い
て
は
郭
璞
が

「
任
守
備
者
」
と
注
す
る
よ
う
に
番
犬
で
あ
ろ
う
。

（
12
）
「

牛
」
に
つ
い
て
、
巻
四
に
「

牛
二
百
」（4.2a.8

）

と
あ
り
、
郭
注
に
「
此
牛
能
行
流
沙
中
、
如
3
駝
」
と
あ
る
こ

と
か
ら
す
れ
ば
、
砂
漠
を
行
く
の
に
適
し
た
動
物
と
考
え
ら
れ

る
。

（
13
）
「
變
□
・
雕
官
」
に
つ
い
て
、
檀
萃
は
、
巻
四
に
「
絲

・
雕
官
」（4.1b.11

）
と
似
た
語
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
本

句
も
こ
の
四
字
に
当
た
る
と
す
る
。
于
省
吾
は
「
變
□
」
も

「
絲

」
も
糸
の
一
種
と
し
、「
雕
官
」
の
「
官
」
は
「
管
」
に

通
じ
る
た
め
、「
雕
官
」
と
は
「
雕
管
」
つ
ま
り
、
模
様
を
彫

刻
し
た
管
と
す
る
。
ま
た
、
陳
逢
衡
も
「
雕
管
」
を
楽
器
と
す

る
。
顧
実
は
「
雕
官
」
を
雕
工
の
官
で
刻
鏤
の
仕
事
を
司
る
者

と
す
る
が
、
下
賜
品
の
中
に
人
間
は
見
ら
れ
な
い
た
め
（
末
尾

【
表
二
】
参
照
）、
考
え
が
た
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
欠
字
が

あ
る
た
め
不
明
。

（
14
）
「
上
下
」
に
つ
い
て
、
檀
萃
や
顧
実
は
「
無
鳧
」
と
そ
の

属
官
を
指
す
と
す
る
。
ま
た
、『
墨
子
』
節
葬
下
に
「
此
上
以

爲
政
、
下
以
爲
俗
」
と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
、「
上
」
が
為
政
者

層
、「
下
」
が
「
政
」
に
与
ら
な
い
階
層
、
す
な
わ
ち
民
衆
を

指
す
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
陳
逢
衡
は
登
っ
て
拝
し
、

ま
た
下
階
で
膜
拝
し
た
と
す
る
が
、『
穆
天
子
伝
』
の
賜
与
の

構
文
に
お
い
て
「
乃
膜
拜
而
受
」
の
上
に
動
詞
が
来
る
こ
と
は

な
く
、
動
作
の
主
体
が
来
る
た
め
考
え
が
た
い
。「
上
下
」
の

指
し
示
す
範
囲
に
つ
い
て
は
多
様
に
考
え
ら
れ
確
定
は
し
が
た

い
が
、
ひ
と
ま
ず
檀
萃
・
顧
実
の
説
を
と
る
こ
と
と
す
る
。

（
矢
島
明
希
子
）

﹇
八
﹈原

文

24

庚
戌
、
天
子
西
征
、
至
于
玄
池
（
1
）
。
天
子
休
于
玄
池
之
上
、
乃

奏
廣
樂
三
日
而
終
。
是
曰
樂
池
（
2
）〔

因
改
名
爲
樂
池
。
猶
漢
武
改

桐
郷
爲
聞
喜
之
類
〕。
天
子
乃
樹
之
竹
（
3
）〔

種
竹
池
邊
〕。
是
曰
竹

林
（
4
）〔

竹
・
木
盛
者
、
爲
林
〕。

25

癸
丑
、
天
子
乃
遂
西
征
。

26

丙
辰
、
至
于
苦
山
（
5
）
。
西
膜
之
所
茂
苑
（
6
）
。
天
子
於
是
休
獵
、
於

是
食
苦
（
7
）

〔
苦
屮
名
。
可
食
〕。

史
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27

丁
巳
、
天
子
西
征
。

28

己
未
、
宿
于
黄
鼠
之
山
、
西
□
（
8
）
。
乃
遂
西
征
。

29

癸
亥
、
至
于
西
王
母
之
邦
（
9
）
。

訓

読

ゆ

24

庚
戌
、
天
子
西
の
か
た
征
き
、
玄
池
に
至
る
。
天
子
玄
池
の

ほ
と
り
上
に
休
み
、
乃
ち
廣
樂
を
奏
す
る
こ
と
三
日
に
し
て
終
わ
る
。

是
れ
を
樂
池
と
曰
う
〔
因
り
て
名
を
改
め
て
樂
池
と
爲
す
。
猶

お
漢
武
の
桐
郷
を
改
め
て
聞
喜
と
爲
す
の
類
の
ご
と
し
〕。
天
子

う

う

乃
ち
之
に
竹
を
樹
う
〔
竹
を
池
の
邊
に
種
う
〕。
是
れ
を
竹
林

と
曰
う
〔
竹
・
木
の
盛
ん
な
る
者
、
林
と
爲
す
〕。

25

癸
丑
、
天
子
乃
ち
遂
に
西
の
か
た
征
く
。

26

丙
辰
、
苦
山
に
至
る
。
西
膜
の
所
【
謂
】
茂
苑
な
り
。
天
子

是
に
於
い
て
休
み
、
獵
し
、
是
に
於
い
て
苦
を
食
す
〔
苦
は

屮
名
。
食
す
べ
し
〕。

27

丁
巳
、
天
子
西
の
か
た
征
く
。

28

己
未
、
宿
于
黄
鼠
之
山
、
西
□
。
乃
ち
遂
に
西
の
か
た
征
く
。

29

癸
亥
、
西
王
母
の
邦
に
至
る
。

現
代
語
訳

24

庚
戌
�
、
天
子
は
西
に
向
か
っ
て
行
き
、
玄
池
に
到
着
し
た
。

天
子
は
玄
池
の
ほ
と
り
で
休
み
、
三
日
間
広
楽
を
演
奏
し
て

終
え
た
。（
そ
の
た
め
）
こ
こ
を
楽
池
と
い
っ
た
。
天
子
は

こ
こ
に
竹
を
植
え
た
。（
そ
の
た
め
）
こ
こ
を
竹
林
と
い
っ

た
。

25

癸
丑
�
、
天
子
は
そ
こ
で
つ
い
に
西
に
向
か
っ
て
行
っ
た
。

26

丙
辰
�
、
苦
山
に
到
着
し
た
。
西
方
で
言
う
と
こ
ろ
の
茂
苑

で
あ
る
。
天
子
は
こ
こ
で
休
み
、
狩
り
を
し
、
こ
こ
で
苦
草

を
食
し
た
。

27

丁
巳
�
、
天
子
は
西
に
向
か
っ
て
行
っ
た
。

28

己
未
�
、
宿
于
黄
鼠
之
山
、
西
□
。
そ
こ
で
つ
い
に
西
に
向

か
っ
て
行
っ
た
。

29

癸
亥
�
、
西
王
母
の
邦
に
到
着
し
た
。

注

釈

（
1
）
「
玄
池
」
の
所
在
に
つ
い
て
は
、
甘
粛
省
や
新
疆
ウ
イ
グ

ル
自
治
区
、
あ
る
い
は
キ
ル
ギ
ス
や
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
と
す
る

説
が
あ
る
（
殷
周
史
研
究
会
二
〇
〇
六
）。

（
2
）
「
樂
池
」
に
つ
い
て
、
郭
璞
は
、
巻
六
の
「
甲
辰
、
天
子

南
葬
盛
姫
于
樂
池
之
南
」（6.2b.11

）
に
「
即
玄
池
也
」
と
注

し
て
お
り
、
本
句
と
巻
六
の
「
樂
池
」
を
同
じ
と
見
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
洪
頤
�
は
巻
六
の
「
樂
池
」
が

『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
二
〕

一
八
五
（
一
八
五
）



「
河
濟
之
間
」
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
句
の
「
樂
池
」
と
同
じ

で
は
な
い
と
し
て
お
り
、
お
そ
ら
く
巻
六
の
「
樂
池
」
と
は
関

連
が
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
3
）
「
樹
」
に
つ
い
て
、
本
句
の
よ
う
に
現
地
に
「
樹
」
し
た

事
例
と
し
て
は
本
句
以
外
に
、
①
「
天
子
遂
驅
升
于
4
山
、
乃

紀
名
迹
于
4
山
之
石
、
而
樹
之
槐
眉
、
曰
西
王
母
之
山
」（3.2

a.1

）、
②
「
是
曰
天
子
鼓
道
、
其
下
而
鳴
。
乃
樹
之
桐
。
以
爲

鼓
、
則
神
且
鳴
則
利
於
戎
、
以
爲
琴
則
利
□
于
黄
澤
」（5.4

a.3

）
と
２
例
あ
り
、
③
「
天
子
東
征
釣
于
)
水
。
以
祭
淑
人
、

是
曰
祭
丘
。
己
巳
、
天
子
東
征
、
食
馬
于
)
水
之
上
。
乃
鼓
之

棘
。
是
曰
馬
主
」（6.4b.13

）
に
つ
い
て
も
、
洪
頤
�
が
「
鼓

疑
是
樹
字
之
譌
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
本
句
を

含
め
計
４
例
見
え
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
巻
二
に
は
「
天
子

於
是
取
嘉
禾
以
歸
、
樹
于
中
國
」（2.3b.1

）
と
あ
る
よ
う
に
、

現
地
で
手
に
入
れ
た
「
嘉
禾
」
を
「
中
國
」
に
持
ち
帰
っ
て

「
樹
」
し
た
事
例
が
あ
り
、
ま
た
「
天
子
於
是
取
孳
木
華
之
實
、

持
歸
種
之
」（2.2a.11

）
と
あ
る
よ
う
に
、
現
地
で
手
に
入
れ

た
「
孳
木
華
之
實
」
を
「
中
國
」
に
「
種
」
し
た
事
例
が
見
ら

れ
る
。

（
4
）
「
竹
林
」
に
つ
い
て
、
顧
実
は
『
太
平
寰
宇
記
』
巻
三
十

縣
に
、「
司
竹
園
、
在
縣
東
一
十
二
里
。
穆
天
子
西
征
至

玄
池
、
乃
植
之
竹
、
是
此
。
故
『
史
記
』（
貨
殖
列
伝
）
云
渭

川
千
畝
竹
、
漢
謂

杜
竹
林
」
と
あ
る
記
述
を
取
り
上
げ
、
こ

れ
ら
が
「
後
人
附
会
之
詞
」
で
あ
る
と
す
る
一
方
で
、『
呂
氏

春
秋
』
仲
夏
紀
古
楽
の
「
昔
、
黄
帝
令
伶
倫
作
爲
律
。
伶
倫
自

大
夏
之
西
、
乃
之
阮

之
陰
、
取
竹
於

谿
之
谷
」
と
い
う
記

述
か
ら
、「
大
夏
」
を
安
息
と
解
釈
し
た
上
で
、
中
央
ア
ジ
ア

に
お
け
る
竹
（B

am
buseae

）
の
産
出
を
強
調
し
、「
玄
池
」

と
の
関
わ
り
は
な
い
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
、『
穆
天
子
伝
』

に
お
い
て
、「
是
曰
」
の
語
は
直
前
に
記
さ
れ
た
天
子
の
行
為

に
関
係
し
て
お
り
（
巻
二
﹇
五
﹈
注（
１３
）表
参
照
）、
ま
た
、

郭
注
に
も
「
種
竹
池
邊
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
少
な
く

と
も
「
玄
池
」
と
の
関
わ
り
で
考
え
た
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（
5
）
洪
頤
�
は
、『
山
海
経
』
中
山
経
に
「
有
苦
山
」
と
あ
る

よ
う
に
、「
帝
臺
」
に
関
係
す
る
山
々
と
近
い
こ
と
や
、『
晋

書
』
巻
五
十
一
束
�
伝
に
「
言
周
穆
王
游
行
四
海
、
見
帝
臺
・

西
王
母
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
句
の
「
苦
山
」
を
中
山
経
の

「
苦
山
」
で
は
な
い
か
と
す
る
。
し
か
し
、
顧
実
は
『
山
海

経
』
の
「
苦
山
」
が
中
山
経
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
句
の
「
苦

山
」
と
は
関
係
が
な
い
と
し
、
鄭
傑
文
も
「
帝
臺
」
は
東
方
部

族
の
主
神
で
あ
り
、
地
名
で
は
な
い
た
め
、
こ
の
西
方
の
「
苦

山
」
と
の
関
連
を
否
定
す
る
。
な
お
、「
苦
山
」
の
所
在
に
つ

史

学

第
八
二
巻

第
一
・
二
号

一
八
六
（
一
八
六
）



い
て
は
、
甘
粛
省
か
ら
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
に
か
け
て
の
一

帯
と
す
る
説
や
、
現
在
の
ア
ラ
ル
海
以
西
の
ペ
ル
シ
ア
西
境
あ

る
い
は
ペ
ル
シ
ア
東
北
境
や
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
と
い
っ
た
説
が

あ
る
（
殷
周
史
研
究
会
二
〇
〇
六
）。

（
6
）
王
貽
�
に
よ
れ
ば
、
道
蔵
本
ほ
か
諸
本
で
は
「
西
膜
之
所

謂
茂
苑
」
に
作
っ
て
い
る
と
い
う
。
巻
二
﹇
五
﹈
の
注（
９
）で

述
べ
た
よ
う
に
、『
穆
天
子
伝
』
で
は
「
西
膜
之
〜
」
に
続
く

場
合
、
基
本
的
に
「
所
謂
」
の
語
が
来
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え

れ
ば
、
こ
こ
は
「
所
謂
」
で
あ
っ
た
可
能
性
は
大
き
い
と
思
わ

れ
る
た
め
、
本
句
も
「
謂
」
字
を
加
え
て
解
釈
し
て
お
く
こ
と

と
す
る
。

（
7
）
「
苦
」
に
つ
い
て
、
郭
璞
は
「
苦
屮
名
。
可
食
」
と
注
し

て
お
り
、
食
す
る
こ
と
の
で
き
る
草
名
と
し
て
い
る
。
陳
逢
衡

は
「

菜
」
す
な
わ
ち
「
苦

」
の
こ
と
で
、
今
の
「
苦

」

の
こ
と
と
し
、
顧
実
は
「
苦
菜
」
と
し
、
こ
れ
は
『
詩
』
唐
風

采
苓
「
采
苦
采
苦
」
の
鄭
注
に
も
「
苦
、
苦
菜
也
」
と
見
ら
れ

る
。
と
も
にSonchus

oleraceus

の
意
で
、
和
名
は
ノ
ゲ
シ

が
一
般
的
で
あ
る
が
、
ケ
シ
ア
ザ
ミ
、
ハ
ル
ノ
ノ
ゲ
シ
（
ア
キ

ノ
ノ
ゲ
シ
に
対
し
て
）
と
も
い
う
。『
説
文
』
一
篇
下
艸
部
で

は
「
苦
、
大
苦
、
苓
也
」
と
す
る
。
こ
れ
を
甘
草
の
類
と
す
る

説
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
『
詩
』
小
雅
谷
風
の
意
を
誤
解
し
た
誤

り
で
あ
ろ
う
。

（
8
）
本
句
の
欠
字
部
分
に
つ
い
て
、『
穆
天
子
伝
』
で
は
、

「
山
」
字
の
下
に
方
角
が
来
る
場
合
、「
�
山
之
西
」「
舂
山
之

虱
」
と
い
っ
た
よ
う
に
「
之
」
字
が
入
る
。
ま
た
、「
至
于
苦

山
。
西
膜
之
所
茂
苑
」（2.5b.9

）、「
己
巳
至
于
文
山
。
西
膜

之
所
謂
□
」（4.2a.3

）、「
觴
天
天
子
于
文
山
。
西
膜
之
人
乃
獻

食
馬
三
百
」（4.2a.4

）
と
あ
る
よ
う
に
、「
山
」
字
の
す
ぐ
下

に
「
西
」
が
来
る
場
合
は
、「
西
膜
之
〜
」
と
続
く
こ
と
が
多

い
。
こ
れ
ら
か
ら
考
え
れ
ば
、「
宿
于
黄
鼠
之
山
」
で
断
句
し
、

「
西
膜
之
〜
」
と
続
い
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
巻
二
の

冒
頭
に
「
遂
宿
于
昆
侖
之
阿
、
赤
水
之
陽
」（2.1a.9

）
と
あ
る

よ
う
に
、
地
名
が
二
つ
続
く
場
合
も
あ
る
た
め
、
ひ
と
ま
ず

「
黄
鼠
之
山
」
で
断
句
だ
け
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
な
お

「
黄
鼠
之
山
」
の
所
在
に
つ
い
て
は
、
甘
粛
省
か
ら
新
疆
ウ
イ

グ
ル
自
治
区
に
か
け
て
の
一
帯
や
ペ
ル
シ
ア
西
境
と
す
る
説
が

あ
る
（
殷
周
史
研
究
会
二
〇
〇
六
）。

（
9
）
こ
の
「
西
王
母
之
邦
」
と
い
う
表
現
は
他
の
文
献
に
は
見

ら
れ
ず
、『
穆
天
子
伝
』
特
有
で
あ
る
。
そ
こ
で
、『
穆
天
子

伝
』
に
お
け
る
「
○
○
之
邦
」
と
い
う
表
現
を
見
る
と
、
本
句

以
外
に
、
①
「
是
曰
留
骨
之
邦
」（2.4a.7

）、
②
「
北
至
于
河

宗
之
邦
」（4.4a.12

）
と
い
っ
た
２
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
二
〕

一
八
七
（
一
八
七
）



る
。
ま
た
「
邦
」
の
み
に
関
し
て
は
、
③
「
天
子
屬
六
師
之
人

于
�
邦
之
南
滲
澤
之
上
」（1.2a.6

）、
④
「
□
之
人
潛
�
、
觴

天
子
于
羽
陵
之
上
、
乃
獻
良
馬
、
牛
・
羊
。
天
子
以
其
邦
之
攻

玉
石
也
、
不
受
其
牢
」（2.4b.8

）、
⑤
「
天
子
曰
朕
非
許
邦
而

恤
百
姓
□
也
」（5.1b.1

）、
⑥
「
韋
穀
黄
城
三
邦
之
事
輦
喪
」

（6.3a.1

）、
⑦
「
天
子
見
之
、
乃
遣
!
侯
、
曹
侯
歸
于
其
邦
」

（6.4a.9

）
と
５
例
見
出
せ
る
。
こ
の
う
ち
、
④
⑥
は
詳
細
が
不

明
だ
が
、
②
の
「
河
宗
之
邦
」、
③
の
「
�
人
」
の
邦
は
、
い

ず
れ
も
巻
一
で
穆
王
と
の
深
い
関
わ
り
が
示
さ
れ
た
河
宗
氏
に

関
連
し
て
お
り
、
特
に
、
⑤
の
「
許
邦
」
や
⑦
の
「
!
侯
」
の

邦
・「
曹
侯
」
の
邦
が
、
諸
侯
の
「
邦
」
と
考
え
ら
れ
る
こ
と

か
ら
す
れ
ば
、
本
句
で
「
西
王
母
之
邦
」
と
表
現
さ
れ
る
こ
と

は
、
他
の
西
方
の
集
団
と
は
一
線
を
画
し
て
い
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
、「
西
王
母
」
そ
の
も
の
に

つ
い
て
は
巻
三
で
詳
し
く
述
べ
た
い
と
思
う
。

「
西
王
母
之
邦
」
の
所
在
に
つ
い
て
は
、
甘
粛
省
や
新
疆
ウ

イ
グ
ル
自
治
区
、
ペ
ル
シ
ア
の
旧
ア
ッ
シ
リ
ア
国
や
テ
ヘ
ラ
ン

付
近
、
サ
マ
ル
カ
ン
ド
付
近
と
い
っ
た
説
が
あ
る
（
殷
周
史
研

究
会
二
〇
〇
六
）。

（
水
野

卓
）

【
表
一
】
『
穆
天
子
伝
』
に
見
え
る
周
の
勢
力
範
囲
外
の
集
団

①
経
由
地

②
集
団
名

人
名

③
○
○
氏
之
所
△
△

④
「
曰
」
以
下

⑤
里
西
土
之
數

ａ

至
于
□

（
□
）

（1.1a.5

）

ｂ

征
于
犬
戎

犬
戎

□
胡

（1.1a.12

）

至
于
雷
首

犬
戎

胡

（4.3b.10

）

ｃ

至
于
�
人

河
宗
之
子
孫

�
柏
絮

（1.1b.8

）

（
�
邦
）

（1.2a.6

）

至
于
�
人

�
柏
絮

（4.3b.2

）

ｄ

至
于
陽
紆
之
山

河
宗
氏

河
伯
無
夷
之
所
都
居
、
是
惟
河
宗
氏

（1.2a.10

）

河
宗

柏
夭

（1.2a.12

）

爰
有
温
谷
・
樂
都

河
宗
氏
之
所
遊
居

（1.4a.1

）

史

学

第
八
二
巻

第
一
・
二
号

一
八
八
（
一
八
八
）



（

邦
）

（4.3b.6

）

ｅ

升
□

（
□
）
之
所
主
居

（2.1a.5

）

□
之
人

居
慮

（2.1a.7

）

ｆ

舍
于
珠
澤

（2.1b.5

）

□
之
人

□
吾

（2.2a.2

）

之

（2.2a.7

）

ｇ

至
于

赤
烏
之
人

（2.2b.13

）

曰
赤
烏
氏
先
出
自
周
宗

（2.3a.4

）

赤
烏
之
人

□

（2.3a.9

）

曰
赤
烏
氏
美
人
之
地
也

（2.3b.4

）

赤
烏
氏

（4.4b.4

）

ｈ

入
于

曹
奴
之
人

戲

（2.3b.7

）

曹
奴
之
人

戲
□

（2.3b.10

）

ｉ

至
于
羣
玉
之
山

容
成
氏
之
所
守

（2.4a.9

）

ｊ

征
□

（
□
）
之
人

潛
�

（2.4b.7

）

曰
□
氏
檻
□
之
後
也

（2.4b.9

）

潛
�

（2.4b.11

）

ｋ

至
于
剞
閭
氏

（2.4b.12

）

剞
閭
氏

（2.4b.13

）

剞
閭
之
人

温
歸

（2.5a.3

）

ｌ

至
于
�
韓
氏

（2.5a.4

）

�
韓
之
人

無
鳧

（2.5a.10

）

無
鳧
上
下

（2.5b.1

）

『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
二
〕

一
八
九
（
一
八
九
）



ｍ

至
于
西
王
母
之
邦

（2.5b.12

）

西
王
母

（3.1a.4

）

西
王
母
之
邦

（4.4b.6

）

ｎ

至
于
□
之
山

智
氏
之
所
處

（3.2b.7

）

智
□

（3.2b.8

）

曰
智
氏
□

（3.2b.11

）

游
于

子
之
澤

智
氏
之
夫

（3.2b.11

）

□

（3.3a.1

）

ｏ

至
于
瓜
5
之
山

閼
氏
・
胡
氏
之
所
保

（3.3a.3

）

ｐ

至
于
積
山
之

余
之
人

命
懷

（3.3a.11

）

命
懷

（3.3a.12

）

ｑ

□

（
□
）

諸

（3.3a.13

）

諸

（3.3b.1

）

ｒ

至
于
滔
水

濁
�
氏
之
所
食

（4.1a.4

）

ｓ

至
于
蘇
谷

骨

氏
之
所
衣
被

（4.1a.5

）

ｔ

至
于
長

重

氏
之
西
疆

（4.1a.6

）

至
于
重

氏

（4.1a.8

）

爰
有
荅

重

氏
之
所
食

（4.1a.10

）

爰
有
采
石
之
山

重

氏
之
所
守

（4.1a.11

）

重

氏

（4.1b.3

）

重

之
民

（4.1b.4

）

重

之
人

（4.1b.8

）

曰
重

氏
之
先
三
苗
氏
之
□
處

（4.1b.13

）

史

学

第
八
二
巻

第
一
・
二
号

一
九
〇
（
一
九
〇
）



□

（4.2a.1

）

ｕ

至
于
文
山

□

（4.2a.3

）

西
膜
之
人

（4.2a.4

）

ｖ

飮
于
文
山
之
下

文
山
之
人

歸
遺

（4.2a.6

）

歸
遺

（4.2a.12

）

ｗ

至
于
巨
蒐
氏

巨
蒐
之
人

奴

（4.2b.11

）

巨
蒐
之
人

奴

（4.3a.4

）

奴

（4.3a.10

）

ｘ

西
夏
氏

（4.4a.13

）

ｙ

珠
余
氏

（4.4b.2

）

ｚ

�

（5.1a.7

）

子

胡

（5.1a.9

）

畢
人
告
戎
曰

�
來
侵

（5.3b.8

）

【
表
二
】『
穆
天
子
伝
』
に
見
え
る
貢
献
と
賜
与

Ａ
貢
献

集
団
名

人
名

馬

牛

犬

馬
牛
／
牛
羊

穀
物
・
そ
の
他

ａ
（
□
）

觴

ｂ

犬
戎

□
胡

觴

犬
戎

胡

觴獻

食
馬
四
六

『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
二
〕

一
九
一
（
一
九
一
）



ｃ

河
宗
之
子
孫

�
柏
絮

逆先

豹
皮
十

良
馬
二
六

�
柏
絮

觴

ｄ

河
宗

柏
夭

逆勞
用

束
帛
加
璧

先

白
□

ｅ

□
之
人

居
慮

獻

酒
百
□

ｆ
（
珠
澤
之
人
）

獻

白
玉
□
隻
・
□
角
之
一
・
□
三

獻

食
馬
三
百

牛
・
羊
三
千

ｇ

赤
烏
之
人

獻

酒
千
斛

食
馬
九
百

羊
・
牛
三
千

麥
百
載

赤
烏
之
人

好
獻

二
女

ｈ

曹
奴
之
人

戲

觴獻

食
馬
九
百

牛
・
羊
七
千

米
百
車

ｊ

□
之
人

潛
�

觴獻

良
馬

牛
・
羊

ｌ

�
韓
之
人

無
鳧

獻

良
馬
百
匹

服
牛
三
百

良
犬
七
千

牛
・
羊
二
千

麥
三
百
車

野
馬
三
百

牛
二
百

ｎ

智
□

往勞
用

白
驂
二
疋

守
犬
七
十

野
馬
・
野
牛
四
十

獻

食
馬
四
百

牛
・
羊
三
千

智
氏
之
夫

獻

酒
百
□

ｐ

余
之
人

命
懷

獻

酒

史

学

第
八
二
巻

第
一
・
二
号

一
九
二
（
一
九
二
）



ｑ

□

諸

獻

酒

ｕ

□

觴

西
膜
之
人

獻

食
馬
三
百

牛
・
羊
二
千

米
千
車

ｖ

文
山
之
人

歸
遺

獻

良
馬
十
駟

用
牛
三
百

守
狗
九
十

牛
二
百

ｗ

巨
蒐
之
人

奴

獻

白
鵠
之
血
（
以
飮
）

具

牛
羊
之

（
以
洗
）

巨
蒐
之
人

奴

觴獻

馬
三
百

牛
・
羊
五
千

秋
麥
千
車

膜
稷
三
十
車

好
獻

枝
斯
之
英
四
十

佩
百
隻

琅

四
十

十
篋

ｚ

�

致
賂

良
馬
百
駟

歸

畢
之
�

Ｂ
賜
与集

団
名

人
名

金
・
銀

貝
帶

朱

桂
・
薑

そ
の
他

ｆ

□
之
人

□
吾

（
賜
）

黄
金
之
環
三
五

朱
帶
貝
飾
三
十

工
布
之
四

之

（
與
）

黄
牛
二
六

ｇ

赤
烏
之
人

□

（
賜
）

黄
金
四
十
鎰

貝
帶
五
十

朱
三
百
裹

墨
乘
四

『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
二
〕

一
九
三
（
一
九
三
）



参
考
文
献

・
ア
イ
テ
ル
一
八
八
八

E
itel,E

.J.‘M
uh-T

ien-T
sze

C
huen-

T
ravels

of
the

E
m
peror

M
u-’

（“T
he

C
hina

R
eview

”

1888

）。

・
赤
塚
忠
一
九
八
七

赤
塚
忠
「
中
国
倫
理
思
想
の
淵
源
」（
同

『
赤
塚
忠
著
作
集
第
二
巻

中
国
古
代
思
想
史
研
究
』
研
文
社
、

一
九
八
七
年
。
初
出
は
鈴
木
由
次
郎
編
『
中
国
の
倫
理
思
想
史

―
東
洋
思
想
の
遍
歴
―
』
学
芸
書
房
、
一
九
六
三
年
）。

・
赤
塚
忠
一
九
八
九

赤
塚
忠
「
西
周
初
期
金
文
考
釈
」（
同

『
赤
塚
忠
著
作
集
第
七
巻

甲
骨
・
金
文
研
究
』
研
文
社
、
一

九
八
九
年
。
初
出
は
『
甲
骨
学
』
第
七
号
・
第
八
号
、
一
九
五

九
年
・
一
九
六
〇
年
）。

ｈ

曹
奴
之
人

戲

（
賜
）

黄
金
之
鹿
・
白
銀
之
麕

貝
帶
四
十

朱
四
百
裹

□

ｊ

□
之
人

潛
�

（
賜
）

黄
金
之
嬰
三
六

朱
三
百
裹

ｋ

剞
閭
之
人

温
歸

（
徹
？
）

祭
器

ｌ

�
韓
之
人

無
鳧

（
賜
）

黄
金
銀
嬰
四
七

貝
帶
五
十

朱
三
百
裹

變
□
・
雕
官

ｍ

西
王
母

（
執
・
見
）

白
圭
・
玄
璧

（
好
獻
）

錦
組
百
純
・
□
組
三
百
純

ｎ

智
氏
之
夫

之

（
賜
）

黄
金
之
嬰
二
九

貝
帶
四
十

朱
丹
三
百
裹

桂
・
薑
百
□

狗

采

ｐ

余
之
人

命
懷

（
賜
）

黄
金
之
嬰

貝
帶

朱
丹
七
十
裹

ｑ

□

諸

（
賜
）

黄
金
之
嬰

貝
帶

朱
丹
七
十
裹

ｔ

重

之
人

（
賜
）

黄
金
之
嬰
二
九
・
銀
烏
一
隻

貝
帶
五
十

朱
七
百
裹

桂
・
薑
百

箭
・
絲

・
雕
官

（
以
）

黄
木

銀
采

ｖ

文
山
之
人

歸
遺

（
賜
）

黄
金
之
嬰
二
九

貝
帶
三
十

朱
三
百
裹

桂
・
薑
百

ｗ

巨
蒐
之
人

奴

（
賜
）

黄
金
之
嬰
二
九

貝
帶
四
十

朱
三
百
裹

桂
・
薑
百

銀
木

采

史

学

第
八
二
巻

第
一
・
二
号

一
九
四
（
一
九
四
）



・
赤
塚
忠
一
九
九
〇

赤
塚
忠
「
殷
王
朝
に
お
け
る
『
土
』
の
祭

祀
」（
同
『
中
国
古
代
の
宗
教
と
文
化
〈
復
刻
版
〉』、
研
文
社
、

一
九
九
〇
年
）。

・
伊
藤
清
司
一
九
六
九

伊
藤
清
司
「
山
海
経
と
鉄
」（
森
嘉
兵

衞
教
授
退
官
記
念
論
文
集
編
集
委
員
会
編
『
社
会
経
済
史
の
諸

問
題

森
嘉
兵
衞
教
授
退
官
記
念
論
文
集
』
法
政
大
学
出
版
局
、

一
九
六
九
年
）。

・
井
上
充
幸
二
〇
一
〇

井
上
充
幸
「
明
清
時
代
の
黒
河
上
流
域

に
お
け
る
山
林
の
開
発
と
環
境
へ
の
影
響
」（『
東
ア
ジ
ア
文
化

交
渉
研
究
』
第
三
号
、
二
〇
一
〇
年
）。

・
殷
周
史
研
究
会
二
〇
〇
六

大
阪
府
立
大
学
殷
周
史
研
究
会

「
穆
天
子
伝
地
名
国
族
名
諸
説
索
引
」（『
大
阪
府
立
大
学
人
文

学
論
集
』
第
二
十
四
集
、
二
〇
〇
六
年
）。

・
尹
盛
平
一
九
九
九

尹
盛
平
「
!
国
改
封
的
原
因
及
其
与
鄭
!
、

豊
!
的
関
係
」（
三
代
文
明
研
究
編
輯
委
員
会
編
『
三
代
文
明

研
究
（
一
）
―
一
九
九
八
年
河
北
!
台
中
国
商
周
文
明
国
際
学

術
研
討
会
論
文
集
』
北
京
�
科
学
出
版
社
、
一
九
九
九
年
）。

・
王
輝
二
○
○
六

王
輝
『
商
周
金
文
』（
北
京
�
文
物
出
版
社
、

二
○
○
六
年
）。

・
小
倉
芳
彦
二
〇
〇
三

小
倉
芳
彦
「『
左
伝
』
に
お
け
る
覇
と

徳
―
「
徳
」
概
念
の
形
成
と
展
開
―
」（
同
『
小
倉
芳
彦
著
作

選
�

春
秋
左
氏
伝
研
究
』
論
創
社
、
二
〇
〇
三
年
。
初
出
は

中
国
古
代
史
研
究
会
編
『
中
国
古
代
史
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
六
〇
年
）。

・
貝
塚
茂
樹
一
九
八
四

貝
塚
茂
樹
『
中
国
の
古
代
国
家
』（
中

央
公
論
社
、
一
九
八
四
年
。
初
出
は
同
『
貝
塚
茂
樹
著
作
集
第

一
巻

中
国
の
古
代
国
家
』
中
央
公
論
社
、
一
九
七
六
年
）。

・
環
境
庁
自
然
保
護
局
一
九
八
七

環
境
庁
自
然
保
護
局
編
『
植

物
目
録
１
９
８
７

自
然
環
境
保
全
基
礎
調
査
』（
大
蔵
省
印

刷
局
、
一
九
八
七
年
）。

・
丘
光
明
一
九
九
二

丘
光
明
編
著
『
中
国
歴
代
度
量
衡
史
』

（
北
京
�
科
学
出
版
社
、
一
九
九
二
年
）。

・
桐
本
東
太
二
〇
〇
四

桐
本
東
太
「
中
国
古
代
の
臺
―
季
節
祭

と
の
関
連
か
ら
―
」（
同
『
中
国
古
代
の
民
俗
と
文
化
』
刀
水

書
房
、
二
〇
〇
四
年
。
初
出
は
『
史
学
』
第
五
五
巻
第
一
号
、

一
九
八
五
年
）。

・
湖
南
省
博
物
館
一
九
七
三

湖
南
省
博
物
館
・
中
国
科
学
院
考

古
研
究
所
編
『
長
沙
馬
王
堆
一
号
漢
墓
』（
北
京
�
文
物
出
版

社
、
一
九
七
三
年
）。

・
湖
南
省
博
物
館
二
〇
〇
四

湖
南
省
博
物
館
・
湖
南
省
文
物
考

古
研
究
所
編
著
、
何
介
鈞
主
編
『
長
沙
馬
王
堆
二
、
三
号
漢
墓

第
一
巻

田
野
考
古
発
掘
報
告
』（
北
京
�
文
物
出
版
社
、
二

『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
二
〕

一
九
五
（
一
九
五
）



〇
〇
四
年
）。

・
佐
原
康
夫
二
〇
〇
二

佐
原
康
夫
「
漢
代
鉄
専
売
制
の
再
検

討
」（
同
『
漢
代
都
市
機
構
の
研
究
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
二

年
。
初
出
は
礪
波
護
編
『
中
世
の
文
物
』
京
都
大
学
人
文
科
学

研
究
所
、
一
九
九
三
年
）。

・
山
西
省
文
物
工
作
委
員
会
二
○
○
六

山
西
省
文
物
工
作
委
員

会
編
、
張
頷
・
陶
正
剛
・
張
守
中
著
『
侯
馬
盟
書
（
増
訂

本
）』（
太
原
�
山
西
古
籍
出
版
社
、
二
○
○
六
年
）。

・
上
海
博
物
館
二
○
○
二

馬
承
源
主
編
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国

楚
竹
書
（
二
）』（
上
海
�
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
○
○
二
年
）。

・
任
亜
珊
等
一
九
九
九

任
亜
珊
・
郭
瑞
海
・
賈
金
標
「
一
九
九

三
―
一
九
九
七
年
!
台
�
家
荘
先
商
遺
址
、
両
周
貴
族
墓
地
考

古
工
作
的
主
要
収
穫
」（
三
代
文
明
研
究
編
輯
委
員
会
編
『
三

代
文
明
研
究
（
一
）
―
一
九
九
八
年
河
北
!
台
中
国
商
周
文
明

国
際
学
術
研
討
会
論
文
集
』、
北
京
�
科
学
出
版
社
、
一
九
九

九
年
）。

・
銭
伯
泉
一
九
八
二

銭
伯
泉
「
先
秦
時
期
的
�
絲
綢
之
路
�

―
《
穆
天
子
伝
》
的
研
究
」（『
新
疆
社
会
科
学
』
一
九
八
二
年

第
三
期
）。

・
趙
儷
生
一
九
七
九

趙
儷
生
「
穆
天
子
伝
中
一
些
部
落
的
方
位

考
実
」（『
中
華
文
史
論
叢
』
第
十
輯
、
一
九
七
九
年
）。

・
陳
平
一
九
九
九

陳
平
「
!
侯
�
再
研
究
」（
三
代
文
明
研
究

編
輯
委
員
会
編
『
三
代
文
明
研
究
（
一
）
―
一
九
九
八
年
河
北

!
台
中
国
商
周
文
明
国
際
学
術
研
討
会
論
文
集
』、
北
京
�
科

学
出
版
社
、
一
九
九
九
年
）。

・
西
岡
市
祐
一
九
七
六

西
岡
市
祐
「『
女
曰
觀
乎
』
惑
解
」

（『
漢
文
学
会
々
報
』
第
二
十
二
輯
、
一
九
七
六
年
）。

・
林
巳
奈
夫
一
九
九
一

林
巳
奈
夫
『
中
国
古
玉
の
研
究
』（
吉

川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
。
初
出
は
「
中
国
古
代
の
祭
玉
、
瑞

玉
」『
東
方
学
報
』
京
都
第
四
十
冊
、
一
九
六
九
年
。「
佩
玉
と

綬
―
序
説
」『
東
方
学
報
』
京
都
第
四
十
五
冊
、
一
九
七
三
年
）。

・
原
宗
子
一
九
九
四

原
宗
子
『
古
代
中
国
の
開
発
と
環
境

―
『
管
子
』
地
員
篇
研
究
』（
研
文
出
版
、
一
九
九
四
年
）。

・
潘
富
俊
二
〇
〇
三

潘
富
俊
『
詩
経
植
物
図
鑑
』（
上
海
�
上

海
書
店
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
）。

・
フ
ァ
ル
ケ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
二
〇
〇
六

ロ
ー
タ
ー
ル
・
フ
ォ
ン
・

フ
ァ
ル
ケ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
著

吉
本
道
雅
解
題
・
訳
『
周
代
中
国

の
社
会
考
古
学
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
）。

・
馬
王
堆
帛
書
一
九
八
五

馬
王
堆
漢
墓
帛
書
整
理
小
組
編
『
馬

王
堆
漢
墓
帛
書
〔
肆
〕』（
北
京
�
文
物
出
版
社
、
一
九
八
五

年
）。

・
森
雅
子
二
〇
〇
五

森
雅
子
「
崑
崙
伝
承
起
源
考
」（
同
『
西

史

学

第
八
二
巻

第
一
・
二
号

一
九
六
（
一
九
六
）



王
母
の
原
像
―
比
較
神
話
学
試
論
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
五
年
。
初
出
は
『
ユ
リ
イ
カ
』
二
十
九
巻
二
号
、
一
九

九
七
年
）。

・
山
崎
藍
二
〇
〇
七

山
崎
藍
「
穆
天
子
伝
」（
竹
田
晃
・
黒
田

真
美
子
編
『
中
国
古
典
小
説
選
１
』
明
治
書
院
、
二
〇
〇
七

年
）。

・
楊
寛
二
〇
〇
六

楊
寛
「《
穆
天
子
伝
》
真
実
来
歴
的
探
訪
」

（
同
『
先
秦
史
十
講
』
上
海
�
復
旦
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
六

年
。
初
出
は
『
中
華
文
史
論
叢
』
第
五
十
五
輯
、
一
九
九
六

年
）。

・
横
田
恭
三
二
〇
一
二

横
田
恭
三
『
中
国
古
代
簡
牘
の
す
べ

て
』（
二
玄
社
、
二
〇
一
二
年
）。

『
穆
天
子
伝
』
訳
注

巻
一

正
誤
表

誤

正

①
１０６
頁
上
段
表
中

墓
王

墓
主

②
１１１
頁
下
段
訓
読
１
行
目

い
ん

天
子
を
�
山
の
上
に
飮
す

い
ん

天
子
に
�
山
の
上
に
飮
せ
し
む

③
１１１
頁
下
段
訓
読
４
行
目

し
ょ
う

天
子
を
盤
石
の
上
に
觴
す

し
ょ
う

天
子
に
盤
石
の
上
に
觴
せ
し
む

④
１１２
頁
上
段
現
代
語
訳
１
行
目

い
ん

天
子
を
�
山
の
上
で
飮
し
た

い
ん

天
子
を
�
山
の
上
で
飲
の
儀
礼
で
も
て
な
し
た

⑤
１１２
頁
上
段
現
代
語
訳
３
行
目

し
ょ
う

天
子
を
盤
石
の
上
で
觴
し
た

し
ょ
う

天
子
を
盤
石
の
上
で
觴
の
儀
礼
で
も
て
な
し
た

⑥
１２４
頁
上
段
訓
読
１４
行
目

天
子
滲
澤
に
臘
す

天
子
滲
澤
に
獵
す

⑦
１２４
頁
下
段
現
代
語
訳
１０
行
目

い
ん

天
子
は
黄
河
の
水
辺
で
飲
し
た

い
ん

天
子
は
黄
河
の
水
辺
で
飲
の
儀
礼
を
行
っ
た

⑧
１２６
頁
上
段
１７
行
目
・
下
段
１２
行
目

「
�
柏
綮
」

「
�
柏
絮
」

『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
二
〕

一
九
七
（
一
九
七
）



⑨
１２７
頁
上
段
１
行
目
・
下
段
１
行
目

「
�
柏
綮
」

「
�
柏
絮
」

⑩
１３０
頁
上
段
１８
行
目

「
�
山
之
阿
」

「
�
山
之
西
阿
」

⑪
１３２
頁
下
段
後
４
行
目

『
淮
南
子
』
墜
形
訓

『
淮
南
子
』

形
訓

⑫
１４８
頁
上
段
後
４
行
目

詔
女
昆
侖
□
舎
平
泉
七
十

詔
女
昆
侖
□
舍
四
平
泉
七
十

〔
付
記
〕
②
④
⑦
の
「
飮
」
に
つ
き
ま
し
て
は
、
各
方
面
か
ら
様
々
な
ご
指
摘
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
当
会
と
し
ま
し
て
も
、
こ
の
点
に

関
し
て
考
え
て
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
言
葉
足
ら
ず
の
た
め
誤
解
を
招
く
表
現
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
巻
一
に
関
し
て
は
、

い
ず
れ
研
究
会
と
し
て
の
考
え
を
ま
と
め
公
表
す
る
機
会
を
設
け
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
が
、
ひ
と
ま
ず
こ
の
巻
二
以
降
は
、
ご
指
摘

を
ふ
ま
え
た
解
釈
を
反
映
さ
せ
て
い
く
つ
も
り
で
お
り
ま
す
。
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
、
訂
正
い
た
し
ま
す
と
と
も
に
、
ご
指
摘
を
い
た

だ
い
た
方
々
に
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

史

学

第
八
二
巻

第
一
・
二
号

一
九
八
（
一
九
八
）


